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ヒコ．一マンエラーへの対応

緊犠輪簾纏稲田正三

　半世紀前、まだ環境問題に対する世間の関心

は低かった。例えば工場の煙突や蒸気機関車は

モクモクと黒煙を吐き、これが産業の活力の証

の感さえあった。

　この半世紀で世界の人口は24億人から60億人

へと増加し、さらに産業の発展とともに人々の

消費が増大し、この結果生じた廃棄物が地球の

自浄能力を越える状況となってきた。オゾン層

の破壊、地球温暖化による海水面の上昇等人類

始まって以来の地球規模での危機が現実のもの

となっており、冷戦が過去のものとなった現在、

環境問題を最も重要な安全保障と捉える意見も

あり、21世紀は地球規模での環境保全が人類の

大命題となることは間違いない。

　環境への配慮という面では、海難事故につい

ても同様であり、メディアの発達により事故の

詳細が直ちに伝播されることにより、世間の注

目をあびることが多い。

　特に衝突、座州座礁といった事故については、

油タンカーの原油流出はもちろん、一般貨物船

においても汚染物質となる燃料油の流出を伴う

ケースが多く、周辺地域に多大な影響を及ぼす。

　こうした海難事故の7害1」以上はヒューマンエ

ラーに起因している。乗組員の国際化が進む中

で、優秀船員の供給不足による海技技術の低下

が危惧されている現在、ヒューマンエラーをい

かにして防止するかが大きな課題となっている。

このヒューマンエラーのタイプとして、うっか

りミス、記憶ミス、間違い、違反等が挙げられ　　、

るが、これらは周囲の状況に左右される面もあ

D、事故防止策の検討においては、クルーの就

労環境に焦点をあてた考察も必要である。旧運

輸省船員部がまとめた汽船部門における船員の

災害発生状況（平成10年度；職務上休業4日以

上）を見ると、船員災害発生率は全陸上産業の

3倍、建設業と比べても2倍と、高い値を示し

ており、就労環境、手順等に更に改善の余地が

あるように思える。こうしたクルーの災害事例

について、各社間の情報の共有化をはかり、就

労環境、手順等の整備を進めることも、海難事

故防止の一助となっていくのではないか。

　ヒューマンエラーをどう防ぐか、今日まで様

々な方策が採られてきたが特効薬的なものはな

い。昨今、情報技術の発達により船舶に対する

陸上からの管理が容易となってきたが、事故防

止の基本はやはり現場を知ることである。船舶

に対する点検を通して規則、マニュアル、機器

設備、クルーの資質、作業環境等について詳細

に把握し、過去の事例に照らし、ハード、ソフ

ト両面から徹底したチェックを行い、不安な要

素を確実に取り去ることで事故は大幅に減少す

ると確信する。繰り返し指導し、周知、徹底し

ていく地道な対応が事故防止には最も効果的で

ある。
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　　　　　　　　　　　一 東京湾のシーレーンの安全確保は絶対条件
　　　　　　一首都圏第3空港問題について一

1．これまでの経緯

　運輸省（現、国土交通省）は、将来、増大す

ることが見込まれる首都圏の航空需要に対応す

るため、平成12年9月26日に、学識経験者や自

治体関係者からなる「首都圏第3空港調査検討

会」（座長1中村英夫　武蔵工業大学教授）を発

足させた。

　一方、定期航空協会（会長：兼子日本画空社

長）は平成12年10月、羽田空港沖合いに滑走路

を新たに建設する羽田空港の再拡張（案）を検

討するよう運輸省に要望した。また、首都圏湾

奥新空港研究会は東京湾北部湾奥に新たな海上

空港を建設する構想を発表したほか、東京都も

定期航空協会の提案と似た位置に海面から15メ

ートルの高さに桟橋方式の滑走路案（図一1）

を提案したことなどから、首都圏第3空港問題

がにわかに活発化した。

　しかしながら、これらの提案は全て東京湾に

空港を整備しようとするものであり、船舶の安

全航行に重大な支障を来たすことが懸念される

ため、当協会は、平成12年12月26日、わが国の

経済と国民生活を支える海上輸送ルートと船舶

の航行安全の確保という観点から運輸省航空局

長をはじめ、海上交通局長、港湾局長および海

上保安庁長官に対し要望書を提出した。（本誌

平成ユ3年1月号囲みP．10参照）

　さらに平成13年1月23日には、国土交通省に

よる第3回首都圏第3空港調査検討会に生田当

協会会長が特別メンバーとして出席し、当協会

の考え方を説明した。なお、国土交通省は、同

検討会において、羽田空港における既存のB滑

走路に平行の滑走路を建設する羽田拡張案（図

一2）を検討に加えることにした。

2．首都圏第3空港問題に関する当協会の考え方

〔1）首都圏空港の重要性

　　わが国が世界の主要国として、21世紀を

　通じ、経済社会の安定的な発展を維持して

へ、
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【図一1】羽田空港の再拡張案（東京都案）
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羽田空滝の再拓強累の構造は、水域環境への山中、小型陥陥の航行ルートの

確保から．桟橋方式を考えている．

　いくためには、諸外国の主要空港に引けを

　　とらないような国際空港を首都圏に整備し

　　ていくことが不可欠であり、また国民生活

　　の基盤整備の視点からも極めて重要である。

（2｝東京湾内の港湾の重要性

　　東京湾は、わが国の中心である首都圏に

　　おける経済活動と国民生活を支えるエネル

　　ギー資源、工業原材料および生活物資等を

　　運ぶ海上輸送路としての重要な役割を担っ

　　ている。東京湾は外航コンテナ船の主要港

　　である東京港／横浜港を有し、コンテナ船

　　の入港隻数はこの2港で年閲延べ8，8QQ隻

　　（このうち東京港は270万TEU）となって

　　いる。また、小型船を含めた船舶の延べ人

　　港隻数をみると東京、横浜、千菓、川崎の

　　主要4港で年間約19万2千隻（このうち東

　　京港は3万5千隻）に上り、これらの船舶
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【図一2】羽田空港再拡張案一
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　による物資の安定輸送がわが国の経済発展

　と国民生活の基盤となっている。

團　東京湾における船舶航行の現状

　　極めて重要な海上輸送路である東京湾の

　現伏は、湾内各地の埋立の進行や東京湾横

　断道路の建設等により、船舶の安全航行の

　面iから既にかなり狭1盆な状態にあり、その

　一・例を示すと以下のとおりである。

　①船舶の交通量

　　　羽円空港周辺を航過する船舶は1日当

　　り1，000隻弱に上り、特に朝・夕に混雑

　　のピークがある。その航跡は図一3に示

　　すとおりであるが、6，000TEU積の大型

　　コンテナ船から100トン未満の小型船ま

　　で種々雑多な船甑が航行している。

　②停泊船

　　　東京湾沖合いの通常時の錨泊船は70隻

　　以上にのぼり、図一4のように広範囲の

　　錨地を必要としている。また、台風の襲

　　来のため多数の船舶が岸壁を離れて港外

せんきょうF2δ2001⑬3
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【図一3】　航跡図（全船舶平成5年9月13日12時～14日12時）

　に避圧した時の分布状況は、一一5のと

　おり湾内全体が錨地として使用されてい

　る。

③船舶の通航路

　　船舶は、東京湾のように水深の浅い水

　域では、喫水により航行可能な場所が限

　られ、特に大型船では、一見広く見える

　海でも、航行可能水域は限られている。

　また、大型船は、惰力が大きいため停止

　するにも変針するにも広い水域を必要と

　することから小型船のように自由自在に

　は動けず、現状においても衝突の危険を

　避けるため、極めて慎重な運航が強いら

　れている。図一3の航跡図は、操縦性能

　が異なる大小の多数の船舶が行き交う東

　京湾の船舶航行の実態であることを認識

　する必要がある。

㈲　これまでの提案の具体的問題点

　①羽田空港の再拡張案

　a．定期航空協会および東京都案（A、C

　　滑走路平行案）（図一6参照）

　　イ．飛行場の中心から半径4km、高さ45

　　　mに設定される水平表面および滑走路

　　　の北側の（長さ3km、勾配1／50）進入表

　　　面が第一航路と重なり、今後大型化が

　　　見込まれる大型コンテナ船のマストが

　　　これらの制限表面を超える惧れがある。

　　ロ．滑走路南東沖合では、滑走路の建設

　　　と南側の進入表面の影響で通航路が南

　　　東側へ押し出されるため、川崎港、東

　　　京湾アクアライン上の西水路および東

　　　水路を航行する多数の船舶が複雑に交

　　　叉することとなる。

　　ハ，滑走路の建設のため、東京港第一航

　　　路に入出航する船舶の水路幅が半減さ

　　　れ、航行の過密化が生じるとともに、

　　　滑走路至近を多くの船舶が、これに沿

　　　って航行することになる。

　　二．現空港南側の錨地が滑走路の建設に

　　　よりなくなるため、そこに錨附してい

　　　た船舶は第一航路への入出航水路を塞

　　　ぐ形で錨泊する惧れがある。

　b．（B滑走路平行滑走路新設案）

　　イ、滑走路北東延長上への進入表面に第

　　　一航路を通航する大型船のマストが突

　　　出する。

　　ロ，滑走路の建設のため川崎港と第一航

　　　路の問を通航する多数の小型船の水路

　　　が塞がれ迂回を余儀なくされる結果、

　　　大小船舶の航行過密と複雑な交叉状態

　　　を生じる割れがある。

　　ハ．滑走路の建設と東側の進入表面のた

　　　め東京灯標付近の錨地がなくなる。

一一一L一一訓一一こ櫓訟一」－阻職－－－一w館謹咽謙」馳囎＝」2皿翼詫　㎜憎｝認皿
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【図一4】錨泊船の位置【図一5】平成9年台風7号来襲時東京湾内隠泊船状況
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〔平成6年2月2呂日　24時間）

　②東京湾奥新空港構想（図一6参照）

　　イ．東水路北側において東京湾へ向かう

　　　大型コンテナ船は、他船との衝突の危

　　　険を避ける必要から新空港南側の進入

　　　表面および水平表面下に人り第一航路

　　　へ向かう場合が多くあり、マストがこ

　　　れらの制限表面にかかる倶れがある。

　　ロ．新空港の建設のためおよび南北に設

　　　定される進入表面により、船舶に必要

　　　な錨泊地が減少する。

　　ハ，台風が来襲し、避難勧告が出されれ

　　　ば、船舶は沖合で避泊することとなる

　　　が、そのための避泊地が不足する。

伺　技術革新

　　空港整備に当っては、今後のわが国の経

　済発展や技術革新のイノベーションに伴う、

　将来のさらなる船舶の大型化、輸送量の増

調企時点での気象・海象
（於二横浜）
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東京湾内錨泊船隻数

　　428隻

東京湾海ヒ交通センター観測

平成9年6月20日11時

　（錨泊始は・で表示）

大も念頭に入れておく必要がある。

　　たとえば、コンテナ船の場合、わが国外

　航コンテナサービスが開始された1960年代

　後’｝三は750TEU積のコンテナ船からスター

　トしたが、現在では大井埠頭に6，000TEU

　積の船舶が入港している。既に8，000TEU

　積のコンテナ船が就航しているとのことで

　あり、さらに12，000TEU積のコンテナ船

　も既に発注されている現状から、将来的に

　は／5，000TEU積程度は想定しておくこと

　が必要で、その大きさの比較は二一アに示

　すとおりである。

　　空港整備の検討に当たり、これらの要点

　が盛り込まれない場合には、将来的には東

　京港への大型コンテナ船の入港取り1ヒめ、

　横浜港への集中等の事態が充分予想され、

　さらに、それに伴うコストを誰が負担する

　のか等の問題が生じる可能性がある。

働　海上輸送と空港整備の両立

　　首都圏空港整備に関しては、以上のよう

せんきょうF帥2001こ＞5
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【図一6】東京港北部における羽田空港再拡張案および湾奥新空港案
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に問題が多くあるため、従来のように空港

の位置および構造を決定した後に事後的に

船舶航行への影響を検討するのではなく、

空港の整備計画を決定する以前に、湾内の

船舶交通、港湾諸施設等への影響、解決策

の有無等について徹底的に見極めた上で、

具体的な空港整備の計画内容を決定して行

く必要がある。

購　　　　　　　一　　　■
一　一一龍　　「　　　　　　－　轄襯覗研　　　
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【図一7】コンテナ船の全長比較

東京駅　全長320メートル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60年代後半　コンテナ輸送黎明期

コンテナ船　75σTEむ積（全長約150メートル、載貨重量トン数約1万5千トン）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70年代～　コンテナ輸送発展期

コンテナ船

コンテナ船

3，000TEU積（全長約26σメートル、載貨重量トン数約4万トン）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　go年代～現在

6，000TEU積（全長約300メートル、載貨重量トン数約7万4．千トン）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　将来予想

コンテナ船　15，000TEU積（全躍り380メートル、．載貨重量トン数推定14万トン）

　また、空港整備に伴う湾内船舶交通の安

全確保のための対策を講じることとなった

場合には、国民経済の．ヒからも海上輸送活

動の中断が許されないことを念頭に置き、

3．今後の動き

　国土交通省は、首

都圏第3空港調査検

討会において、空港

候補地の提案を募集

していたが、工月26

日、その応募状況を

図一8のとおり公表

した。

　これらの提案は、

航空局によるヒアリ

ング等を経て、これ

までに提案された羽

田空港再拡張等とと

もに検討され、平成

　これらの対策を空港整備に先んじて完成さ

　せる必要がある。計画．立案に当たっては周

　到な準備が必要となることも忘れてはなら

　ない。

の　むすび

　　海運業界としては、海上輸送および東京

　湾のシーレーンの安全確保は空港整備を検

　討する場合の不可欠の前提条件と考えてお

　り、国民経済の上からも絶対．条件であって

　交渉しうる条件ではないと考えている。ま

　た、将来のイノベーションをも盛り込んで、

　船型および航空．機の大型化にも対応できる

　先見性のある空港整備が必要であり、この

　ような視点から、空港候補地は海上にのみ

　に限定するのではなく、陸上も含め広く候

　補地を求め、検討すべきと考える。

13年度中に空港候補地として絞り込まれる見通

しである。

【図一8】首都圏第三空港候補地

　　　　埼玉　　　！　’＼
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③．千葉県九十九里沖

④羽田空港
〔東京国蝶空港）

⑤．富津山甲南

⑥．富津山甲牝

⑦．横須賀金田湾

⑥羽田空港機能拡充案

⑨湾央木更津沖案
〔海ほたる空港案）

⑩扇島地区
（京浜臨海工業地域の東扇島・西扇島〕

⑪羽田空港
（東京国際空港）

⑫東京湾内の川崎・横浜沖
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一層の環境対策を推進
　　一環境憲章について一

　当協会は、平成13年1月開催の理事会におい

て、環境対策特別委員会で検討してきた「日本

船主協会　環境憲章」を採択し、一層の環境対

策を進めていくこととなった。

　当協会は、平成11年7月に環境対策特別委員

会を設置、同年9月に開催した第1回会合で、

同委員会の検討事項のひとつとして当協会の

「環境憲章」を策定することを決定した。

　このため、同委員会の下部組織である幹事会

を中心に、会員会社のほか、他業界の企業・団

体の環境憲章に関する動向を調べるなど準備を

進めてきた。

　同時に、海運業界における環境問題の現状と

対応および今後の課題等についての整理を行な

い、憲章に海運の特徴を折り込むことに努める

こと、また、当協会全体としての環境対策の推

進とともに実施主体である会員会社の取り組み

を支援することを基本方針とすることした。

　以上の経緯を経て、環境問題に対する基本姿

勢を「環境理念」として冒頭に掲げ、次に環境

保全に関しての具体的な取り組み内容を列挙し

た「行動指針」を憲章の構成とすることとし、

幹事会にて案を作成、委員会の討議を経て、平

成13年1月の理事会で正式に承認、採択された

（巻末参照）。今後、当協会はこの環境憲章に基

づき一層の環境対策を推進していくこととした。

本誌記事訂正について

本誌平成13年1月号シッビングフラッシュ（P．4）にて掲載の「平成13年度海運関係税湖改正

・予算」に一部訂正がありますので、以下のとおりお知らせします。

資料2　平成13年度税制改正後の海運関係税制一覧（P、6）

　　6．特定資産の買換特例（圧縮記帳綱度）

制度の概要適　用　期　問

誤
※船舶から船舶

ｦ内航船舶から減価償却資産

昭45，4．1～平15．3．31
ｺ59，4．1～平亜．3．31

正
※船舶から船舶

ｦ内航船舶から減価償却資産

昭45．4．1～平18．3．31
ｺ59．4．1～平亙3．31

※本文の記述どおり、特定資産の買換特例（圧縮記帳制度）は現行内容にて5年間延長どなりましたので、適用期

限は平成1S年3月31日となります。

8§せんぎょうF帥2001
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　　　海技免状の不正取得の調査報告

　　　一IMO第32回訓練当直基準小委員会（32STW）の模様

　IMO第32回STW小委員会が、本年1月22日

から26日までロンドンのIMO本部において開

催された。冒頭、IMO事務局より、ホワイトリ

ストの1次公表を第73回海上安全委員会（MSC

73）で承認し、IMO回章978（2000年12月6日）

で行ったとの報告があった。

　ホワイトリスト関連の現状は、95訂CW条約

（訂CW95）国内対応に関する報告書の提出期

限である1998年8月1日までにIMO事務局長

宛報告書を送付した国は、133の締約国のうち

82力国であり、それ以降17力闘が提出されてい

る。72力国が公表され、公表されなかった10廻

国の内5力国はパネルより評価が十分でないと

の報告が事務局にされており、3力国は情報の

再提出の回答待ち、2譲国は再提出の情報をパ

ネルが検討中である。期限後提出の17力国旗3

ヶ国は事務局にパネルより評価の報告が届いて

おり、6ヶ国は情報の再提出を求め、残りは審

査中である。次回のMSC74にて公表が予定さ

れている。

　同リストの用途と扱いについて、寄港国が行

なうポートステートコントロール（PSC）での

扱いに対する指針等検討することがこの小委員

会で考えれていたが、会議のなかで、ホワイト

リスト非掲載国とその船員の扱いが十分に討議

できず、統一的解釈を定められず、各国や各

PSCの判断に委ねることなった。

　今次会合における主な審議事項については次

の通りである。

1．S了CW工／8規則およびSTCWコードA

　－1／ア節で求められる独立した評価基準と

　見直しの手引き

　95訂CW条約1／8規則では、訓練、資格制

度などの条約に従った国内対応を行っている締

約国は、その対応が基準通りに行われているこ

ぜんきよう飽∂2001§9
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とを保証し、さらに締約国はその評価を少なく

とも5年に1回、IMOに報告することが規定さ

れている。2002年8月が条約発効後の初めての

報告となり、これに関して、各国から事務局へ

の報告の様式、その報告の評価方法、委員会の

手続等を検討し、MSC74に回章案を提出する

こととした。

2．海技免状に関蓮した不法行為

　MSCおよび訂Wは、不正な証書の使用によ

る安全性の阻害について懸念し、加盟国が経験

した事例に関する情報の提出を奨励している。

　一方、不正な手続きによる証書の発行につい

てIMO事務局はその初期調査を船員国際調査

センター（Seafarers’s　lntemational　Research

Center）に依頼していた。具体的な項目は次の

通りである。

　①海技免状に関した不法行為たとえば、偽

　　造、不正な手続きによる発給、あるいは盗

　　難等

　②所持している不正な海技免状や裏書きな

　　どの種類

　③不法行為が行なわれている出所の明確化

　　（たとえば個人、配乗管理会社、船主等）

　④問題の発生する地域の限定化（たとえば

　　船員供給国、海事先進国、発展途上国等〉

　⑤　不法行為の種類や社会に及ぼす影響につ

　　いての検討

　⑥　チェックの頻度と方法についての指針

　これらについて調査を行った結果、事務局、

バヌァッおよびインドは、期限切れの免状での

裏書きや、偽造証書、不正な証書による免状の

発行など、この5年間で12，635件の事例を報告

した。

　不正に発給された証書についての防止対策は、

十分な証拠を提示することは難しく、また広範

囲に及ぶため、更なる検討の必要性を確認した。

「不正な海技免状の防止のための国際的な海技

免状データベースの設立」や「海技免状に関す

る照会先のEメールアドレスのリスト化」など

を図ることや、船員、マンニング会社、船主な

どを含めたデータの集計によるブラックリスト

の作成などの提案もあった。不正な証書の事例

で、フィリピンは約！，2GO件あり、フィリピン代

表は船員の海技免状の管理について管理体制の

法制化やデータベース導入など行ない対策を実

行中であると説明した。　　　　　　　　　　　一

3．1／10規則の実施に関する締約国間の協定

　の手引き

　1995年罰℃W会議のフォローアップアクシ

ョンのなかで、1／10規則の実施に関する締約

国間の協定については、各国が王／10規則（証

明書の承認）に基づいて、締約国相互の船員の

資格に関して承認を行うための指針、1／10規

則の趣旨を満足するに必要な要点を盛り込んだ

締約国間の覚え書のような報告を2002年8月1

日までに事務局に報告することとなった。日本

からは、このような報告のフォームの設定、各

国の相互承認の通知書の指針を前もって作る必

要性があると述べた。委員会はこれらは有益で

あるとして、各国の意見を求め次回の委員会で

検討とした。

4，IMO訓練モデルについて

　IMOが承認した多くの標準訓練コースは発

展途上国の訂CW条約に基づく船員の訓練に

有効に活用されている。今回乗船中の評価、訓

練担当．者に対する訓練およびGMDSS　2　nd

classの無線士に関する標準訓練コースが紹介

された。今までだされたIMO標準訓練コース

についてフランス語やスペイン語への翻訳の要

10㊤せんきょうEの2001
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望もあり、また実情に即した訓練を維持するた

めに文書の更新や改正、編集、これらをフォロ

ーするガイドラインの作成などについて検討を

することとした。

5．水先人の訓練および資格証明ならびに総会

　決議A485（皿）の見直し

　29訂Wにおいて国際パイロット協会（IMPA）

および国際独立タンカー船主協会（INTER．

TANKO）より水先人の訓練、資格証明および運

用手順（業務）に関する総会決議A485（皿）の

見直しが提案され、44NAV、45NAV、訂W31及

びNAV47で検討し、訓練および資格証明部分

は附属書1と運用手順（業務）は附属書2とに

分け、訂Wでは附属書1を検討することとし

ている。今回附属書1について国際パイロット

協会（IMPA）からの提案は各国の支持を受け

たが、運用手順の附属書2を次回NA＞で検討

ののち合わせてMSCに報告することとした。

　　　　2005年に統合［LO海事条約採択へ
　　　　一［LO最低賃金の改定など1LO第29回

　ILO（国際労働機関）は、最も古くからある国

際機関の一つで第一次世界大戦後の19ユ9年に創

設され、1945年に国際連合が成立すると翌1946

年には国連の専門機関となった。他の国際機関

が政府だけで構成されるのに対して、ILOだけ

は政府代表に加え、使用者代表、労働者代表も

含めた三者構成とされ、官・労・使が対等の立

場で審議を行う独特の形態が採用されている。

　また、ILOの活動分野は、陸上労働だけでな

く海上労働も対象となっているが、海上労働に

ついてはその特殊性から陸上労働とは別に独立

した部門として取り扱われている。海上労働に

係る最高議決機関は、ILO海事総会であり、必

要に応じて随時開催されることとなっているが、

ほぼ10年に1回の割合で開催されており、前回

は1996年に開催された。この総会において、こ

れまで労働時間、雇用条件、社会保障、居住設

備など海上労働のほとんど全てをカバーする30

の条約と23の勧告が採択されている。

　合同海事委員会OMC）は、　ILOのほとんど

の委員会が官・労・使の3者で構成されている

のと異なり、船主（使用者）側および船員（労

合同海事委員会（JMC）の模様について一

働者）側の代表それぞれ20名（議長のみ政府代

表者）で構成され、ILO理事会の諮問機関とし

て、海事総会等の招集、日程、議題等について

勧告することを主な任務としている。1996年に

開催されたJMCでは、最低賃金の見直しのみ

を審議しており、今回のように海事総会の開催

等も含めて勧告を行ったのは、1991年以来10年

振りのこととなった。

　今回開催された第29回JMCは、1月22日か

ら26日までジュネーブのILO本部において開

催され、各議題について以下の逓り決定した。

なお、船主側は、当協会を含む20名の正メンバ

ー、．4名の副メンバーおよび7名のオブザーバ

ーが出席し、船員側は、全日本海員組合を含む

20名の正メンバー、4名の副メンバーおよび30

名のオブザーバーが出席した。

1．【LO条約の見直しについて

　船主側より、多くのILO条約が時代遅れの

ものになり、現実を反映していないこと、さら

に技術的な詳細基準を含んでいるILO条約が

多く批准の妨げになっていること等の理由を挙

せんぎょうF励2001曲11
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げ、ILO条約の抜本的な見直しを行うことが労

使双方にとって利益になるとの観点から、既存

の条約および勧告を1つの「統合条約（Consoli－

dated　CQnvenUon）」として再構築すべきである

との提案を行い、船員側もこれを積極的に支持

した。

　この結果、統合条約は労働基準原則に係る幾

つかのパートから構成され、これに詳細要件に

係る附属書が組み合わされるべきこと（資料参

照）、また、各附属書は、容易な改正手順によっ

て修正できるような手続きを備えるべきことな

どを内容とした決議が採択された。同決議では、

政府、船主側、船員側のそれぞれ10名の代表で

構成される作業部会を設置して新条約の草案作

業を行い、2004年に海事準備総会、2005年に海

事総会を開催して新条約を採択するようILO

理事会に勧告している。

　今回のJMCにおける決定は、第280回ILO理

事会（3月8日～30日）で審議され、ここで承

認されれば各グループからのWGメンバーの

推薦がなされ、本年秋には第1回目の会合が行

われる見通しである。

　今回の統合条約採択に向けた合意について、

ILO事務局長は「全ての国および全ての船舶の

船員に対する、労働および生活条件に係る受け

【資料】

強制要件

実質的同等性の
確保と一つ以上
の選択批准

選　　択

入れ可能な基準を確保するという観点からは、

ILOでの基準策定における歴史的な一歩を標し

た」と評している通り、画期的なものであった。

　一方、新条約の草案作成に当たっては、30も

の既存条約を5つの労働基準原則に係るパート

に整理・統合するための膨大な作業に加え、各

附属書毎の選択批准を可能とする（海洋汚染防

止条約方式）など、条約の批准を促進するため

の発効要件の設定、容易な改正手続きの導入、

既に批准している条約の廃棄方法（新条約との

整合性の問題）をどうするか等、法的な問題も

山積している。

2．ILO最低賃金の見直しについて

　ILOが勧告している現在の月額最低基本給

（自国一二に適用）は、1996年に採択され、1998

年1月から適用されている435US＄である。同

最低賃金は2年毎に改定が実施されているが、

今回はほぼ4年ぶりの改定となり、各国の消費

者物価指数と対米ドルレートをベースとした改

定算式（ルール）から算出された参考数字が402

US＄となったため、労使の意見が対立し、議

論が紛糾した。最低賃金の見直しは労使各6名

からなるWGにて検討が行われたが、3回の

協議でも結論が出ず、最終的に労使代表による

統合条約の枠組み（案）

　第／部
ｴ則．一般規則
沚ｸ．改正手続

　第2部一般雇用条件
　　第3部
注N　安全と福祉

　　第4部
摯a及び老齢手当

　第5部
H糧及び居住区

附　属　書
i詳細規則）

附　属　書

i詳細規則）
附　属　書

i詳細規則）
附　属　．書

i詳細規則）

勧告、ガイドライン　勧告、ガイドライン
Rード等　　　　　　　　　コード等

勧告、ガイドライン　勧告、ガイドライン

Rード等　　　　　　コード等
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トップ協議に委ねられた結果、以下の内容で最

終合意が図られた。

・2001年1月1日～12月31日：435US＄据え置き

・2002年1月1日～12月31日：450US＄

・2003年1月1日～12月31日：465US＄

　なお、2004年1月置らの最低賃金については、

465US＄をベースに2001年1月以降を算定対象

期間とする改定算式により算出された参考数字

を使用することとし、この際、2001年1月時点

における参考数字4G2US＄も考慮することとな

った。

　また、船員側より提出された、ILO最低賃金

に係る統一解釈についても、トップ協議に委ね

られた結果、通常の作業時間、最小有給休暇お

よび時間外賃金の算出方法を含む月間最低賃金

に関する指針（Guidance）を労使各グループお

よびILO事務局を含む合同WGにおいて検討

し、船主、船員および旗国、寄港国政府に対し

て勧告することが合意された。

　今回の最低賃金協議に当たっては、船主側は、

統一解釈の検討に反対するとともに、ILO最低

賃金の改定は労使交渉（negotlation）ではない

という基本原則を踏まえ、ルールに基づく算出

結果（402US＄〉をそのまま適用すべきことを

繰返し主張したのに対して、船員側は、統一解

釈（賃金総額）を行うことは、前回のJMC（／996

年）において既に合意されていること、また、

最低賃金の引き下げなり据え置きは断固認めら

れないとし、ルールに基づく算出結果に加えて、

算定対象期間中における4％／年の生産性向上

分を加味した470US＄を2GG2年1月1日から適

用するよう主張して困難な協議となった。

　結果的には合意内容に見る通り、ルールは尊

重されることになったものの、限りなく労使交

渉に近い形で妥協が図られた。この背景には、

昨年のITF（＊1）／IMEC（＊2）によるBench一

mark（FOC船に乗組むAB船員の基準賃金）

交渉において、従来のAB船員のTotal　Wage

（1200US＄）を2001年1月より毎年50＄ずつ4

年間にわたって引き上げること（2004年1月目

り1400US＄）とした合意結果が極めて強い影

響を及ぼしていることは否めない。

　今般の合意内容に対する欧州の各船主協会の

反応としては、ギリシャ、キプロス等の一部を

除き、1998年から2001年まで4年間据え置かれ

たこと、また2GO2年、20G3年の引上げ額（各15

US＄）がITFのBenchmark引上げ額との比較

において妥当な範囲であるとして、概ねこれを

評価している模様である。

　一方、当協会を含むアジアの各船主協会、特

に今回の最低賃金の引上げがそのまま自国籍船

の船員賃金に影響するインド、フィリピン等の

船主協会には不満の残る結果となった。今回の

決定は、世界的な船員賃金の底上げという意味

においては、間接的な船員費の上昇をもたらす

可能性があるものの、日本籍船に乗組む外国人

船員の賃金については、今回の合意によって直

接的な影響を受けることは無いものと思われる。

＊1）ITF：国際運輸労働者連盟（Interna廿ona1　Trans－

　　port　WorkersTederahon）

　　・世界中の570の運輸労連（132力国、500万人）

　　から組織される連合体で、海運、水産、港湾、

　　陸運、航空などの労組を傘下に治めている。ITF

　　の定めるBenchmarkを満足しない船舶に対し

　　ては、荷役のボイコット等を行うことで知られ

　　るD
＊2）IMEC：The　Intemadonal　Maritime　Employers’

　　Committee
　　・欧州を中心に34の船主、船舶管理会社が加盟し、

　　40力国、4万人を超える船員を雇用しているD

　　フィリピン、インドおよび東欧諸国の海員組合

　　との問で、賃金を含む労働協約交渉を行ってお

　　り、昨年は皿Fとの間でFOC船に乗組むAB
　　船員のBenchmarkに関する交渉を行った。

せんぎょうF8δ200エ§13
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　　　　海運政策をめぐる様々な問題につき議論

　　　　一〇ECD海運委員会の模様

　OECD加盟国の海運当局者によって構成さ

れる題記委員会が、2001年1月24－25日の両日、

パリのOECD本部で開催された。当協会から

は、鈴木修国際幹事長（商船三井定外部専任部

長兼計画室長）と園田裕一国際企画室長がオブ

ザーバーとして出席した。

　主なテーマは、海運助成措置とサブスタンダ

ード船対策の2点であった。

　このうち助成措置については、コンサルタン

トが作成した各国の税制措置と船員配乗要件に

関する比較分析について検討し、分析手法の不

明点につき今後確認を求めることとした。また、

OECD各国が行っている海運助成措置の現状

につき、全般的な洗い出しを行うことが決定さ

れた。

　サブスタンダード船対策については、かねて

より経済的側面からの検討を行っており、今回

は、各関係者に対する一層の規制強化の必要性

に関するコンサルタント文書を検討した。今後

は、OECDのWebサイトで同文書を公開し、

関係者の意見を求めていくこととした。

　なお、これまで約3年間同委員会の議長を努

めた国土交通省海事局園田良一氏（現労政課長）

は、今回をもって退任し、新議長には米国海事

局（MARAD）のブルース・カールトン次長が選

出された。

　また、同委員会に引き続き25－26日には貨物

運送責任制度に関するワークショップが開催さ

れ、ヘーグ／ヴィスビー・ルールやハンブルグ

・ルールなど、複数の国際ルールが存在してい

る現状について民間の専門家を交えての意見交

換を行い、席上提起されたさまざまな意見を．

CMI（万国海法会）に送付することとした。

内外情報

1
1…暮らしを海と世界に結ぶみなとビジョン・国と

1…地域のパートナーシップによるみなとづくり

　　　「新世紀港湾ビジョン」とりまとめ一
輩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　2000年12月、運輸省港湾局は「新世紀港湾ビ

ジョンー暮らしと海を世界に結ぶみなとビジョ

ン」を発表した。新世紀に求められるわが国港

湾の役割と具体的方策のあり方をテーマに2000

年5月目ら月1回のペースで「新世紀港湾ビジ

ョン懇談会」にて議論されてきたもので、検討

結果は改正港湾法の基本方針に盛り込まれる等、

今後の港湾長期政策にも適宜反映されていくと

している。

　既存の港湾政策ビジョンとしては1995年6月

にまとめられた「大交流時代を支える港湾」が

あるが、新世紀を目前に控え、経済、社会のグ

ローバル化、資源、環境の有限性認識の高まり

等我が国を取りまく大きな構造変化が進行して

いること、また、港湾行政における国の役割の

明確化、港湾相互間の広域的な連携の確保に対
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みなとの変化を促す新世紀の潮流

①グローバリゼーションとIT化が促すみな

　との高機能化
②新しし、胎と新技術が求めるみなとの成長

③環境と市民が望む海とみなととの新しい関

　係の構築

④人口減少社会が迫るみなとつくDの変革

〈目標〉

ビジョン実現への取り組み方針

一国と地域のパートナーシッブー

①全国的・広域的観点からのみなとの機能分担

　とみなと間連携の促進

②地域の主体的取り組みによるまぢづくりと一

　体となったみなとつくDの促進
③多様な主体の参加と浬携を促進する施策展開

④ストックの活用による効果的な施策展開

⑤計画・事業・管理等のシステムの再構築
⑥技術開発の推進によるみなとの新しい可能．1生

　の開拓
⑦ビジョンの深化と充実

〔

「暮らしを海と世界に結ぶみなとビジョン」の構成

1　’　・

ネットワーク化されたみなとに向けた港湾物流体系の再構築

ロジスティクス革命に応えるITを活かした海上ハイウェイネットワークの形成

①国際・国内輸送を一体化するネットワークの形成

②長距離基幹航略のゲートワェイとなる中枢・中核国際港湾の

総合的な機能の向上

③地域とアジアを結ぶ基幹ラインの形成

暮らしと海の安全を支える港湾の拠点機能の強化

①響らしを支える産業・エネルギー港湾の拠点機能の強化

②海が地域を支える遠隔地港湾の拠点機能の強化

③海上交通の安全確保と危機管理への取D組みの強化

地域と市民のみなとに向けた港湾空間の再編成・創造

多様な産業の展開と効率的な物流を導く

地域活性化に向けた港湾空間の再編成・創造

①ロジスティクスの高度化に応える物流産業空間

②都市の魅力を高める国際‘集客産業空間

③文化・癒し．健康・観光等暮らしに豊かさを与える産榮空間

④資源循環等環境調相を目指した産業空間
⑤海洋資源や地域資源を活かした産業・＝〔ネルギー空間

環境・文化・安全・安心を提供するまちづくりの

一環としての港湾空間の再編成・創造

地域の特性に応じた港湾

空間の再編成・創造

①市民が集うシビルポート

②海洋文化を胃む美しい港湾

③良好な沿岸域環境の継承
④安全・費心な暮らしを支える緊急輸送・防災空間

ビ
ジ
ョ
ン
の
実
現
に
向
け
た
計
画
・
事
業

管
理
等
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築

①大都市圏の暮らし充実に向けた広域

連携を基軸とする沿岸域の利用と保全

②地方都市圏の個．1生的発展を支える港

湾空間の創造と臨海工業地帯の再生

③小野湾地域の活性化に向け荒浩湾空

間の多角的利用

国と地域のパートナーシップ強化の

ための新しいシステムの構築

①国と地翻目互の計画の連携と謳整のシステム

②地域の主体的取り組みの強化と迅速

　化を図るための施策展開

③効果的な投資と先導力プロジェクト

　の展開

多様な主体の参加と連携を促進する

ための施策展開

①塙報の公開・発信と集積

②人材．の育成と体制の整備

③多様な主体との責任ある協力関係の

　構築

増醒するストックの活用と更新のた

めの施策展開

①効果的なストックの活用と更新

②碁幹的なストックの維持更新と管理

　体制の再構築

II

海を活かす次世代港湾の構想

’■

海路を活かした次世代の交通を担う港湾の構想

①インテリジェント・ポート②フレキシブル・ポート

③ストームフリー・ポート　④インダストリー・ハブポート

⑤アジアン・ポート⑥スーパーシップ・マザーポート

⑦アクアシティ・ポート　⑥シーウォーカー・ポート

海の資質を活かした次世代の暮らしや産業が筥まれる港湾の構想

①ストラクチャー・フリーポート⑨ネイチャーリバイバル・ポート

③ピーリング・ポート　④モバイル・ポート

⑤アーバンリノベーション・ポート⑥オーシャンリソースベースポート

⑦グローバルインダストリー・ポート

構想の深化と実現へのアプローチ

@①将来ビジョンの共有と構想の深化

@②実験的・亜点的取D組み
へ次
ﾌ世
A代
v港
?p
P実
`現

構想の実現を促す技術開発への取D組み

c桐想実現のファーストスカンプと蔓盈避幹的｝　①港湾における八イクオリァィ・ロソスァィク

@②船にとって頁の母港となる港湾の形成
@③海と暮らしを融合させる港湾の形成
@④自然にやさしい港湾の形成
@⑤浮体の多目的利用に対応する港湾の形成

ｪ一廉難罐解離潔1雛の
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する取り組み、港湾に関する環境施策の充実等

を主たる内容とする港湾法の改正が今国会で成

立をみたところであることから、新世紀におけ

る我が国の経済社会の姿を展望しつつ、超長期

的視点を含め新世紀に展開すべき港湾政策全般

の方向（ビジョン〉について検討したものであ

る。基本目標に「暮らしを海と世界に結ぶみな

と」を掲げて市民生活を強調、港湾物流に関わ

る具体的目標として、①ロジスティックス革命

に応える皿を活かした海上ハイウェイネット

ワークの形成、②暮らしと海の安全を支える港

湾の拠点活動の強化、③多様な産業の展開と効

率的な物流を導く地域活性化に向けた港湾空間

の再編成・創造、などを掲げた。［資料1参照］

　なお、既報（本誌平成12年9月号P．13参照〉

の通り、「新世紀港湾ビジョン懇談会」の下部

組織として①次世代港湾分野検討委員会（次世

代型港湾のイメージの構築とその形成方策）②

交通・輸送分野検討委員会（海の利用を推進す

る港湾の交通・輸送機能の再構築方策）③地域

・環境分野検討委員会（港の特性に応じた港湾

空間の再編方策）④計画・事業システム分野検

討委員会（新しい計画・事業システムのあり方）

という4つの分野別委員会が設置され、そこで

の議論を基に議論が進められてきた経緯がある。　一

　また、全国の港湾管理者、地方自治体などの

関係者と意見交換するための地方懇談会も開催

されてきた。

【資料2】　新世紀港湾ビジョン懇談会名簿

　　　　　　　　　　　　　◎座長○座長代理
　家田　　仁　東京大学大学院工学系研究科

　　　　　　社会基盤工学専攻教授

　稲村　　肇　東北大学大学院情報科学研究科教授

　梅澤　忠雄　東京大学大学院工学系研究科

　　　　　　社会基盤工学専攻客員教授

　大井　紀子　日本テレビ放送網㈱

　　　　　　コンデンス事業局プロデューサー

　川勝　平太　国際日本文化研究センター教授

　草柳　文恵　テレビ・ラジオキャスター
　マリ・クリスティーヌ　異文化コミュニケーター

○黒田　勝彦　神戸大学大学院自然科学研究科教授

　今野　修平　大阪産業大学経済学部教授

　澤田　正彦　日本政策投資銀行地域企画部審議役

　塩畑英成㈱日通総合研究所取締役
　多賀谷一照　千葉大学法経学部総合政策学科教授

北
中
端
林

　
岡

東
盛

◎森地

矢田　俊文

吉野源太郎

渡井　康之

渡辺　貴介

．徹東洋大学経済学部国際経済学科教授

信行　国立民族学博物館教授

　正　㈹経済団体連合会

　　　環境・国土本部本部長

恵子　東海大学短期大学部助教授

　通　大阪大学大学院

　　　工学研究科環境工学専攻教授

　茂　東京大学大学院工学系研究科

　　　社会基盤工学専攻教授
　　　九州大学副学長・経済学部教授

　　　日本経済新聞社論説委員

　　　㈱三菱総合研究所産業政策部部長

　　　東京工業大学大学院

　　　情報理工学研究科教授

【資料3】懇談会の検討経緯

平成12年5月1Q日

　第1回新世紀港湾ビジョン懇談会

　　○懇談会の趣旨、進め方について

　　　　6月6目
　第2回新世紀港湾ビジョン懇談会

　　○有識者ヒアリング

　　　意見発表者：清水市長

　　　　㈱日本港運協会・NPQ法入多摩川センター

　　　　7月7日
　第3回新世紀港湾ビジョン懇談会

　　○有識者ヒアリング

　　　意見発表者：科学技術庁科学技術政策研究所

　　　　㈱日本船主協会・㈹日本環境教育フォーラム

　　　　8月1日
　第4回新世紀港湾ビジョン懇談会

　　○有識者ヒアリング

　　　意見発表者二港湾技術研究所

　　　　㈹日本荷主協会・働港湾空間高度化センター

　　　　9月11日

　第5回新世紀港湾ビジョン懇談会

　　○地方懇談会、市民アンケートの結果報告

　　○分野別検討委員会の検討状況報告

　　　　lG月3日
　第6回新世紀港湾ビジョン懇談会

　　○とりまとめ方針案について

　　　　11月7日
　第7回新世紀港湾ビジョン懇談会

　　○とりまとめ骨子案について

　　　　工2月6日

　第8回新世紀港湾ビジョン懇談会

　　○とりまとめ案について

16§｝せんきょうFの2001



寄稿

新世紀へのブレイクスルー
華…響灘

懸悪

一日本とシンガポールの新時代における連携のための経済協定について一

日本郵船

経営企画グループ長

井口寿人

　日本・シンガポール新時代経済連携協定（1』e

Japan－Singapore　Economic　Partnership　Agree－

ment＝JSEPA）の締結に向けて両国間の交渉が

1月に始まった。この協定は実現すれば日本に

とって初めて二国間自由貿易協定（FrA）であ

り、政府としてもWTO体制を補完する今後の

二国間協定のモデルケースとするべく意欲的に

取り組んでいる。産業界も概ねこの動きには賛

同しており、著者が参加した㈱経済団体連合会、

自由化タスクフォースも今回の協定交渉で取り

組むべき課題について提言を取りまとめている。

　ここでは、日本と世界の貿易協定の歴史を整

理しつつ、JSEPAが海運業に与える影響につい

て考えてみたい。

貿易協定の歴史

　第二次世界大戦前、報復関税の相次ぐ引き上

げが一つの原因となって世界経済の停滞が起き

たことへの反省から戦後1948年にG笛（関税

貿易一般協定）が誕生し、以降「自由・多角・無

差別」の原則のもと8回にわたる一般関税交渉、

ラウンド交渉が行われた。1986年から1994年ま

で行われた8回目の交渉～GAH’ウルグアイラ

ウンドの終了にあたって、合意された諸協定を

実施・運営・管理をする国際機関としてWTO

（世界貿易機関）が設立され、それまでG萬丁

の担っていた機能がWTOに引き継がれた。

WTO四切ではWTQの任務、組織、地位など

が規定され、閣僚会議を少なくとも2年に1度

は開催することや、物品・サービス・知的財産

権等の貿易に関連する理事会、各種委員会を設

けることがうたわれている。海運業に関連する

ものとしては、wro協定附属書の項目として

G1鵬（サービスの貿易に関する一般協定）が

ある。現在では139の国と地域がWTOに加盟

しており、近々加盟が予定されている中国を始

め、加盟国はこれからも増える予定である。

　マルチからバイへ

　WTQ体制下では自由・多角・無差別の原則

の下、世界全体の立場から多角・包括的な自由

化交渉が行われてきた。この多国間主義

（Multi－lateralism）は一定の成果をあげてきた

ものの、近年では各国の意見の調整が困難を極

め、合意に時間がかかりすぎる弊害が目立って

きている。実際、1999年シアトルで行われた第

3回WTO閣僚会議はアンチダンピング措置の

乱用防止などをめぐって各国間調整が難航し会

議は決裂しており、また1996年のG蝿にお

ける海運分野の交渉も複含一貫輸送の取扱いで

米国と意見の一致が出来ず、結果として何一つ

合意が出来ていない状況となっている。

†ナA」テ宰ようFクゐ2θ07蝕17



　殊に米国は国益への配慮から、交渉において、

しばしば硬直的な態度をとりWTOの多角的貿

易自由化交渉に後ろ向きとなっていた。しかし

グローバル化が急速に進む中では、より即効性、

実効性のある自由化の取組みが求められる。そ

こで、多角的交渉の硬直的事態を打開する方策

として利害対立の少ない部分を優先して自由化

を実現する方法が模索され、二策問主義（Bl－

lateralism）に基づく自由貿易協定（FrA）や地

域経済協定（RrA）が各国の問で締結されはじ

めたのである。二区間・地域．協定の多くはWTO

ルールの範囲内で締結されており、協定の

WTOへの通報もルール化されている。少数国

問RfAによる経済のブロック化を懸念する意

見はあるものの、WTOもバイラテラルなFTA

あるいは㎜が一足飛には難しい世界的自由

協定への取組みを補完するものであるとの考え

方を支持している。現在ではWTO加盟国の9

割以上が何らかの二国聞・地域協定を締結して

おり、WTOに通報されているだけで120以上

もの協定が存在するに至っている。盟Aの代

表的なものとしては欧州連合（EU）、北米自由

貿易協定（NAFrA）、南米南部共同市場（MER，

COSUR）、アセアン自由貿易地域（AFEA）など

の自由貿易圏があり、二国間FEAとしては第

一号の米・イスラエルをはじめ豪州・ニュージ

ーランド、現在交渉中の韓国・チリなどがある。

　日本の方針転換

　従来の日本の政策は、農業分野などで国内意

見調整に問題を残しながらも、大方針はWTO

体制のもと世界レベルの多角的交渉を優先する

というもので、その意味で日本はWTOの優等

生的存在であった。しかし前述の二国間・地域

的FrAが興隆する中で、気がつけば主要国中

FrAを締結していないのは日本、韓国、中国、

【図1】　世界の主な自由貿易協定
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台湾など非常に限られた国・地域のみ、という

状況になっていた。国内の識者からも「グロー

バル化の中で一国の経済は小さすぎるが、世界

経済は一体化するには大きすぎる。数力国とい

う経済統合の単位が重要になってくる」などの

意見が相次ぎ、交渉再開の目処が立たない

WTO新ラウンドに代わる自由化への取組みと

してFTAが注目されるようになったのである。

　日本・シンガポールFTA

　前置きが長くなったが、日本・シンガポール

FTAである。世界からの孤立化を危惧する日本

にとって、1999年にシンガポールのゴー・チョ

クトン首相から小渕首相になされた二国間

FTA検討の提案は渡りに船であった。日本に

とってシンガポールとはどのような国であろう

か。ASEAN諸国の中で在留邦人が最も多く（約

2，4万人）、貿易相手先として輸出7位・輸入15

位、直接投資では対外5位・対内11位と、深い

関係がある。国民一人当たりGNPが日本5位

に対して6位という類似性があり、なにより日

本にとってセンシティブな農業分野での競合が

少ないため、包括的自由化合意への障害が小さ

いという交渉上の利点が見込まれる。また、日

本と対照的な民族・言語・宗教の多様性があり、

世界でもトップレベルの先進性（国の競争力調

査では日本が劣後）を持つ「存在感のある小国」

であることも初の㎜を締結する相手国とし

て十分魅力的である。早速、政府の要請により

両国の産・官・学の代表25名からなる共同検討

会（日本・シンガポール共同検討会合）が結成

された。経団連でも自由化タスク・フォースに

より産業界の立場での検討が行われ、その提言

内容も共同検討会合の議論に反映されている。

【図2】　日本をめぐるF丁A締結の動き

繭国四締結交渉へ
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最終的に検討会合報告書は2000年9月に政府に

上申されたが、今年の交渉はこの報告書の内容

に沿って行われ、年末までの協定締結を目指す

こととなってている。

　日・シ新時代経済連携協定（JSEPA）

　共同検討会合報告書では二国間・地域経済協

定が増加している現状を踏まえつつ、日本・シ

ンガポール共にWTOの多角的貿易体制を重視

していること、および両国が持つ共通の課題・

目標を確認した上で、今回の協定で合意すべき

内容を示している。ここで注目すべき点は従来

の「自由貿易」協定ではなく「新時代経済連携」

協定と名付けられたことに要約されている。関

税引下げ・撤廃が中心の伝統的な自由貿易協定

から、一歩踏み込んだ新しい時代の包括的経済

連携の協定であるとの意味が込められているの

である。IT革命とグローバリゼーションの中

でコスト低減によりヒト・モノ・カネ・情報の

自由な交流を実現する。また、継続的な協定の

廿A、ラキ士「　配〃Aワρ！｝7臨1q



見直しと改善によって環境変化にスピーディー

に対応できる体制を作る。これらが世界から様

々な投資を呼び込むダイナミズムを産み、両国

の競争力の維持向上と同時にWTO多角的貿易

体制の強化にも貢献する。このように財・サー

ビスに留まらない入や情報まで含めた経済活動

全般にわたる連携を強化する協定が、次代のモ

デルともなるべき「新時代経済連携協定」の目

指すものなのである。交渉対象となる具体的内

容は［資料］のとおりであるが、東京の銀座と

シンガポールのオーチャードストリートの姉妹

提携検討なども提案されている。

　外航海運への影響

　次にJSEPA締結によるビジネス環境への影

響はあくまで交渉で決まる内容次第だが、外航

海運業に関わるものについて見てみたい。

　早くから国際競争にさらされてきた外航海運

業界においては国際ルールが概ね確立しており、

日・シとも海運政策の方針は「海運自由の原則」

に則っている。そのため現状でも日・シ両国海

渾業の自由化は非常に進んでいるといえる。

　JSEPAにおけるサービス分野交渉はG1鵬

での交渉経緯を踏まえることとなっているが、

1996年GA聡海運分野交渉の際に日本船主協

会が国内船社に行ったヒアリングではシンガポ

ール側障壁として次のような問題が指摘された。

　①海運補助業務（カーゴハンドリング・タ

　　グボートなど）への参入規制

　②海運補助業務参入における一部国（韓国

　　・中国・ベトナム）に対する優先的措置の

　　保留

　③政府調達貨物の自国回船社優先など

　これらのうち、自由化障壁としての度合いが
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比較的高いものは②一部国優先であるが、これ

を除くと両国の方針に大きな隔たりは無い。ち

なみに、日本は純粋な内航海運（カボタージュ）

を交渉対象から除外することを主張しており、

GA玲でも主要な国々から一定の理解を得てい

る。海運分野の自由化障壁はシンガポール同様

日本側にも存在するが、日・シ双方の柔軟な交

渉をもってすれば決して超えられない壁ではな

さそうだ。現状の自由化度合いを考えあわせる

と、海運分野に対する固有の影響は最小限に留

まるものと思われる。

　ここではむしろ包括的な経済連携による人材

・投資交流の活発化がもたらす分野横断的な効

果に注目するべきであろう。金融や情報・通信

分野での自由化や技能の相互認証（一方の国の

資格などを相手国でも同様に認めること）など

が進めば、日・シ各々の持つ得意分野を活かし

たダイナミックな経済発展が期待できる。シン

ガポールが有する工T利用・法制度活用の先進

性はコンテナ取扱量世界第2位を誇るPSAの

運営に現れているし、日本が貿易立国としての

豊富なビジネスノウハウを持っていることは日

本商船隊が世界の総海上輸送の14％を担ってい

る事実からも明らかである。これらが有機的に

連携してシナジー効果が発揮されれば日・シ双

方の海運業にとって大きな利益となるはずだ。

IT活用に関して言えば、電子貿易文書交換シス

テム（ETDES＞の創設なども交渉対象になって

おり貿易手続の簡素化が交易の拡大をもたらす

ことも期待される。

　JSEPA交渉ではこのような分野横断的な効

果の大きい金融、情報・通信、専門サービスな

ど先進的成長分野の自由化に力点を置くことが

既に合意されている。



　日本への期待

　貿易自由化が、旧時代の政治・軍事力に代わ

る平和・繁栄実現の新しい枠組みであることは

今や論をまたない。財・サービスの交易に支え

られた世界的連携はこれからも益々強化される

であろう。世界の均衡ある発展のために海運の

果たす役割も大きい。

　日本経済はバブル崩壊後「失われた10年」の

後遺症に苦しんでいるが、世界経済の重要な一

角を占めていることは今でも変わりはない。世

界の国々は日本が国内の問題を早期に解決し、

本来の底力を発揮して世界に貢献することを期

待している。今回交渉が開始されたシンガポー

ルを始めとして、複数の国々からFLA・RrA

締結の打診があることもその証左だ。真に開か

れた国として他の国々と連携を深め、世界の貿

易体制の中で求められる役割を担うことが、新

世紀日本が歩むべき道であり、わが国にとって

最初の二国問協定となるJSEPAが、それに向け

たブレイクスルーとなることを期待したい。

【資料】　日本・シンガポール経済連携の内容

（1）　自由化・円滑化

　（A）関税1関税の自由化の検討。

　　　WTOルールを考慮しつつ、特定品目のセンシティビティに対応。

　（B）原産地規則：必要性に合意。

　　　第三国からの迂回貿易を防止するための原産地規則策定。

　（c＞．貿易関連手続：税関手続きの簡素化・効率化、貿易手続きの電子化の検討等。

　㈲　相互承認：相互承認協定（MRA）の検討。

　（E）サービスニサービスの自由化を協定に盛り込むことを支持。

　　　WTOルールへの整合性確保のため幅広い分野を対象とすることに合意。

　的　投資：他国のモデルとなる模範的な投資ルールの策定に合意。

　（G）人の移動：専門家の移動及び熟練労働者の雇用及び訓練の円滑化の重要性を認識。

　㈱　競争政策；必要性について合意。

　　　反競争的行為に対処するための競争政策の枠組みを構築する。

　その他、非関税措置、アンチダンピング・セーフガード、知的財産、政府調達等についての取組。

（2）二国間協力

　（A＞金融サービス：規制監督、資本市場の連携、第三国への技術協力等における協調について議論。

　　これらの分野について通貨・金融当局間の議論が有意義であることに合意。

　（B＞情報通信サービス：以下の分野の取り組みを進めることを勧告。

　　・個人データ・プライバシー保護に関する協力

　　・電子商取引関連法制

　　・情報通信分野での競争確保のための規制協力

　　・電子政府　等

　◎　科学技術：生命科学及び環境技術の分野での連携の可能性を検討することに合意。（情報交換、

　　共同研究等）

　（D）貿易・投資促進：JETROとシンガポール貿易開発庁による、貿易・投資ミッションやビジネ

　　スセミナーの共同開催、データベース共有等の協力の検討に合意。
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　（E）ワーキング・ホリデー：ワーキング・ホリデーの検討に合意。

　㈹　姉妹提携1銀座とオーチャード通りとの姉妹提携の可能性の検討。

　その他、中小企業、人材養成、メディア・放送、観光、運輸等についての取組。

（3）協議と紛争解決

　（A）両国間の緊密な協調を確保するため、定期的・多頻度に協議を開催。

　（B）また、同協議では、両国の事業環境を改善させるための措置をお互いに懲1濠。

　（c）両国間の紛争解決手続の策定。

　（D）裁判外紛争処理メカニズムの利用促進について合意。

海洋環境シンポジウムの開催について

　当協会では地球環境・海洋環境保護対策を重

要な課題と捉え、環境ハンドブックの制作や環

境憲章の策定など積極的な対応を進めておりま

すが、昨年度に引き続き海洋環境の重要性の理

解の訴求と人類と海洋の共存に向けた世論育成

を目的に、広く一般の方々から600名を無料招

待し、「海洋環境シンポジウム～人類と海洋の

共生にむけて～」を以下の通り開催することと

いたしました。

　同シンポジウムにおいて、大勢の来場者と活

発な議論の展開が期待されております。

　　日　時　平成13年3月2日曝14．00開演

　　　　場：イイノホール（千代田区内幸町）

　　内　容　第1部

　　　　　　記念講演会

　　　　　　　テーマ「マゼラン海峡への旅」

　　　　　　　出　演一

　　　　　　　　講　　　師　　椎名　　誠

　　　　　　　　　　　　　（作　　　　家）

　　　　　　第2部

　　　　　　パ不ルディスカッション

　　　　　　　テーマ「海を科学する」

　　　　　　　出演一コーディネーター石

　　　　　　　　　　パネリスト　　須賀

　　　　　　　　　　　　　　　　　立松

　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺

O海洋環境シンポヨウムa

　　　弘之（東京大学大学院教授）

　　　潮美（水中リポーター）

　　　和平（作　　　　　　家）

　　　信介（愛媛大学教授）

風呂田利夫（東邦大学教授）
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各種調査・報告書欄
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ll・、当協会会員会社の1999年度－’l

ll　　設備資　陥入状況 貯・

　当協会では、毎年会員会社の設備資金（船舶

関係〉借入状況を調査しているが、1999年度の

借入状況についても会員全113社（2000年1D月

現在）を調査対象とし、該当船舶を有するとの

回答があった会社53社について集計を行った。

【表1】合　　計

　合計（表1）をみると、1999年度末借入残高

は、前年度に比べ3．2％減の4，359億円となって

いる。このうち政府系金融機関は2，739億円（対

前年比4．6％減）であり、市中金融機閃等は1，620

億円（同0．7％減）となっている。借入先の構成

（単位1千円）

借入金1998年度末1999年度1999年度1999年度末借入残高対前年比借人残高構成比（％）

借入先借入残高新規借入額返　済　額借入残高増減額
増減率（％）1998年度末1999年度末

政日本政策投資銀行273，016，50828，276，45839β59，652261，433，314△11，583，／94△　4．260．660．0

府中小企業金融公庫160，900
o

19，100141，8DO△　　19，1DO△11．9o．oO．0

金商　　工　　中　　金3，830，276533，10G732，3853，630，9訊△　199，2S5△　5，2D．9o．8

融
機

そ　　　の　　　他1q145，502
01，424，45881721，044△／，424，458△14．02．32．O

関計287，153，18628，809，55842．0351595273，927，玉49△13，226，037△　4，663．862．8

長期信用銀行
45β76，5588，231，6229，621，04443，987，136△／，389，422△　3．上10．110．1

日本興業銀行27β27，4196，770，20ア6，487，54627，610，D80282，6611．06．16．3

市新　生　銀　行17，036，2751，461，4152，931，08615，566，6D4△1，469，671△　8，63．83．6

日本債権信用銀行1，012，864o
202，412810，452△　202，412△20．00．20．2

中
都　市　銀　行62β14，68519，986，96914，905，85767，395，7975，08Ll128．213．815．5

金地　方　銀　行1，890，3405qOOO388，5201，551，820△　338．52Q△17．9Q．4Q．4

融信　託　銀　行22，362，5051，832，2434，458，93919，735，8D9△2，626，696△ll．ア5．04．5

生　　命　　保　　険19，466，3875β27，93921303，50222．990β243，524，43718．14．35．3

機
損　害　保　険398，00D

0
118，000280，000△　118，000△29．60．10．1

関外　　国　資　本
o00oo“0．00．0

造　船　所　延　払
Qoooo

ゴG．GG．o
等

そ　　　の　　　他11，395，926196，4495，549，4726，042，903△5，353，023△47．02．51．4

計163，204，40136，125，22237β45，33416L984，289△L220，112△　0．736．237．2

合　　　　　計亟50，35ア15S76瓜934，78079β80，929435，911，438△14，446，149△　3．2100．0100．0

全体に占める割合（％）10α010α0100．O100．0一一一一

（注）1．調査対象l13社のうち，該当船舶を有する報告会礼53社の集計である。

　　2．四捨五入の関係で末尾が溢噛合わないところがある，

　　3．△印は減少を示す。
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は、日本政策投資銀行からの借入が全体の60．0

％を占め、次いで都市銀行および新生銀行（旧

長期信用銀行）3行からの借入がそれぞれ全体

の25．6％となっている。

【表2】　日本政策投資銀行融資船（外航）

　次に、外航船への日本政策投資銀行融資（表

2）を見ると、1999年度末借入残高は、前年度

末に比べ9．0％減の2，798億円であり、借入金全

体に占める割合は64．2％と依然高いものとなつ

（単位：千円）

借入金1998年度末1999年度王999年度1999年度末借入残高目前年比借入残高構成比（％）

借入先借入残高新規借入額返　済　額借入残高増減額
増減率（％）1998年度末1999年度末

政日本政策投資銀行221，555，52119，472，75036，763，5722Q4，264，699△17，290，822△　7，872．173．0

府中小企業金融公庫
0o00o

一0．00．0

金商　　工　　中　　金oooo0
πo．oo．D

融
機そ　　　の　　　他

0000o
一0．O0．0

関計221，555，52119，472，75036，763，572204，264，699△17，290，822△　7．872．173．0

長期信用銀行
31，652，8424，341，4066，630，94729，363，301△2，289，541△　7，210．310．5

日本興業銀行17，253，9272，998，0254，128，64016，123，312△1，130，615△　6．65．65．8

市新　生　銀　行13，386，0511β43，3812，299，895工2，429，537△　　956，514△　7．工4．44．4

中日本債権信用銀行1，012，864o
202，412810，452△　202，412△20．00．30．3

都　市　銀　行31．963β314，053，0736，437，01129，579，393△2βS3，938△　7．510．410．6

金
地　方　銀　行11，19002，5208，670△　　　2，520△22．50．O0．0

融信　託　銀　行11，187，7761，466，6692，649，64810，004，797△1，182，979△10．63．63．6

生　命　保　険5β40，0000
901，0004，939，000△　901，000△15．41．91．8

機
損　害　保　険

0o000
胃0．O0．0

闘外　　国　資　本
000o0

一0．O0．0

造　船　所　延　払
00o00

一o．o0．0
等

そ　　　の　　　他5，23L780
o

3，624，5801，607，200△3，624，580△69．31．70．6

計85，886，9199β61，14820，245，70675，502，361△10β84，558△12．127．927．0

合　　　　計307，442，44D29，333，89857．00912ア8279，767，060△27，675，380△　9．o100．O100．0

全体に占める割合（％）68．345．271．8642一一一幽

【表3】　日本政策投資銀行融資船（外航）以外の新造船（単位＝千円）

借入金1998年度末1999年度1999年度1999年度末借入残高対前年比借入残高構成比（％）

借入先借入残高新規借入額返　済　額借入残高増減額
増減率（％）1998年度末1999年度末

政日本政策投資銀行48．999β078，433，7082，065，20055β67，8156，368，50813．038．138．4

府中小企業金融公庫
000o0

一0．O0．0

金商　　工　　中　　金3，830，276533，100732β853，630，991△　199，285△　5，23．02．5

融
機

そ　　　の　　　他10，145，50201，424，4588，721，D44△1，424，458△14．07．96．0

関計62，975，0858，966，8084，222，04367，719，8504，744，7657．548．947．0

長期信用銀行
13，239，4363，890，2162，712，817工4，416，8351ほ77，3998．910．310．0

日本興業銀行9，853，8223，772，1822」39，23611，486，7681，632，94615．57．7＆0

市新　生　銀　行3β85，614118，134573，5812，930，067△　　455，547△13．52．62．0

日本債権信用銀行
0o000｝0．0O．0

中
都　市　銀　行27，350，65815β72，4967，705，38235，017，7727，667，11428．021．324．3

金地　　方　　銀　　行1，897，15050，00D386，GOO1，543，150△　336，00D△17．91．51．1

融信　託　銀　行11，015，019265，574L706，2819，574，312△1，440，7Q7△13．18．66．6

生　命　保　険8，175，5375，477，439770，822工2，882，1544，706，61757．66．48．9
機

損　害　保　険398，000
0

118，000280，000△　118，DOO△29．60．30．2

関外　国　資　本
00Go0

ゴ0．0α0

造　船　所　延　払
0Do0o一0．0O．0

等
そ　　　の　　　他3，654，9307G，OOO926，2902，798，640△　856，290△23．42．81．9

計65，712，ア3025，125，72514，325，59276，512，86310βOOJ3316．451．153．O

合　　　　　計128，687，S1534，092，533IS，547，635144，232，71315．544β9812．1100．0lOO．0

全体に占める割合（％）28．652．523．433．15，845，88915．4曜一
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ている。

　また、上記以外の新造船融資（表3）を見る

と、1999年度末借入残高は前年度に比べ12．1％

増の1，442億円となっており、改装・買船等、そ

【表4】その他（改装・買船）

の他融資（表4）の1999年度末借入残高は、前

年度に比べ16．3％減の119億円となっている。

〔単位：千円）

借入金1998年度末1999年度1999年度1999年度末借入残高対前年比借入残高構成比（％）

借入先借入残高新規借入額返済　額借入残高増減額
増減率（％）1998年度末1999年度宋

政日本政策投資銀行2，461，680370，0001，030，8801，800，800△　660β80△26．817．315．1

府中小企業金融公庫16G，9GO
G19，1GG14L800△　　19，1GO一玉．1L2

金商　　工　　中　　金00o00
一0．00．0

融
機

そ　　　の　　　他
o0000

一0．0G．0

関計2，622，580370，0DO1，049，980L942，600△　679，980△25．918．416β

長期信用銀行484，280
0

277，280207，000△　277，280△57．33．41．7

日本興業銀行219，670
o

219，670
o

△　219，67D△100．0L5o．o

市新　生　銀　行264，610
0

57，610207，000△　　　57，610
△2L8

1．91．7

日本債権信用銀行
o00．00

曜0．OO．0
中

都　　市　　銀　　行3，00D，696561，400763，4642，798，632△　202，064△　6．721．123．5

金地　方　銀　行
00o00

一O．GO．0

融信　　託　　銀　　行159，710100，000103，010156，700△　　　3，010△　1．91．11．3

生　命　保　険5，450，850350，59G63L6805，169，67G△　281，180△　5．233．343．4
機損　　害　　保　　険

00000
”0．0o．o

関外　　国　　資　　本
00000

一0．0D．o

等造　船　所　延　払
00000

国0．O0．O

そ　　　の　　　他2，509，216126，449998，6021，637，0δ3△　872，153△34．817．613．7

計11，604，752L138，3492，774，0369，969，065△1，635，687△14．181．683．7

合　　　　　計14．227β321，508，3493．824101611，911，665△2，315，667△16．3100．0loo．o

全体に占める割合（％）3．22．34．82．70
幽一■
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第107回米国議会における海運関連

法案の行方

　第107回米国議会（2001年、2002年）において

も数多くの海運関連法案が提出されると予想さ

れるが、米国海運業界にとって主要な問題につ

いては、次のような観測が支配的のようである、

1，新規運航補助制度の更新

　現行の新規運航補助制度（Maritime　Securlty

Program＝MSP）は、国家安全保障の観点から

軍事的有用性のある近代的で効率的な外航商船

を平時と有事の両方において維持する目的の下、

MSP対象船となる見返りに他国籍船より割高

である米国籍船の運航コストを部分的に相殺す

る補助金を提供するものである。この制度は、

2005年に期隈切れであるが、近時、国防総省が

独自の貨物輸送船隊を拡充したので、同制度の

更新について説得力がなくなっている。米国籍

船を対象にしたMSPの更新に対する支持もAPL、

域kes、　Sea－Land、　Crowley　American　Trallsport、

Farrelの米国船社が外国船社に売却されてしま

ったことにより弱まってしまった。現行のMSP

補助金の2／3は外国船社のために船舶を運航

している米国船社に支給されている。この補助

金の最大の受益者は米国の海員組合であり、同

組合はMSPが2005年に期限切れとなっても

MSPの代替としての新制度が導入されるもの

と考えているようである。こうした、MSPに

取って代る制度案の提出に向けた活動が今年始

まると見られる。

2．海運税制改革

　かつて、米国の会社は自社所有の外国籍の海

運会社が得た収入が本国（米国）に送金される

まで、その収入に対する税金は繰り延べ払いが

可能であったが、1986年の租税改革法（Tax　Re－

form　Act）施行により繰り延べ払いが禁止され

たため、外国籍の海運会社を所有する米国の会

社は悪戦苦闘してきた。

　米国はかって世界船隊の25％以上の船腹量を

保有していたが、今では5％に落ち込んでしま

った。米国海運会社が所有する外国籍の会社か

らの海運産業の税収は1975年以前の年間9000万

ドル（現在の価値で2億5000万ドル）から1999

年には5000万ドルに落ちてしまった。もし議会

が米国の所有する外国籍の会社からの収入につ

いて税金の繰り延べ払いを認めていたならば、

APLは逆にNOLを買収していたかもしれない。

ブッシュ新大統領が減税を経済戦略の最重要課

題にすると約束しているので、米国の海運産業

は、長い間求めてきた税法の改正実現を主張し
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ていくことが予測される。

　米国海運会社が望む税制については、①特別

償却制度が挙げられ、船主が船舶を建造した場

合、その当該年度に船価の100％を償却可能を

認めること。②現行法では、米国同船の船主が

所有船の保守、修繕を海外の造船所で行った場

合、一定額の課徴金を政府に納入しなければな

らないが、この課徴金をCCF基金（Capital　Con－

struction　Fund＝資本形成基金：1970年商船法

に基づき創設された。この制度はピ定額の積立

金について連邦税支払いの繰り延べを認める事

により、船舶の建造、取得、修理を行うための

資本を蓄積する上で船舶運航者を助成する制度

である。）に積立て、将来の新規建造への充当

を認めること。③米国籍船に乗船中の米国人船

員の所得に対する課税方法については、海外に

ある米国の会社に勤務する米国人給与所得者と

同一の扱いである一定の年収までの所得は免税

とする特別措置を適用すること等である。

3．ジョーンズ法の改正

　1990年代、共和党員で元FMC委員のロブ・

クオーテル氏はユ920年ジョーンズ法（1920年米

国商船法（The　Merchant　Madne　Act　of　l920）二

国内の2地点間の貨物輸送を行う船舶は「米国

建造」、「米国人船員配乗」、「米国人所有」との

要件を定めたもの。）の廃止または修正を試み

たが、海員組合、造船所、国防関係者、議会の

反対に会い、成功しなかった。クオーテル氏は

現在、Freight　desk．colnの社長をしており、運

輸問題担当としてブッシュ政権移行チームの一

員に指名されている。しかしながら、同氏の往

年のジョーンズ法改革運動が復活するようなこ

とはない模様である。

4．独禁法適用除外制度の廃止問題

　前下院ハイド司法委員長が船社問協定に対す

る独占禁止法適用除外の廃止を求める法案を再

度提出することが予想されるが、誰もこのよう

な法案が議会を通過するとは考えていないし、

ブッシュ新政権が現行制度の変更を押し進める

ようなことはない模様である。

5．港湾維持税の代案

　ブッシュ新政権が大幅な減税策を打ち出して

おり、今年中に減税法案が議会を通過し、この

法案が現行の港湾維持税（Harbor　Maintenance

Tax：HMT）を廃止する手段となる可能性があ

る。港湾維持税が廃止されても　（輸出貨物に対

する税は既に廃止）、その財源が、直ちに国庫か

ら補われるという方向に行くかどうかは、政権

が変わった直後でもあり予断を許さないところ

である。一方、昨年までに港湾維持税の代案と

なるはずであった商船から料金を徴収する港湾

サービス使用料（Harbor　Services　User　Fee）案

（本誌平成11年5月号P．2参照）が再度浮上し

てくるかどうか不明であるが、可能性は非常に

少ないようである。

（北米地区事務局ワシントン連絡員　平山　修）
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渥詮護：輔を命じました。

　　　　　　　　　セ
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日本郵船船長（在ロンドン）清水

眼葛溜驚購読製磨寵課贅
　を生涯の使命として生まれてきた船でした。私は

　既にこの年より5年前の陸上勤務中に船長の辞

　令を会社よりもらっていて、「なんで船長で乗せてく

　れないんだろう」と心中穏やかではありませんでし

　た。永い陸上勤務中のブランクがあったにせよ、

　「航海の天才」を自負している私としては早く船長

　として乗船したくてたまりませんでした。

　　乗船のためにくだんの日本海側の火力発電所

　（岸壁はその前にある）へ赴いたときは辺り一面白量

　々たる雪でシベリアからの季節風が吹き募って、港

　外まで帰ってきた本船は強風とうねりのため入港

　できず、私は2日間雪深い町のホテルで待機した

　のでした。「まあ、いいか」という感じで。

　　乗船した本船の船長は大先輩のH船長。山と

お酒に目がなく、山の初心者である私とはよくお話

をして頂き、金魚の糞よろしく私はH船長の後に従

い、船長としての仕事の見習いをさせて貰いまし

た。丁度ジェット機でパイロット副操縦士に試しに

離着陸をさせるようにH船長は私にアンカーの打

ち方やパイロットの拾い方、それに伴うエンジンの

使い方などを実際にやらせてくれました。これがど

んなにその後の船長としての私の糧となったことか。

「H式操船術」を体得？した私は既に船長の気分

でした。しかし、乗船前に配乗担当者からは「本船

では一口で」ということを聞いていたので、「次の船

からか」と観念していました。

　ブリッジ後ろにあるテレックスが本店からのメッ

セージを打ち始めました。なんと、それは船長交代

を命じる「交代電報」でした。電文を目を凝らして

よく読むと「H船長は揚地である火力発電所の岸

壁で下船し、私が繰り上がって船長職をとれ」と書

いてありました。季節も巡って雪国にも遅い初夏が

訪れたので航海の難易度も低くなり、会社もひとつ

私に船長をやらせてみようと考えたのでしょうか。兎

も角、私は「よし、やろう」と勇んだのでした。
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σ．‘
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　無事に火力発電所の岸壁に到着し、H船長は

未練を残しつつ本船を後にしました。

　旨い酒、魚、人情豊かな雪国の町に思いを残し

ての下船であったと思います。

　新船長となった私の周囲は「鉄壁のサポート」で

守られていました。

本船では

0機関長1若いが有能。特にSMS（セイフティマネ

ージメントシステム）に詳しい。英語のカラオケが得

意。一儀海後にベテランのK機関長と交代。

K一等航海士：私の後任Dベテラン。石炭荷役の

プロ。英語のカラオケができる。

1一等機関士：ベテラン。カラオケ「月月火水木金

金」が得意。

T通信長：超ベテラン。本船の顧問的存在。カラオ

ケもシブイ。

T司厨長・N司厨長：旨い日本食を作ってくれま

した。カラオケも上手い。

フィリピンクリュー：仕事はまあまあ。カラオケはスゴ

イ。

火力発電所の岸壁では

Sバースマスター（調査役）：先輩船長（我が社よ

り出向）。面倒をよく見てもらいました。

代理店責任者A氏：我が社出身、苦労人で木目

細かい世話を厭わずやる。船長は大助かり。

　他にも本船の荷役を担当する会社に我が社甲

板部出身の監督が数名おり、揚荷役は元より、本

船の係船索の調整にも気を配ってくれました。

パイコットK船長：我が社の先輩船長で長崎の出

　　　　　　一一｝．『
嵐一一・・

X一．紙
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荊
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火力発電所内の理髪店Kさん：理知的美人の理　　L．羽

髪師さん。毎航、入．港口に散髪をしてもらうのが楽

であり、旨い魚が食べられる雪国の町は永い航海

解き放った本船はKパイロットの響導のもと透き通

峡へ向首しました。私はというと、取り敢えずビビル

船長の仕事にもある程度慣れ、多少の困難もあっ

した。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ
　　　　　　　　　　　　　　　＿．＿蛮



2000年6月30日現在の日本籍外航船舶の船腹量について

　当’協会は、毎年6月30日現在の日本国籍を有する100総トン以上の鋼船（漁船および雑船を除

く）の実態調査を行っているが、2000年度における日本籍外航船舶の船腹量（2，000総トン以上）

について、表の通り、取りまとめた。

　隻数ベースでみると、99年度には154隻あったものが、20GO年度においては134隻で、20隻の減

少となり、G／Tベースでは前年比1，184，762G／T減（同11．6％減）、D／Wベースでは同2，287，978

D／W減（同13．8％減）となった。

　船種別で見るとG／r、D／Wベース共、油送船の減少が最も著しく、それぞれ前年比973，944

G／T減（同20．3％減）、同1，747，567D／W減（同20．7％減）で、減少船腹量全体に占める減少量

はG〆Tベースで82．2％、D／Wベースで約76．3％となっている。

　他の船種についても、押並べて減少傾向を見せている一方で、LNG船においては、前年比2

隻増加し、G／Tベースで同222，292G㍑、　D／Wベースで同144，680D／Wの増加となった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

2，000総トン以上の外航船

船　　　種　　　別1元年2㎜年増減

隻数総トン重量トン臨隻数総トン
　　　構成比
d量トン　〔D／W

@　　ベース）

平均

D齢隻数総トン
　　　構成比
d量トン　　（D／W

@　　ベース）
〔D油　　　送　　　船

41
4．809β108，444，21210、3　333，835，3666．696β4546．59．7一8　－97ヨ．944一1フ47．567　－20．7

②鉱／油虫用船
000o

③鉱／撒／油兼用船
o00D

㈲鉱　石　専　用　船
8

8B4，2］21，732，24112．1　7787，0291，535．1501D，6］2．2一1　－97，183一197．091　一］1．4

㈲鉱／炭兼用船
6

533，3291．0502649．36
533，3291．050．264　7．2

10
o　　　　oD　　　O

（6〕鉱／撒兼用船
7

550，7281，072，91010．16
51G，5651，007．203　　710．3一］　一40，163一65，707　－6．1

〔7＞石　炭　専　用　船／5821，2641，385，6556．8147アD，3591．298．434　　9
7

一1　－50．905一87、221一6．3

（3｝ニッケル専用船
0000

⑨ボーキサイト専用船
o000

㈲撒　　　積　　　船
3

76，172129，451
12

4g，183827ア00．54
一1　－26、989一46，681一35．1

㈹穀物　専　用　船
Qoo

㈲木　材　専　用　船
00o0

㈹チップ専用船
00o0

㈹自動車／撒兼用船
0000

！

㈹自動車専用船
19

423，33027Bβ5513．516
381，351235，097i．6i3、5レ3一4L9ア9一43．258一15、5

⑯鋼　材　専　用　船
0000

＠セメント専用船
D0o0

㈲コークス専用船
D0o0

㈹石灰石専用船
o00o

⑳土　砂　運　搬　船
o00D

㈲冷凍・冷蔵運搬船
1
156，27760，6605．3842，80445，396D．36．6一3一13．4フ3一15．264一25．2

圏化　学　薬　品　船
0o0D

岡L　P　G　船
5

221，648249β339、1　5221，648249，3331．79．6
o0

0　　　0

㈲L　N　　G　船
、92．OB、　B41，325，100ヲ．92、2，254，1351，469，7aG10．27．62222292144、6BO　、O．9

㈲フルコンテナ船
18790，915789、93711．6

16
712，508717，5844．9］2一2一78、4D7一72．353　－9．2

㈲一　般　貨　物　胎
2

84，011157．516E．3

㈲旅　　　客　　　胎
00o0

㈹フ　　エ　　リ　一
0o00

㈲その他特殊胎
0000

不　　　　　　明
0o00

合　　　　　　計154］1，283，D3916．675，634　　9．6　　13410，D98．2刀14，387，656100
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今回、登場して頂くのは　　悔．

　　　　　国際エネルギー輸送（繍、長・船舶部主席海務監督

　　　　　＝キース・ジョ｛ンぎライトボディさん

（55歳）です。

1，所属部署の業務は主にどの

　ようなものなのでしょうか？

　Iam　the　company’s　adviso「
fDr　en「iohing　the　internatlonal
eonfidence　in闘lnternational　En－
ergy　Transpo「ゼ（IET），　and　my

Iob　description　encompasses
all　aspects　of　Ship　Manage・
ment　aboard　our　fleet　of　man・
aged　ve＄sels，　with　special　em－

Phasis　on　safety　and　auditing，
lam　also　re＄ponslble　fDr　up－
dating，　and　imProving　the　com－

Panies　safety　management
sy＄tems．
　This　year　l　start　a　new　Pro－

iect　of　unlfylng　the　companle＄
SMS　with　our　sister　ship　maD－
agernent　comPa［y　in　Singa－

pore、

　　3．御社の自慢といえば？

　　　lam　proUd　to　be　part　of　a

　　＄hip　management　team　that
　　is　highly　respeoted　by　oll　ma－

　　lors，　and　has　had　the　fore－
t　　＄ight　to　realise　that　for　sur一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ 　　vlval　in　thi＄　very　oomPetltlve

～business　they　must　broaden
　　thelr　outlook，　by　taking　on　an

　　inte「natiOnaUmage、　fOCUSing
　　on　quality，　and　cost　Gontrol．

　　4．今後チャレンジしてみたい

　　　仕事について教えて下さい。

　　　My　lmmediate　ch臼Ilenges
　　are　to　assist　IET　ln　broaden－

　　ing　the｛r　horizOnS，　imprOve

　　＄afety　on　board，　and　com一
ミpiete　the　unificatlon　Process

　　3uccessful［y，　albwlng　me　to
　　progress　ln　this　field．

2．これまでの会社生活の中で

一番の思い出といえば…？

　Being　the　orUy　European　ln

the　office　my　best　memory
was　the　day　l　realised　that
despite　my　different　culture，　l

had　been　accepted　by　rny
wo「k　oolleagues，　and　my
views　and　knowledge　had
been　recognised　at　a　com－

pany　meeting．

国際エネルギー輸送㈱の事業概要

　原油、メタノール、LPGなど各種タンカーの

船舶管理に特化している。

　特化・専門化した高品質の船舶管理技術を世界

的に競争力あるコストで提供している。
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1　中央省庁の再編で運輸省、建設省、国土

／庁、北海道開発庁の四省庁が統合し、国土

6の総合的な整備や交通政策の推進を目指す

日
　新しい中央官庁、国土交通省が発足した。

　海事政策分野では、海上交通局と海上技術

　安全局が統合し、海事局となることで海運

　　・造船・船員の各分野が関連する横断的な政

　策課題を一元的に推進していくこととなる。

10　国土交通省は・2000年の新造船建造許可

日実績をまとめた。それによると331隻、1159

　　万2千総トンで、前年にくらべ55隻増加、

　　総トン数で19．5％増となった。

15　国土交通省の「リサイクル輸送システム

日の開発構築に関する調査樵倭員会」（委

　　員長：長峰太郎　流通経済大学教授）は内

　　航船による家電リサイクル品の輸送実証実

　　験を開始した。今回の調査は、家電リサイ

　　クル物流で、指定取引先場所からリサイク

　　ル工場間の輸送をトラックから海上輸送に

　　促すもので、運送コストや安全性などのデ

　　ータを収集した。

15　国土交通省海事局船員部は・ブイリピン

日・マニラで日本人船長磯関長2名配乗の

32㊥せんきょうFeわ20θ三

　国際船舶に乗り込む外国人船員の第四回承

　認試験を1月15～19日に実施した。

17　日本船舶輸出組合は・2000年1月から12

日月の網船受注実績を発表した。それ1は

　ると同実績は301隻、1456万1千総トンで、

　前年同期に比べ64隻増加、総トン数は67％

　増加した。

23　国土交通省航空局は・第3回首都圏第3

日空港調査検討会（座長沖村英夫武蔵工業

　大学）を開催し、羽田空港に4本目の滑走

　路を建設する羽田拡張案を明らかにした。

　　同会合に特別メンバーとして参加した当協

　　会生田会長は、空港整備の前提条件として

　　船舶航行安全の確保が不可欠であるとの見

　　解を示した。

　　（P．2シッビングフラッシュ参照）

24　当協会は・「日本船主協会環境憲章」を決

日定した。

　　（P．7シッビングフラッシュ）

26　経済協力開発機構（OECD）は・1月24～

日26日にかけて海運委員会（MTC）と貨物責

　　任制度に関するワークショップを開催した。

　　（P．14海運ニュース国際会議レポート参

　　照）

29　国土交通省は・「今後の港湾の管理運営の

日あり方に関する検討会（第2回）」を開催し、

　　公社方式の課題や問題点を中心に議論を交

　　した。

29　92年国際油濁補償基金第5回臨時総会隔

日が、1月29～30日にロンドンで開催された。

　　欧州油濁補償基金（COPE　Fund）に関する

　　欧州委員会の提案について概要説明が行わ

　　れ、3月開催のW．Gにおいて現行補償体

　　制の見通しについて検討することが確認さ

　　れた。



　　　1月の定例理事会の模様

　（1月24日、日本船主協会役員会議室にて開催）

　　　　　　　会員異動

○退　会

　平成12年11月30日過

　　平和汽船株式会社（京浜地区所属）

　平成13年1月24日現在の会員数1ユ2社

　（京浜地区73社、阪神34社、九州5社）

　　　総務委員会関係報告事項

1．当協会におけるIT化推進について

2．平成ユ3年度海運講習会の開催について

　当協会では、広報活動の一環として昭和32年

より会員会社の陸上新入社員を対象に、社会人

としての門出を祝すとともに、海運人として必

要な心構えを育成する目的で海運講習会を実施

している。

　先に行った調査の結果、19社より総合職63名、

一般職9名、合計72名の受講予定者があり、昨

年同様、本年度も総合職と一般職合同で、来る

3月26日㈲、海運ビル2階大ホールにおいて開

催することとし、講師および演題については次

の通りとしている。

　なお、咋年同様、本年度も受講料として、当

協会会員は参加一人につき1，000円を、また、会

員以外については従来通り3，000円を、各参加

会社毎に徴収することとしている。

〔海運講習会の予定〕

日時：3月26日（月）09：00～15：40

場所：海運ビル2階

　一次第概要一（敬称略）

　　挨　　　拶

　　　日本船主協会会長　生田　正治

　　激励の言葉

　　　東京大学大学院教授　石　　弘之

　　9章　　　　　　’｛
　　粥　　　　演

　　　平野≠ルシ二六．条　ジョージフィールズ

　　日本海運の現状と将来

　　　目欝舟蟻協鯉誓嚴保英
　　社会人としての心構え

　　　写で『ス迄忍多上　三木　尚子

　　船長雑感

　　　夢㌍麹鯵讐灘石田隆丸

　　　政策委員会関係報告事項

工．平成13年度海運関係税制改正および予算に

　ついて

　（本誌平成13年1月号P．2シッピングフラッ

　シュ参照）

2，国際船舶制度のその後の動きについて

3，マリタイムジャパン研究会にについて

4．ASFシッビング・エコノミックス・レビ

　ュー・コミッティ（旧トレード安定化委員会）

　第8回中間会合の開催について

　題記委員会（委員長は生田正治当協会会長）

は、これまでに7回の中問会合を毎年開催して

いるが、その第8回会合を2001年2月19日にイ
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ンドネシァ・バリで開催することとなった。同

会合では、世界経済の現状や今：後の見通し、定

期船／不定期船／タンカートレードの状況などに

ついて率直かつ建設的な意見交換を予定してい

る。

　　海務部委員会関係報告事項

　　　（港湾物流委員会合同）

1．首都圏第三空港問題について

　（P．2シッビングフラッシュ参照）

労務委員会関係報告事項

1．ASF船員委員会の模様について

　（本誌平成12年12月号P．16参照）

2，ILO最低賃金問題（ILO　JMCへの対’応）に

　ついて

　（P．11海運ニュース国際会議レポート参照）

3．船員職業紹介等研究会の模様について

4．IMOホワイトリストの公表について

　（本誌平成13年1月号P．11参照）

5．船員保険をめぐる状況について

　（本誌平成13年1月号P．14参照）

近海内航部会関係報告事項

1．近海内航に関連する最近の問題について

　1月12日に開催された当部会において、平成

13年度海運関係税制改正・予算、首都圏第3空

港問題、船卸環境憲章、海洋環境シンポジウム、

近海内航関連の調査等について検討を行った。

　平成13年度海運関係税制については、大蔵省

は船舶の特別償却制度、特定資産の買換特例（圧

縮記帳制度）を廃止するとの、極めて厳しい内

容の整理案を示したが、巻き返しの要望を強力

に行い、内航関連では、船舶の特別償却制度に

関し内航二重構造タンカーの償却率が／％減

（19％→18％）となったものの、特定資産の買

34§せんぎょうF帥2001

換特例（圧縮記帳制度）が現行通り延長される

など、概ね現状制度が維持された。また、海運

関係予算は、内航海運暫定措置事業に係る運輸

施設整備事業団の借入金に対する政府保証枠に

ついて前年度と同額の210億円が認められた等

報告があった。

　首都圏第3空港問題については、当協会が昨

年12月に運輸省（現国土交通省）関係局長およ

び海上保安庁長官に対し、新滑走路の候補地の

選定にあたっては船舶航行の安全の確保を大前

提として適切に対応願いたい旨の要望を行った

こと、また、内航総連も同様の要望を提出する

予定であることを踏まえ、部会としても本問題

の重要性を認識し、海運業．界として、まとまっ

て対応していくことを確認した。

　船協環境憲章については、環境対策特別幹事

会にて決定された憲章案について検討を行うと

ともに、海洋環境シンポジウムについては、パ

ネリスト等シンポジウム内容につき検討を行っ

た。

　近海内航船社を対象とし．、現下の経営環境や

各社の抱える問題点、船協の活動に期待するこ

と等について面談方式による調査を第三者機関

に委託し、今後の近海内航部会の活動に資する

ことにした。

環境対策特別委員会関係報告事項

1，環境憲章について

　（P．7シッビングフラッシュ参照）

2．海洋環境シンポジウムの開催について

　（P．22囲み記事参照）

3．環境対策特別委員会の今後の活動内容につ

　いて

外航労務部会関係報告事項

1．部会について



　　　国際会議の予定（3月）

IMO第44回設計設備小委員会（DE44）

　3月5～9日　1コンドン

IntemaUonal　Ballast　Water　Treatment　Sympo－

sium＆WorkshoP

　3月26～30日　　ロンドン
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o
1996　〔年｝　　　　　　1997　　　　　　　　　19舗　　　　　　　　　「的9　　　　　　　　㎜　　　　　　　　　即01

1996〔準）　　　　　　　】997　　　　　　　　999B　　　　　　　　　1的9　　　　　　　　2㎜　　　　　　　　　2001

4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシヤ湾／日本 ペルシャ湾／欧米

月次
1999 2000 2001 1999 2000 200／

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

67．50　60．75
V2．50　59．50
V0．00　51．00
S5．00　35．00
S2．50　37．75
U2．50　45．00

@　38．00
S0．QQ　36，00
T2．50　45．75
T4．50　48．OG
T2．00　44．00
T6，GO　47．50

65．00　48．00
U5．00　54，00
W2．50　62．00
X5．00　78．00

P11．25　93．75
P12．50　96．50

P12．5Q　98．00

P52、5QU2、5Q
P50．OO　128．00

P65．00113．50
P77．50　164．50

P60．◎G140．OG

118．00　80．00 62．50　51．00
U5．Dσ　50．OD

U2．50　42．50
S0．00　33．50
S7．5σ　33．5Q

T5．OO　37．50

S5．OO　36．75
S5．QO　36．OO
T2，50　43．00
T3．75　45．OO
S5，00　40．00
S6．25　4Q．GG

50．00　40．00

T5．00　45．OO
V0．00　55．00
W5．00　64．00
X2．00　75．00
X5．00　80．00

P00．00　82．50
P2Q．OQ　gQ．00
P32．5Q　105．00
P30．QQ　IG5．00

P75，00125．00
P42．50　125．00

100，50　82．5Q

（注）①日本郵船調査グループ資料による。 ②単位はワールドスケールレート・ ③いずれも20万DバV以上の船舶によ

るもの。　④グラフの値はいずれも最高値。

5，穀物（ガルフ／日本 ・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）　　　　　　　　　　　　　（単位：ドル）

ガルフ／日本 北米西岸／日当 ガルフ／西欧

月次
2000 2001 2000 2001 2000 2001

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
　
7
8
9
1
0
1
1
1
2

22．50　2よ，25

Q2．50　20．00

Q2．GO　2LOG
Q2．75　22．00
Q3．35　21，85
@　23．00

@　　Q4．25　23、45
Q5．75　24，50
Q5．25　24，50
Q5．25　22、85
Q2．50　20．85

22．50　21．5Q 　　＝

@　＝

@　＝

@　一P6．13　／5．75

@　＝

@　＝

一
13．2Q　11．50
P1．50　11．IQ
@　13．2G
@　12．50
@　15．69
@　15．68

@　16．00
@　16．OD
@　16．80
P4．50　14．40
P9．00　13．25
P2．60　12．25

　

（注〕①a本郵船調査グループ資料による。 ②いずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの。

③グラフの値はいずれも最高値。
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　　石炭いンブトンローズ／日本）・鉄鉱石〔ッバロン／日本・ッバロン／西欧1
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6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧） （単イ立　 ドル）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ッバロン〆日本（鉄鉱石） ッバロン／西欧（鉄鉱石）

月次 2000 2000 2000

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

一 『 』 一 6．25　　6．00 8．45　　7．20
2

11．00 一 7．85　　5．00
3

一 11．75 8．20
4

一 一 8．05　　7．25
5

一 一 7．50　　6．90
6

一 11．50 7．60　　6．70

7
一 一 8．42　　7．20

8
一 一 8．7Q　　7．20

9
一 一 8．55　　7．13

10
一 一 8．20　　8．00

11
一 一 9．65　　8．25

12
『 一 一

（注）①日本郵船調査グループ資料による。　②いずれも8万D〆w以上15万D〆W未満の船舶によるもの。
　　　③グラフの値はいずれも最高値。

（

7．タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 数

月次 1998 1999 2000

VLCC 中型 小型 H・D H・C
VLCC

中型 小型 H・D H・C VLCC 中型 小型 H・D H・C
1

55．3 110．4 150．3 140．7 175．0 53．5 91．2 116．8 150．0 王98．9 48．0 92．8 126．2 145．9 148．4
2

54．6 104．8 142．1 工54．5 171．4 58．7 95．8 138．0 161．2 165．7 53．3 107．8 ／41．1 154．3 169．9
3

68．6 96．7 132．9 146．5 175．5 62．2 92．1 113．8 164．3 159．3 58．3 1／5．7 163．7 167．3 189．4
4

72．4 106．1 145．7 16σ．6 161．9 48．8 93．9 136．7 167．5 144．2 69．6 134．9 195．7 185．6 工96．8
5

70．3 9！．8 122．1 156．6 155．1 37．8 88．13 128．2 176．6 158．3 81．4 126．9 177．4 187．0 205．3
6

75．2 98．2 119．8 170．8 152．O 40．7 85．8 12！．4 209．9 157．3 95．8 135．6 174．1 194．3 2工0．O

7
ア4．2 1Q4．8 136．3 167．4 160．9 49．4 75．7 124．0 196．3 164．5 100．9 153．1 244．9 261．3 215．1

8
75．3 99．6 129．2 168．0 159．7 42．3 74．3 112．9 160．0 159．1 105．5 196．5 265．5 243．4 233．9

9
60．3 88．9 120．2 165．4 152．3 41．3 73．3 108．1 162．1 147．9 128．6 1go．9 269．2 229．5 254．6

10
47．2 79．2 107．2 158．3 151．3 4．了．0 71．3 109．8 153．6 151．3 136．2 165．1 194．1 217．3 264．9

11
54．0 82．4 117．0 146．7 160．9 49．5 82．5 110．9 141．7 150．1 134．3 204．7 267．0 240．9 257．8

12
48．6 88．2 119．8 133．3 182．3 44．8 91．2 lQ6．3 146．9 144．1

平均 63．ol 95．9 128．5 155．7 163．1 48．oI 84．60 118．9 王65．8 158．4
1

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル

　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年ll月に合併）②タンカー運賃はワールドスケールレート。③タンカー運賃

　　　指数の5区分については、以下のとおり　④VLCC：15万トン以上　◎中型：7万～15万トン　◎小型；3万～7万
　　　トン　㊧H・D＝ハンディ・ダーティ；3万5000トン未満　器H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。
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1995軍｝ 1995
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8．貨物船用船料指数

月次　　　　　　貨物舟

1
2
3
4
5
6

　7
　8
　9
　10
　工1

／2

平均
（注）

1995

234．．0

227．0
229．0
243．0
245．0
239．0

230．0
2工8．0

220．0
221．0
198．0

209．o

～26．1

1996

207．0
202．O
192．0
．ユ92．0

196．0

195．0

合

1997

209．0

197．0
199．0
ユ97．（）

190．O
184．0

！998

航海用笥

．186，G　183．0
189．0　　　196，ひ

186．0　　　ユ90．D

176．0　　　191，0

188．0　　　189．0

21工．O　　　I86．0

エ93，3　　　192、6

　　含

1998

189．O
玉86．O

I71．0

173．o
ユ73．D

175．O

ヨ999

料指数

167．0

165．O
ユ64．o

．L65．0

170．0

168．0

172．1

ε聯
。

35D　日QO

細

250

細

喧σ

鋤

娚

呪・・！一、

職

1999

／66．0

／70．0

／69．0

エ72．0

ユ73，0

176．0

179，0

178，0
185．θ

185．O
195．O

192．O

／78．3

100

20DD

190．D

191．D
190．0

191．0

193．0

202．0

202．0
203．0

206．0
207．0
206．0

2DO

o

199δ【年1 鵬997

貨物船
　墨

ユ995

358、0
358、0
366、0

377．0
4G2．0
390．〔）

426．0
391．0
364，σ

355．σ

34．4．2

374，7

375．5

！

’

、
～

向
、

4　
’

　
、

、
、

　　

@か

η
夘

　
！

、，
’

貨物翔

樵
撫
撫

339．0

289．0
293．0
294．0
323．0
323．0

334．．9

1998

合定
1997

347．0
332．0
341．0
354．0
3喚2．0

3a6．　o

338．0
330．0

327．0
3工6．0

290．σ

294．0

328．ユ

1999

－職ミ　㌧儘

ハ㌔ハ、

20⊃0

期用船料芋
工998

277，0
254．0
260．0
262．0

262．0
292．0

嶽ζ溺と縣鷺融和1吊環四幅繍隷磁ぽ1露篇、，．、司，。

9　係船船腹量の推移

　　　　　　　　　　　　　1999

肱　貨物船　　タンカ＿
　　　蝋千Gπ千脚蝋千G〆T刊〆W

328　3，242　4，06D

317　3，094　3，830

312　3，248　4，135

306　3，321　4，275

303　3、114　3，949

328　3，503　4，535

7　　329　3，374　4，345

8　　34／　3，407　4，377

93443y　5ユ44，560
10　　355　3，544　4，576

11　　347　3，332　4，248

12　　355　3，456　4，4．49

睦）ロイズ・才ブ．

翻以上；1：1；lli鶉

1羅感泣蒸
糊嬬謝鵜1議

　　　　　　　　　　2000

　　　貨物船　　タン．カ＿
蝋チG／T刊卿勲千G／T千D／W

D
O
O
O
O
O
5

a
O
，
＆
a
L
a
5
・

26
Q1
Q0
Q2
Q3
Q3

Q4

口数
1999

23工．0

229．0
2ユ9．0

221．0

238．0
238．O

226．0
233．0
238．D
241．0

254．0
237．0

233．7

2DD］

溜

Boo

50o

輔

200

o

2000

222．0
231．0
231．0
246．0
252．0

251．0

264．0
2．67．D

271．0
290、0
278，0

・＿ユーズ・インターナショナ
　　　　　　　　　定其冒用尋跨警甘旨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001

　　　　　　　　　　　　　　貨物船　　　　　タンカー

　　　　　　　　　　　蜘千G／丁千脚勲千G肝脚

ll｛一溜2652…4…754・78・1，・，，

46　1｝エ92　2，221

46　ユ，172　2，257

4．3　　　914　1，698

42　1．ユ27　2，ユ94

1
0
0

4
4
4
44　1，140　2　201

ワ
】
0
4
4ロンドンプレス発行のロイズ・マン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スリ圃リスドオブルイド・・プベ・セル．ズによる．

865　／．，639

813　／，552

813　／，552

　　　　ド
877　／，644

779　工，471
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編．携禦難琴後脚．記

．鱒き、．．こ．野き．輝，、・．．、悼期ミ｛輝、迦野で．．．｝　”「’

　今回で編集後記は2回目となります。確か前

回は小生にとって入社29年目の初めての異動が

営業部から管理部で業態の違いによる戸惑い、

趣味でもあるゴルフでhole　in　oneがでたこと、

週末のかみさんとの散歩を日記風に書いてみま

したが……。

　ともかく異動後の！年半を振り返ってみると、

仕事に関しては自分自身の明確な考えに基づき

対応したというよりも、新会計制度導入という

強力エンジンに引っ張られて、うまく船の流れ

に乗せるべく社内・グループ間の整合性・調整

を取るのにやっきだったと云える。ゴルフはど

うも進歩がない、保険付保金額を上げたが皆様

に記念品をお配りするような機会に恵まれず

（当然のことで何度もあるはずがない）、同伴者

に喜ばれるゴルフでチョコレートばかり贈呈し

ている。散歩、これだけは変わらず週末に天気

が良ければかみさんと二人で四季の移り変わり

を楽しんでいると言うところか。

　ここ半年ばかりの小生の新たな変化と言えば：

　新会計制度導入による決算も何とか軌道にの

り、昨年秋以降の久方ぶりに船社に訪れたタン

カー・不定期船の好況・円安の助けを借り、何

とか確固たる見通しを得るべく社内・グループ

の舵取りを考える時間を与えられたと思ってい

る。最近それは幸運な二度目のhole　in　oneを

したような気持ちになっているが、とは云え営

40⑱せんぎょうF助2001

業を始めとして全社的な理解・強力なくしては

このhole　in　oneをスコアカードに記載出来な

いので、チョコレートですむなら何枚でも差し

上げたいと思っている。まあ少しずつ管理部門

の水に馴れて来たとも云えるかな？

．週末に”おおこれはいいな”とはまり込んで

いるのが近隣にある健康温泉巡り、と言っても

自宅から車で30分以内に4ヶ所ある擬似温泉で

す（その内2ヶ所は冷泉を沸かしているようで

す一柏にもあるのです）。手軽に草津・箱根etc

が楽しめます。特にはまり込んでいるのが薬草

湯で38度位の低温でゆっくり何度も入るのです。

効能は何々と書かれていますが何よりも気分転

換には最高です。些か年寄りくさいと思われる

かも知れませんが、見ていると若い人にも人気

があるようです。是非皆様も如何ですか。

　最後に3回目の編集後記を書くことになるか

な？　その時に備えて時々は備忘録のページを

書き足すことにしょうと思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　飯野海運

　　　　　　　　　　総務・企画グループリーダー

　　　　　　　　　　　　　　　　　愛葉光彦
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日本船主協会環境憲章

環境理念
日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立

ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底すると

ともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があら

ゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、

環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に

寄与することに努めます。

行動指針
日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策

の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援

します。

　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1
，
　　　による一層の環境保全

　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航
2．

　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進

　　　省エネルギー・輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に
3．

　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理

　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船
4．
　　　舶リサイクルの促進

5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練

　　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な
6．

　　　体制の維持・整備促進

　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への
7．

　　　意識向上と環境保全への日常的取り組みの強化

　　　環境対策に関わる内外関係機関等との連携の強化および
8．

　　　内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恕
　　．、．．T．．．．．．．．．．．．｝一．．．．一．．…．．　　　　　　　，｝ヒボ・磁経：だ

　　　　　　　　　　　　　　　　．．．一．．．．一．．一．．．一一一．．．一．一．一．．謹∵一．一．．騰

ぎ雛．㌦

　．〆／璽・、　　毫

　　　　’璽瞭

D
＼
L



平成B年2月20日発行　毎月1回20日発行　No．487　昭和47年3月8日第3種郵便物認可器眺A慰S．＼cen町　　　　　　　　　　　　　　　　　熱　．　　．、．．ぎ　　え．：．　　z：：．／」．．L一一．．／r∠．．漏．＿一．．　　　／．＝／：．　　／　　　2001船協月報　　　2FEBRUARYE巻頭言0ヒューマンエラーへの対応日本船主協会常任理事第一中央汽船取締役社長　稲田正三シッビングフラッシュ�A東京湾のシーレーンの安全確保は絶対条件一首都圏第3空港問題について一一層の環境対策を推進一環境憲章について一海運ニュース0　国際会議レポート01．海技免状の不正取得の調査報告　一IMO第32回訓練当直基準小委員会（32S丁W）の模様一2，2005年に統合ILO海事条約採択へ　一ILO最低賃金の改定など［LO第29回合同海事委員会（JMC）の模様について一3，海運政策をめぐる様々な問題につき議論　一〇ECD海運委員会の模様一　内外情報�M1．暮らしを海と世界に結ぶみなとビジョン・国と　地域のパートナーシップによるみなとづくり　一「新世紀港湾ビジョン」とりまとめ一寄稿�P新世紀へのブレイクスルー一日本とシンガポールの新時代における連撲のための経済協定について一日本郵船経営企画グループ長　井口寿人各種調査・報告書欄��当協会会員会社の1999年度設備資金借入状況Washington便り��潮風満帆��恵まれた船出日本郵船船長（在ロンドン）清水昇メンバー訪ねある記��海運日誌��【1月】船協だより�炎C運統計��編集後記��囲み記事海洋環境シンポジウムの開催について＠2000年6月30日現在の日本籍外航船舶の船腹量について��平成12年度海運関係叙勲・褒章受章祝賀パーティーの開催��、（．．（．ヒコ．一マンエラーへの対応緊犠輪簾纏稲田正三　半世紀前、まだ環境問題に対する世間の関心は低かった。例えば工場の煙突や蒸気機関車はモクモクと黒煙を吐き、これが産業の活力の証の感さえあった。　この半世紀で世界の人口は24億人から60億人へと増加し、さらに産業の発展とともに人々の消費が増大し、この結果生じた廃棄物が地球の自浄能力を越える状況となってきた。オゾン層の破壊、地球温暖化による海水面の上昇等人類始まって以来の地球規模での危機が現実のものとなっており、冷戦が過去のものとなった現在、環境問題を最も重要な安全保障と捉える意見もあり、21世紀は地球規模での環境保全が人類の大命題となることは間違いない。　環境への配慮という面では、海難事故についても同様であり、メディアの発達により事故の詳細が直ちに伝播されることにより、世間の注目をあびることが多い。　特に衝突、座州座礁といった事故については、油タンカーの原油流出はもちろん、一般貨物船においても汚染物質となる燃料油の流出を伴うケースが多く、周辺地域に多大な影響を及ぼす。　こうした海難事故の7害1」以上はヒューマンエラーに起因している。乗組員の国際化が進む中で、優秀船員の供給不足による海技技術の低下が危惧されている現在、ヒューマンエラーをいかにして防止するかが大きな課題となっている。このヒューマンエラーのタイプとして、うっかりミス、記憶ミス、間違い、違反等が挙げられ　　、るが、これらは周囲の状況に左右される面もあD、事故防止策の検討においては、クルーの就労環境に焦点をあてた考察も必要である。旧運輸省船員部がまとめた汽船部門における船員の災害発生状況（平成10年度；職務上休業4日以上）を見ると、船員災害発生率は全陸上産業の3倍、建設業と比べても2倍と、高い値を示しており、就労環境、手順等に更に改善の余地があるように思える。こうしたクルーの災害事例について、各社間の情報の共有化をはかり、就労環境、手順等の整備を進めることも、海難事故防止の一助となっていくのではないか。　ヒューマンエラーをどう防ぐか、今日まで様々な方策が採られてきたが特効薬的なものはない。昨今、情報技術の発達により船舶に対する陸上からの管理が容易となってきたが、事故防止の基本はやはり現場を知ることである。船舶に対する点検を通して規則、マニュアル、機器設備、クルーの資質、作業環境等について詳細に把握し、過去の事例に照らし、ハード、ソフト両面から徹底したチェックを行い、不安な要素を確実に取り去ることで事故は大幅に減少すると確信する。繰り返し指導し、周知、徹底していく地道な対応が事故防止には最も効果的である。廿ん宍よ「夙ρゐ9ρβ7爵1ぶ奪．捌二憲：1；：ご．PPINGL　ム　S　H（、　　　　　　　　　　　一東京湾のシーレーンの安全確保は絶対条件　　　　　　一首都圏第3空港問題について一1．これまでの経緯　運輸省（現、国土交通省）は、将来、増大することが見込まれる首都圏の航空需要に対応するため、平成12年9月26日に、学識経験者や自治体関係者からなる「首都圏第3空港調査検討会」（座長1中村英夫　武蔵工業大学教授）を発足させた。　一方、定期航空協会（会長：兼子日本画空社長）は平成12年10月、羽田空港沖合いに滑走路を新たに建設する羽田空港の再拡張（案）を検討するよう運輸省に要望した。また、首都圏湾奥新空港研究会は東京湾北部湾奥に新たな海上空港を建設する構想を発表したほか、東京都も定期航空協会の提案と似た位置に海面から15メートルの高さに桟橋方式の滑走路案（図一1）を提案したことなどから、首都圏第3空港問題がにわかに活発化した。　しかしながら、これらの提案は全て東京湾に空港を整備しようとするものであり、船舶の安全航行に重大な支障を来たすことが懸念されるため、当協会は、平成12年12月26日、わが国の経済と国民生活を支える海上輸送ルートと船舶の航行安全の確保という観点から運輸省航空局長をはじめ、海上交通局長、港湾局長および海上保安庁長官に対し要望書を提出した。（本誌平成ユ3年1月号囲みP．10参照）　さらに平成13年1月23日には、国土交通省による第3回首都圏第3空港調査検討会に生田当協会会長が特別メンバーとして出席し、当協会の考え方を説明した。なお、国土交通省は、同検討会において、羽田空港における既存のB滑走路に平行の滑走路を建設する羽田拡張案（図一2）を検討に加えることにした。2．首都圏第3空港問題に関する当協会の考え方〔1）首都圏空港の重要性　　わが国が世界の主要国として、21世紀を　通じ、経済社会の安定的な発展を維持してへ、2�GせんきょうEθδ200エH　i　P　P　｝　N【図一1】羽田空港の再拡張案（東京都案）懸塾　♂！鵯i轟謬磁撫．　　＿藍箋…架．　　　　　　　一鐡鎌、羽田空港　繰’暴　　　　　　劉貌蝕韓　　　　　　豪1隊　　ろ　しい　　　　　　　　し　　蒐’�_、　　　　トハ1襲・II曇．評羽田空滝の再拓強累の構造は、水域環境への山中、小型陥陥の航行ルートの確保から．桟橋方式を考えている．　いくためには、諸外国の主要空港に引けを　　とらないような国際空港を首都圏に整備し　　ていくことが不可欠であり、また国民生活　　の基盤整備の視点からも極めて重要である。（2｝東京湾内の港湾の重要性　　東京湾は、わが国の中心である首都圏に　　おける経済活動と国民生活を支えるエネル　　ギー資源、工業原材料および生活物資等を　　運ぶ海上輸送路としての重要な役割を担っ　　ている。東京湾は外航コンテナ船の主要港　　である東京港／横浜港を有し、コンテナ船　　の入港隻数はこの2港で年閲延べ8，8QQ隻　　（このうち東京港は270万TEU）となって　　いる。また、小型船を含めた船舶の延べ人　　港隻数をみると東京、横浜、千菓、川崎の　　主要4港で年間約19万2千隻（このうち東　　京港は3万5千隻）に上り、これらの船舶　ド　　才　T口10口　匹⊃口　　　10〔nGL　A　SH【図一2】羽田空港再拡張案一B滑走路、　、0’《、A滑走路廃棄物処分目斡，　　／、　ノ　　　　コ　ノ　　　　　　　　　　、で　　　’、　　　　　！　’、　　／、　　．、・ノ、、、　、、、、〉　　B滑走路に平行愚鉢　　’やぶ　　　＼蚕風の塔　による物資の安定輸送がわが国の経済発展　と国民生活の基盤となっている。團　東京湾における船舶航行の現状　　極めて重要な海上輸送路である東京湾の　現伏は、湾内各地の埋立の進行や東京湾横　断道路の建設等により、船舶の安全航行の　面iから既にかなり狭1盆な状態にあり、その　一・例を示すと以下のとおりである。　�@船舶の交通量　　　羽円空港周辺を航過する船舶は1日当　　り1，000隻弱に上り、特に朝・夕に混雑　　のピークがある。その航跡は図一3に示　　すとおりであるが、6，000TEU積の大型　　コンテナ船から100トン未満の小型船ま　　で種々雑多な船甑が航行している。　�A停泊船　　　東京湾沖合いの通常時の錨泊船は70隻　　以上にのぼり、図一4のように広範囲の　　錨地を必要としている。また、台風の襲　　来のため多数の船舶が岸壁を離れて港外せんきょうF2δ2001�L3ぎ、＼む　　Hl　P　P　lNG1声　L　A　S　H【図一3】　航跡図（全船舶平成5年9月13日12時〜14日12時）　に避圧した時の分布状況は、一一5のと　おり湾内全体が錨地として使用されてい　る。�B船舶の通航路　　船舶は、東京湾のように水深の浅い水　域では、喫水により航行可能な場所が限　られ、特に大型船では、一見広く見える　海でも、航行可能水域は限られている。　また、大型船は、惰力が大きいため停止　するにも変針するにも広い水域を必要と　することから小型船のように自由自在に　は動けず、現状においても衝突の危険を　避けるため、極めて慎重な運航が強いら　れている。図一3の航跡図は、操縦性能　が異なる大小の多数の船舶が行き交う東　京湾の船舶航行の実態であることを認識　する必要がある。�求@これまでの提案の具体的問題点　�@羽田空港の再拡張案　a．定期航空協会および東京都案（A、C　　滑走路平行案）（図一6参照）　　イ．飛行場の中心から半径4km、高さ45　　　mに設定される水平表面および滑走路　　　の北側の（長さ3km、勾配1／50）進入表　　　面が第一航路と重なり、今後大型化が　　　見込まれる大型コンテナ船のマストが　　　これらの制限表面を超える惧れがある。　　ロ．滑走路南東沖合では、滑走路の建設　　　と南側の進入表面の影響で通航路が南　　　東側へ押し出されるため、川崎港、東　　　京湾アクアライン上の西水路および東　　　水路を航行する多数の船舶が複雑に交　　　叉することとなる。　　ハ，滑走路の建設のため、東京港第一航　　　路に入出航する船舶の水路幅が半減さ　　　れ、航行の過密化が生じるとともに、　　　滑走路至近を多くの船舶が、これに沿　　　って航行することになる。　　二．現空港南側の錨地が滑走路の建設に　　　よりなくなるため、そこに錨附してい　　　た船舶は第一航路への入出航水路を塞　　　ぐ形で錨泊する惧れがある。　b．（B滑走路平行滑走路新設案）　　イ、滑走路北東延長上への進入表面に第　　　一航路を通航する大型船のマストが突　　　出する。　　ロ，滑走路の建設のため川崎港と第一航　　　路の問を通航する多数の小型船の水路　　　が塞がれ迂回を余儀なくされる結果、　　　大小船舶の航行過密と複雑な交叉状態　　　を生じる割れがある。　　ハ．滑走路の建設と東側の進入表面のた　　　め東京灯標付近の錨地がなくなる。一一一L一一訓一一こ櫓訟一」−阻職−−−一w館謹咽謙」馳囎＝」2皿翼詫　�o憎｝認皿4§せんぎょうF肋2001日；PP…NGLASH【図一4】錨泊船の位置【図一5】平成9年台風7号来襲時東京湾内隠泊船状況　　　　　　　　若測　　↑　域　　　　　／　　　　　　　　ぼロお　　　　　　ND5♂・v、　窮一a路　　　　　　　　　、・、、　　　　　　　　　　　岡03パND4、こ　＼　　　　　　　　　�j　�_N。2　　　　0　き　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　＼　’阿・　　　　　　・1�j　　　　。　　アド　　　　　　　　　　　　ヒ　コ　し　　キ　もハロら　　　　　　　　　　　へ頭蝋燭　・．　　む　　　　　　　　　　　　　ヂ　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　箪、胎g　O　　o　　　％　　　　　　　　　．　　　o　　　　o羽田空港＼・、．　砺斗浮島　　F＞　　　！　　　イ’　　7　、！　　　’　　♂OOO00　％。0　　3ooOOOO名O8000000000QOOO．、、、O、イ、−Oρ》・イ．！　　　　　　　　　コノ　　　　　　　モ　　　　　　　　　　　　　ノ稼話・・臥工幹水町　　　　　　　　　　　！’　ヘ　　　　　　　　　　　　　ロ　、、o醐ノ・　．　　　o　　　個の塔｝o舞浜　麗ooo！oo　箔，E謎1−1書弄渇直処分む一一D三旦地一庖城　　石β匡域〔平成6年2月2呂日　24時間）　�A東京湾奥新空港構想（図一6参照）　　イ．東水路北側において東京湾へ向かう　　　大型コンテナ船は、他船との衝突の危　　　険を避ける必要から新空港南側の進入　　　表面および水平表面下に人り第一航路　　　へ向かう場合が多くあり、マストがこ　　　れらの制限表面にかかる倶れがある。　　ロ．新空港の建設のためおよび南北に設　　　定される進入表面により、船舶に必要　　　な錨泊地が減少する。　　ハ，台風が来襲し、避難勧告が出されれ　　　ば、船舶は沖合で避泊することとなる　　　が、そのための避泊地が不足する。伺　技術革新　　空港整備に当っては、今後のわが国の経　済発展や技術革新のイノベーションに伴う、　将来のさらなる船舶の大型化、輸送量の増調企時点での気象・海象（於二横浜）繰ii顎hh　　　　　　1罵緊1垂，羽田空港潔4・．・ち〜　　　　　て．、ジ　　　へ〈バ、／〉　〆＼　　く−〜r，一　　4薬ピ“、、．∴・〆・・’・’?E�j，、　　　“、東京湾アクアライン　　潔：o．　　制〆．躍孔：．聖目111111UlII一」観音崎東京湾内錨泊船隻数　　428隻東京湾海ヒ交通センター観測平成9年6月20日11時　（錨泊始は・で表示）大も念頭に入れておく必要がある。　　たとえば、コンテナ船の場合、わが国外　航コンテナサービスが開始された1960年代　後’｝三は750TEU積のコンテナ船からスター　トしたが、現在では大井埠頭に6，000TEU　積の船舶が入港している。既に8，000TEU　積のコンテナ船が就航しているとのことで　あり、さらに12，000TEU積のコンテナ船　も既に発注されている現状から、将来的に　は／5，000TEU積程度は想定しておくこと　が必要で、その大きさの比較は二一アに示　すとおりである。　　空港整備の検討に当たり、これらの要点　が盛り込まれない場合には、将来的には東　京港への大型コンテナ船の入港取り1ヒめ、　横浜港への集中等の事態が充分予想され、　さらに、それに伴うコストを誰が負担する　のか等の問題が生じる可能性がある。働　海上輸送と空港整備の両立　　首都圏空港整備に関しては、以上のようせんきょうF帥2001こ＞5・翻H「PP1NG望「L　ASH【図一6】東京港北部における羽田空港再拡張案および湾奥新空港案　　1　A　、7唱i　　　　　卜匡6刀、冊　　7A　「1躍隔　’一　　　ニう　　　ヨ　　コ　あみ1記一帯遡日塑こ糟属婿一鵬’∵b‘脅一1　　　　　　　　　事」ρ＝n　」紀のや　瑠＝P　　．」画r内ム脅し　　　　　　　　　　マ3　、、、　ピこび1攣擢，跨、　ふ調」愚　　　　東　京　都1二1…_　1三　　由哨　隔　　…ヅ・1　　　　　　≧「爪　1弓　Q嫡　　　　　　　　　1　　　　写　　帽『．＿@・．万国」　碕　＿ゲ〆べ｛　♂、、・。　　　　　　　1　→4乙…．　．プ　一Lr2，　1▼ウ：渋9　　　　’酵フ密語とう／．黛　δ、　い　／　．・・で，　　　　　　　　　執＿三態！《ど賜う・’惹，．・・，、ド　い胴突　夏琶　唾　コー「一竺翌　忌爵　　・　　　　　　・li馳1．・噛ら・1　　ii，1　．　　　　li団リ　ロヨけ　　　　　　　　　　ミ擦　　　｛iト　　　　　LL　　、「岬r安一ギ’箋、、，，，，、．、鰯・・　・・〆　　だこ　　　　目　　1　」ノ・　／　　　　　■邑’5十　〆　　　「　　東京湾奥新空港案　　　　　　　丁湘　　　毒鳩目　　　　　　船季喬市　　　　　　　、．1　絃　　　諏千　葉　県　　　　　　　　　1　∵　紬）鳥・霧　　頴　　　　　　　　　　　　　　　…’　　　　　　雌：些三り亨覧　　　　　　　　石　　L；「・レ1＾　、　1・一一　　一ギ・　ゴ“一’　　機今　　l　　　　　i弾r　　一A　　・．　　　　　　　｛　　　・’・ザ�j�d・こ’・い∴　　　・・　儲∴縁艦や．，露華野欧／鶴諒　　　．ヂーント：蓉：三；》�j∴／　　・心　　　　　　　〜ご、・r一冒一一一一一薫，琴ヨー｝；一一一＼　　　　　　　　　　1　　　　　　　　．．、1■　　＼　　　　　　　　　　i　　　．．一「‘一．　　　　　・・　り　一　　　　　、　　詳避簾灘7晒　　　　　i　　　う　　　　臣・随〜叉　．．浮島　嚇・弓　�_脚　3　　　’　苧＼　　　　　ゼ　に　　　　　　　ピコ蝿諺…@K　＝　　＝ゴ．，、、’町計『ζ−…欝醒弩・糠瓢、ギ鼠’v　l劉爆　　　　＼辱＼　、’！　‘　　，　コ　　　　　　　　　ノ　〆＿．　／’。@　／��、享　　　／．；‘｛　　／　／イ　　　　　・　　¢．．．　　r　　7．一一一k一一一4一一　1　　　　　　／’1　づ7　　鏡　這入巌面　臼　　馳　　勾画邑　1150　　　　3000m　　　　／’　　トイ、　　　　　　　　　　　　　　　　　＼　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　　＼　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’＼　，浮　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼コ　　　　　　　　　　　　　　　ナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ競・NG　　　　♂＼ミ”1響四唖ンベ．フ／・・※・嫡…騨1一一一一・　　　一『巨τ1斜＼、・梅π＝嘗ン7ズ＼・く牙翼／、δ塵．一r一�d　　L　　叛　　�C　、し「→r、監i’＼　）、、’！’／／κ〆．／　ぐ／　　／〈’　　／’　」’熔ム！’�@恒　ぬ　葉　�@〆坐　　　　mヒ　　　　　　　O11il面00ーー　　　表4　　　平袖盆’水半〆−鴻嬬三‘圃b．明“電噛’「p→一　」’一r1唖「　奇」pマ」■　．℃邑周」二【卜　　　Z7・卜U、ノ▽‘開@・匪．、／　　噛、／γ　　　・墾／ハ　　　　，・　　／二／！　　　　・�d．4〆／篠港　　　　／ぐジ〃／　　・　　�@〆／〆ズ！／’び葦＝細・v／／噸　　　　　　　　　く瀞　　　　　　　　　　　　扇’　　　　・触・・　　　、；…　　一一瓦　　　；　　’、　　　　　　　＼、一　　　�d聖一一．一一　一　　　・、　　　　　　　　　え　　　　　　　キ　　　　、さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　　　ヒ’　�C離…　　Φご　・　　　　　　　　／ニ　　　　　　　ノ／亥〆区ρ千ク蒸ζ　　　℃　　　・　　・勾灘。�d　　　　　　　　？　　　　　ヨむロ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　〈　　　、・　　　　　　　　　　　　　　　　」マ　　　　＼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　�_　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�_　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京ガス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冷す函廻上π通望’シーりπう脅曜蔓　　　　ふ瀞蕊、　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　弓　　　　屋；一製日数レ　＼　　　　’一　　　　　　　v　　　　　、　　　，，　　　　．　海ぼたる　　．　　　ノ鯨二三　−丁　　　　　　…練き芳一’　　　　　　　　争，r　　」　　，L引e覆　：　　　9　　イ＼一一媛　　＿馬1評ゴ．衡1ゼ．甲　　三山菰∵：陛ζ；撫葉’ト@トで向畜f』’一‘・・一＝一『・・τ一．馳「冗・　　　1に問題が多くあるため、従来のように空港の位置および構造を決定した後に事後的に船舶航行への影響を検討するのではなく、空港の整備計画を決定する以前に、湾内の船舶交通、港湾諸施設等への影響、解決策の有無等について徹底的に見極めた上で、具体的な空港整備の計画内容を決定して行く必要がある。購　　　　　　　一　　　■一　一一龍　　「　　　　　　−　轄襯覗研　　　6§せんぎょう勲δ200エHiPPセNGLAsH【図一7】コンテナ船の全長比較東京駅　全長320メートル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60年代後半　コンテナ輸送黎明期コンテナ船　75σTEむ積（全長約150メートル、載貨重量トン数約1万5千トン）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70年代〜　コンテナ輸送発展期コンテナ船コンテナ船3，000TEU積（全長約26σメートル、載貨重量トン数約4万トン）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　go年代〜現在6，000TEU積（全長約300メートル、載貨重量トン数約7万4．千トン）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　将来予想コンテナ船　15，000TEU積（全躍り380メートル、．載貨重量トン数推定14万トン）　また、空港整備に伴う湾内船舶交通の安全確保のための対策を講じることとなった場合には、国民経済の．ヒからも海上輸送活動の中断が許されないことを念頭に置き、3．今後の動き　国土交通省は、首都圏第3空港調査検討会において、空港候補地の提案を募集していたが、工月26日、その応募状況を図一8のとおり公表した。　これらの提案は、航空局によるヒアリング等を経て、これまでに提案された羽田空港再拡張等とともに検討され、平成　これらの対策を空港整備に先んじて完成さ　せる必要がある。計画．立案に当たっては周　到な準備が必要となることも忘れてはなら　ない。の　むすび　　海運業界としては、海上輸送および東京　湾のシーレーンの安全確保は空港整備を検　討する場合の不可欠の前提条件と考えてお　り、国民経済の上からも絶対．条件であって　交渉しうる条件ではないと考えている。ま　た、将来のイノベーションをも盛り込んで、　船型および航空．機の大型化にも対応できる　先見性のある空港整備が必要であり、この　ような視点から、空港候補地は海上にのみ　に限定するのではなく、陸上も含め広く候　補地を求め、検討すべきと考える。13年度中に空港候補地として絞り込まれる見通しである。【図一8】首都圏第三空港候補地　　　　埼玉　　　！　’＼　、　　　　　　　　ダn　　　　　　　　　「　　　、刈　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　・1�C�H�J　　成田空港　�A　　　東京　　1’＼　速京目際空港�M　千葉　＼一一一　・’〔羽田空港〕．　　　キ　　　　　　　　　お　ロ　　　己　　　1四�@　　神奈川〔も�H7．〔丸数字［ま国土交逢省に提案されたlil頁〕�D�B�@木更津沖�A．西多摩地区�B．千葉県九十九里沖�C羽田空港〔東京国蝶空港）�D．富津山甲南�E．富津山甲牝�F．横須賀金田湾�E羽田空港機能拡充案�H湾央木更津沖案〔海ほたる空港案）�I扇島地区（京浜臨海工業地域の東扇島・西扇島〕�J羽田空港（東京国際空港）�K東京湾内の川崎・横浜沖�L1中ノ瀬�M東京湾奥�N川崎臨海部沖首都圏新空港甘ム　壽　」孟　　η　　r　nハハ▼．L−、　　ウ．滋選：il難；疑搾嚢IR鷺：IPヨ貿N塁σ　詳装A三s甘一層の環境対策を推進　　一環境憲章について一　当協会は、平成13年1月開催の理事会において、環境対策特別委員会で検討してきた「日本船主協会　環境憲章」を採択し、一層の環境対策を進めていくこととなった。　当協会は、平成11年7月に環境対策特別委員会を設置、同年9月に開催した第1回会合で、同委員会の検討事項のひとつとして当協会の「環境憲章」を策定することを決定した。　このため、同委員会の下部組織である幹事会を中心に、会員会社のほか、他業界の企業・団体の環境憲章に関する動向を調べるなど準備を進めてきた。　同時に、海運業界における環境問題の現状と対応および今後の課題等についての整理を行ない、憲章に海運の特徴を折り込むことに努めること、また、当協会全体としての環境対策の推進とともに実施主体である会員会社の取り組みを支援することを基本方針とすることした。　以上の経緯を経て、環境問題に対する基本姿勢を「環境理念」として冒頭に掲げ、次に環境保全に関しての具体的な取り組み内容を列挙した「行動指針」を憲章の構成とすることとし、幹事会にて案を作成、委員会の討議を経て、平成13年1月の理事会で正式に承認、採択された（巻末参照）。今後、当協会はこの環境憲章に基づき一層の環境対策を推進していくこととした。本誌記事訂正について本誌平成13年1月号シッビングフラッシュ（P．4）にて掲載の「平成13年度海運関係税湖改正・予算」に一部訂正がありますので、以下のとおりお知らせします。資料2　平成13年度税制改正後の海運関係税制一覧（P、6）　　6．特定資産の買換特例（圧縮記帳綱度）制度の概要適　用　期　問誤※船舶から船舶ｦ内航船舶から減価償却資産昭45，4．1〜平15．3．31ｺ59，4．1〜平亜．3．31正※船舶から船舶ｦ内航船舶から減価償却資産昭45．4．1〜平18．3．31ｺ59．4．1〜平亙3．31※本文の記述どおり、特定資産の買換特例（圧縮記帳制度）は現行内容にて5年間延長どなりましたので、適用期限は平成1S年3月31日となります。8§せんぎょうF帥2001一N巴WsNEWsNEWsNEW5一匠W5酬豊門蕊油引懸灘嚢国際会議レポート　麟、撫懇　　．ド．T．．　．津W轡．熱田…い．…．ド．．　　　海技免状の不正取得の調査報告　　　一IMO第32回訓練当直基準小委員会（32STW）の模様　IMO第32回STW小委員会が、本年1月22日から26日までロンドンのIMO本部において開催された。冒頭、IMO事務局より、ホワイトリストの1次公表を第73回海上安全委員会（MSC73）で承認し、IMO回章978（2000年12月6日）で行ったとの報告があった。　ホワイトリスト関連の現状は、95訂CW条約（訂CW95）国内対応に関する報告書の提出期限である1998年8月1日までにIMO事務局長宛報告書を送付した国は、133の締約国のうち82力国であり、それ以降17力闘が提出されている。72力国が公表され、公表されなかった10廻国の内5力国はパネルより評価が十分でないとの報告が事務局にされており、3力国は情報の再提出の回答待ち、2譲国は再提出の情報をパネルが検討中である。期限後提出の17力国旗3ヶ国は事務局にパネルより評価の報告が届いており、6ヶ国は情報の再提出を求め、残りは審査中である。次回のMSC74にて公表が予定されている。　同リストの用途と扱いについて、寄港国が行なうポートステートコントロール（PSC）での扱いに対する指針等検討することがこの小委員会で考えれていたが、会議のなかで、ホワイトリスト非掲載国とその船員の扱いが十分に討議できず、統一的解釈を定められず、各国や各PSCの判断に委ねることなった。　今次会合における主な審議事項については次の通りである。1．S了CW工／8規則およびSTCWコードA　−1／ア節で求められる独立した評価基準と　見直しの手引き　95訂CW条約1／8規則では、訓練、資格制度などの条約に従った国内対応を行っている締約国は、その対応が基準通りに行われているこぜんきよう飽∂2001§9髄EW5睡W5睡WS一確W5↑1．駐W§．醗§黙驚とを保証し、さらに締約国はその評価を少なくとも5年に1回、IMOに報告することが規定されている。2002年8月が条約発効後の初めての報告となり、これに関して、各国から事務局への報告の様式、その報告の評価方法、委員会の手続等を検討し、MSC74に回章案を提出することとした。2．海技免状に関蓮した不法行為　MSCおよび訂Wは、不正な証書の使用による安全性の阻害について懸念し、加盟国が経験した事例に関する情報の提出を奨励している。　一方、不正な手続きによる証書の発行についてIMO事務局はその初期調査を船員国際調査センター（Seafarers’s　lntemational　ResearchCenter）に依頼していた。具体的な項目は次の通りである。　�@海技免状に関した不法行為たとえば、偽　　造、不正な手続きによる発給、あるいは盗　　難等　�A所持している不正な海技免状や裏書きな　　どの種類　�B不法行為が行なわれている出所の明確化　　（たとえば個人、配乗管理会社、船主等）　�C問題の発生する地域の限定化（たとえば　　船員供給国、海事先進国、発展途上国等〉　�D　不法行為の種類や社会に及ぼす影響につ　　いての検討　�E　チェックの頻度と方法についての指針　これらについて調査を行った結果、事務局、バヌァッおよびインドは、期限切れの免状での裏書きや、偽造証書、不正な証書による免状の発行など、この5年間で12，635件の事例を報告した。　不正に発給された証書についての防止対策は、十分な証拠を提示することは難しく、また広範囲に及ぶため、更なる検討の必要性を確認した。「不正な海技免状の防止のための国際的な海技免状データベースの設立」や「海技免状に関する照会先のEメールアドレスのリスト化」などを図ることや、船員、マンニング会社、船主などを含めたデータの集計によるブラックリストの作成などの提案もあった。不正な証書の事例で、フィリピンは約！，2GO件あり、フィリピン代表は船員の海技免状の管理について管理体制の法制化やデータベース導入など行ない対策を実行中であると説明した。　　　　　　　　　　　一3．1／10規則の実施に関する締約国間の協定　の手引き　1995年罰℃W会議のフォローアップアクションのなかで、1／10規則の実施に関する締約国間の協定については、各国が王／10規則（証明書の承認）に基づいて、締約国相互の船員の資格に関して承認を行うための指針、1／10規則の趣旨を満足するに必要な要点を盛り込んだ締約国間の覚え書のような報告を2002年8月1日までに事務局に報告することとなった。日本からは、このような報告のフォームの設定、各国の相互承認の通知書の指針を前もって作る必要性があると述べた。委員会はこれらは有益であるとして、各国の意見を求め次回の委員会で検討とした。4，IMO訓練モデルについて　IMOが承認した多くの標準訓練コースは発展途上国の訂CW条約に基づく船員の訓練に有効に活用されている。今回乗船中の評価、訓練担当．者に対する訓練およびGMDSS　2　ndclassの無線士に関する標準訓練コースが紹介された。今までだされたIMO標準訓練コースについてフランス語やスペイン語への翻訳の要10��せんきょうEの2001．）望もあり、また実情に即した訓練を維持するために文書の更新や改正、編集、これらをフォローするガイドラインの作成などについて検討をすることとした。5．水先人の訓練および資格証明ならびに総会　決議A485（皿）の見直し　29訂Wにおいて国際パイロット協会（IMPA）および国際独立タンカー船主協会（INTER．TANKO）より水先人の訓練、資格証明および運用手順（業務）に関する総会決議A485（皿）の見直しが提案され、44NAV、45NAV、訂W31及びNAV47で検討し、訓練および資格証明部分は附属書1と運用手順（業務）は附属書2とに分け、訂Wでは附属書1を検討することとしている。今回附属書1について国際パイロット協会（IMPA）からの提案は各国の支持を受けたが、運用手順の附属書2を次回NA＞で検討ののち合わせてMSCに報告することとした。　　　　2005年に統合［LO海事条約採択へ　　　　一［LO最低賃金の改定など1LO第29回　ILO（国際労働機関）は、最も古くからある国際機関の一つで第一次世界大戦後の19ユ9年に創設され、1945年に国際連合が成立すると翌1946年には国連の専門機関となった。他の国際機関が政府だけで構成されるのに対して、ILOだけは政府代表に加え、使用者代表、労働者代表も含めた三者構成とされ、官・労・使が対等の立場で審議を行う独特の形態が採用されている。　また、ILOの活動分野は、陸上労働だけでなく海上労働も対象となっているが、海上労働についてはその特殊性から陸上労働とは別に独立した部門として取り扱われている。海上労働に係る最高議決機関は、ILO海事総会であり、必要に応じて随時開催されることとなっているが、ほぼ10年に1回の割合で開催されており、前回は1996年に開催された。この総会において、これまで労働時間、雇用条件、社会保障、居住設備など海上労働のほとんど全てをカバーする30の条約と23の勧告が採択されている。　合同海事委員会OMC）は、　ILOのほとんどの委員会が官・労・使の3者で構成されているのと異なり、船主（使用者）側および船員（労合同海事委員会（JMC）の模様について一働者）側の代表それぞれ20名（議長のみ政府代表者）で構成され、ILO理事会の諮問機関として、海事総会等の招集、日程、議題等について勧告することを主な任務としている。1996年に開催されたJMCでは、最低賃金の見直しのみを審議しており、今回のように海事総会の開催等も含めて勧告を行ったのは、1991年以来10年振りのこととなった。　今回開催された第29回JMCは、1月22日から26日までジュネーブのILO本部において開催され、各議題について以下の逓り決定した。なお、船主側は、当協会を含む20名の正メンバー、．4名の副メンバーおよび7名のオブザーバーが出席し、船員側は、全日本海員組合を含む20名の正メンバー、4名の副メンバーおよび30名のオブザーバーが出席した。1．【LO条約の見直しについて　船主側より、多くのILO条約が時代遅れのものになり、現実を反映していないこと、さらに技術的な詳細基準を含んでいるILO条約が多く批准の妨げになっていること等の理由を挙せんぎょうF励2001曲11髄EWS腿EWS醗WS濯W5睡糀羅総欝懸げ、ILO条約の抜本的な見直しを行うことが労使双方にとって利益になるとの観点から、既存の条約および勧告を1つの「統合条約（Consoli−dated　CQnvenUon）」として再構築すべきであるとの提案を行い、船員側もこれを積極的に支持した。　この結果、統合条約は労働基準原則に係る幾つかのパートから構成され、これに詳細要件に係る附属書が組み合わされるべきこと（資料参照）、また、各附属書は、容易な改正手順によって修正できるような手続きを備えるべきことなどを内容とした決議が採択された。同決議では、政府、船主側、船員側のそれぞれ10名の代表で構成される作業部会を設置して新条約の草案作業を行い、2004年に海事準備総会、2005年に海事総会を開催して新条約を採択するようILO理事会に勧告している。　今回のJMCにおける決定は、第280回ILO理事会（3月8日〜30日）で審議され、ここで承認されれば各グループからのWGメンバーの推薦がなされ、本年秋には第1回目の会合が行われる見通しである。　今回の統合条約採択に向けた合意について、ILO事務局長は「全ての国および全ての船舶の船員に対する、労働および生活条件に係る受け【資料】強制要件実質的同等性の確保と一つ以上の選択批准選　　択入れ可能な基準を確保するという観点からは、ILOでの基準策定における歴史的な一歩を標した」と評している通り、画期的なものであった。　一方、新条約の草案作成に当たっては、30もの既存条約を5つの労働基準原則に係るパートに整理・統合するための膨大な作業に加え、各附属書毎の選択批准を可能とする（海洋汚染防止条約方式）など、条約の批准を促進するための発効要件の設定、容易な改正手続きの導入、既に批准している条約の廃棄方法（新条約との整合性の問題）をどうするか等、法的な問題も山積している。2．ILO最低賃金の見直しについて　ILOが勧告している現在の月額最低基本給（自国一二に適用）は、1996年に採択され、1998年1月から適用されている435US＄である。同最低賃金は2年毎に改定が実施されているが、今回はほぼ4年ぶりの改定となり、各国の消費者物価指数と対米ドルレートをベースとした改定算式（ルール）から算出された参考数字が402US＄となったため、労使の意見が対立し、議論が紛糾した。最低賃金の見直しは労使各6名からなるWGにて検討が行われたが、3回の協議でも結論が出ず、最終的に労使代表による統合条約の枠組み（案）　第／部ｴ則．一般規則沚ｸ．改正手続　第2部一般雇用条件　　第3部注N　安全と福祉　　第4部摯a及び老齢手当　第5部H糧及び居住区附　属　書i詳細規則）附　属　書i詳細規則）附　属　書i詳細規則）附　属　．書i詳細規則）勧告、ガイドライン　勧告、ガイドラインRード等　　　　　　　　　コード等勧告、ガイドライン　勧告、ガイドラインRード等　　　　　　コード等12§せんきょうFgb　2σ01トップ協議に委ねられた結果、以下の内容で最終合意が図られた。・2001年1月1日〜12月31日：435US＄据え置き・2002年1月1日〜12月31日：450US＄・2003年1月1日〜12月31日：465US＄　なお、2004年1月置らの最低賃金については、465US＄をベースに2001年1月以降を算定対象期間とする改定算式により算出された参考数字を使用することとし、この際、2001年1月時点における参考数字4G2US＄も考慮することとなった。　また、船員側より提出された、ILO最低賃金に係る統一解釈についても、トップ協議に委ねられた結果、通常の作業時間、最小有給休暇および時間外賃金の算出方法を含む月間最低賃金に関する指針（Guidance）を労使各グループおよびILO事務局を含む合同WGにおいて検討し、船主、船員および旗国、寄港国政府に対して勧告することが合意された。　今回の最低賃金協議に当たっては、船主側は、統一解釈の検討に反対するとともに、ILO最低賃金の改定は労使交渉（negotlation）ではないという基本原則を踏まえ、ルールに基づく算出結果（402US＄〉をそのまま適用すべきことを繰返し主張したのに対して、船員側は、統一解釈（賃金総額）を行うことは、前回のJMC（／996年）において既に合意されていること、また、最低賃金の引き下げなり据え置きは断固認められないとし、ルールに基づく算出結果に加えて、算定対象期間中における4％／年の生産性向上分を加味した470US＄を2GG2年1月1日から適用するよう主張して困難な協議となった。　結果的には合意内容に見る通り、ルールは尊重されることになったものの、限りなく労使交渉に近い形で妥協が図られた。この背景には、昨年のITF（＊1）／IMEC（＊2）によるBench一mark（FOC船に乗組むAB船員の基準賃金）交渉において、従来のAB船員のTotal　Wage（1200US＄）を2001年1月より毎年50＄ずつ4年間にわたって引き上げること（2004年1月目り1400US＄）とした合意結果が極めて強い影響を及ぼしていることは否めない。　今般の合意内容に対する欧州の各船主協会の反応としては、ギリシャ、キプロス等の一部を除き、1998年から2001年まで4年間据え置かれたこと、また2GO2年、20G3年の引上げ額（各15US＄）がITFのBenchmark引上げ額との比較において妥当な範囲であるとして、概ねこれを評価している模様である。　一方、当協会を含むアジアの各船主協会、特に今回の最低賃金の引上げがそのまま自国籍船の船員賃金に影響するインド、フィリピン等の船主協会には不満の残る結果となった。今回の決定は、世界的な船員賃金の底上げという意味においては、間接的な船員費の上昇をもたらす可能性があるものの、日本籍船に乗組む外国人船員の賃金については、今回の合意によって直接的な影響を受けることは無いものと思われる。＊1）ITF：国際運輸労働者連盟（Interna廿ona1　Trans−　　port　WorkersTederahon）　　・世界中の570の運輸労連（132力国、500万人）　　から組織される連合体で、海運、水産、港湾、　　陸運、航空などの労組を傘下に治めている。ITF　　の定めるBenchmarkを満足しない船舶に対し　　ては、荷役のボイコット等を行うことで知られ　　るD＊2）IMEC：The　Intemadonal　Maritime　Employers’　　Committee　　・欧州を中心に34の船主、船舶管理会社が加盟し、　　40力国、4万人を超える船員を雇用しているD　　フィリピン、インドおよび東欧諸国の海員組合　　との問で、賃金を含む労働協約交渉を行ってお　　り、昨年は皿Fとの間でFOC船に乗組むAB　　船員のBenchmarkに関する交渉を行った。せんぎょうF8δ200エ§13閥巨W5髄EW5糀WS翼属W5「餐轡聾．翻馨11罫．驚　　　　海運政策をめぐる様々な問題につき議論　　　　一〇ECD海運委員会の模様　OECD加盟国の海運当局者によって構成される題記委員会が、2001年1月24−25日の両日、パリのOECD本部で開催された。当協会からは、鈴木修国際幹事長（商船三井定外部専任部長兼計画室長）と園田裕一国際企画室長がオブザーバーとして出席した。　主なテーマは、海運助成措置とサブスタンダード船対策の2点であった。　このうち助成措置については、コンサルタントが作成した各国の税制措置と船員配乗要件に関する比較分析について検討し、分析手法の不明点につき今後確認を求めることとした。また、OECD各国が行っている海運助成措置の現状につき、全般的な洗い出しを行うことが決定された。　サブスタンダード船対策については、かねてより経済的側面からの検討を行っており、今回は、各関係者に対する一層の規制強化の必要性に関するコンサルタント文書を検討した。今後は、OECDのWebサイトで同文書を公開し、関係者の意見を求めていくこととした。　なお、これまで約3年間同委員会の議長を努めた国土交通省海事局園田良一氏（現労政課長）は、今回をもって退任し、新議長には米国海事局（MARAD）のブルース・カールトン次長が選出された。　また、同委員会に引き続き25−26日には貨物運送責任制度に関するワークショップが開催され、ヘーグ／ヴィスビー・ルールやハンブルグ・ルールなど、複数の国際ルールが存在している現状について民間の専門家を交えての意見交換を行い、席上提起されたさまざまな意見を．CMI（万国海法会）に送付することとした。内外情報11…暮らしを海と世界に結ぶみなとビジョン・国と1…地域のパートナーシップによるみなとづくり　　　「新世紀港湾ビジョン」とりまとめ一輩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　2000年12月、運輸省港湾局は「新世紀港湾ビジョンー暮らしと海を世界に結ぶみなとビジョン」を発表した。新世紀に求められるわが国港湾の役割と具体的方策のあり方をテーマに2000年5月目ら月1回のペースで「新世紀港湾ビジョン懇談会」にて議論されてきたもので、検討結果は改正港湾法の基本方針に盛り込まれる等、今後の港湾長期政策にも適宜反映されていくとしている。　既存の港湾政策ビジョンとしては1995年6月にまとめられた「大交流時代を支える港湾」があるが、新世紀を目前に控え、経済、社会のグローバル化、資源、環境の有限性認識の高まり等我が国を取りまく大きな構造変化が進行していること、また、港湾行政における国の役割の明確化、港湾相互間の広域的な連携の確保に対14§ぜんきようE6δ200エ8　　　．’　「みなとの変化を促す新世紀の潮流�@グローバリゼーションとIT化が促すみな　との高機能化�A新しし、胎と新技術が求めるみなとの成長�B環境と市民が望む海とみなととの新しい関　係の構築�C人口減少社会が迫るみなとつくDの変革〈目標〉ビジョン実現への取り組み方針一国と地域のパートナーシッブー�@全国的・広域的観点からのみなとの機能分担　とみなと間連携の促進�A地域の主体的取り組みによるまぢづくりと一　体となったみなとつくDの促進�B多様な主体の参加と浬携を促進する施策展開�Cストックの活用による効果的な施策展開�D計画・事業・管理等のシステムの再構築�E技術開発の推進によるみなとの新しい可能．1生　の開拓�Fビジョンの深化と充実〔「暮らしを海と世界に結ぶみなとビジョン」の構成1　’　・ネットワーク化されたみなとに向けた港湾物流体系の再構築ロジスティクス革命に応えるITを活かした海上ハイウェイネットワークの形成�@国際・国内輸送を一体化するネットワークの形成�A長距離基幹航略のゲートワェイとなる中枢・中核国際港湾の総合的な機能の向上�B地域とアジアを結ぶ基幹ラインの形成暮らしと海の安全を支える港湾の拠点機能の強化�@響らしを支える産業・エネルギー港湾の拠点機能の強化�A海が地域を支える遠隔地港湾の拠点機能の強化�B海上交通の安全確保と危機管理への取D組みの強化地域と市民のみなとに向けた港湾空間の再編成・創造多様な産業の展開と効率的な物流を導く地域活性化に向けた港湾空間の再編成・創造�@ロジスティクスの高度化に応える物流産業空間�A都市の魅力を高める国際‘集客産業空間�B文化・癒し．健康・観光等暮らしに豊かさを与える産榮空間�C資源循環等環境調相を目指した産業空間�D海洋資源や地域資源を活かした産業・＝〔ネルギー空間環境・文化・安全・安心を提供するまちづくりの一環としての港湾空間の再編成・創造地域の特性に応じた港湾空間の再編成・創造�@市民が集うシビルポート�A海洋文化を胃む美しい港湾�B良好な沿岸域環境の継承�C安全・費心な暮らしを支える緊急輸送・防災空間ビジョンの実現に向けた計画・事業管理等システムの再構築�@大都市圏の暮らし充実に向けた広域連携を基軸とする沿岸域の利用と保全�A地方都市圏の個．1生的発展を支える港湾空間の創造と臨海工業地帯の再生�B小野湾地域の活性化に向け荒浩湾空間の多角的利用国と地域のパートナーシップ強化のための新しいシステムの構築�@国と地翻目互の計画の連携と謳整のシステム�A地域の主体的取り組みの強化と迅速　化を図るための施策展開�B効果的な投資と先導力プロジェクト　の展開多様な主体の参加と連携を促進するための施策展開�@塙報の公開・発信と集積�A人材．の育成と体制の整備�B多様な主体との責任ある協力関係の　構築増醒するストックの活用と更新のための施策展開�@効果的なストックの活用と更新�A碁幹的なストックの維持更新と管理　体制の再構築II海を活かす次世代港湾の構想’■海路を活かした次世代の交通を担う港湾の構想�@インテリジェント・ポート�Aフレキシブル・ポート�Bストームフリー・ポート　�Cインダストリー・ハブポート�Dアジアン・ポート�Eスーパーシップ・マザーポート�Fアクアシティ・ポート　�Eシーウォーカー・ポート海の資質を活かした次世代の暮らしや産業が筥まれる港湾の構想�@ストラクチャー・フリーポート�Hネイチャーリバイバル・ポート�Bピーリング・ポート　�Cモバイル・ポート�Dアーバンリノベーション・ポート�Eオーシャンリソースベースポート�Fグローバルインダストリー・ポート構想の深化と実現へのアプローチ@�@将来ビジョンの共有と構想の深化@�A実験的・亜点的取D組みへ次ﾌ世A代v港?pP実`現構想の実現を促す技術開発への取D組みc桐想実現のファーストスカンプと蔓盈避幹的｝　�@港湾における八イクオリァィ・ロソスァィク@�A船にとって頁の母港となる港湾の形成@�B海と暮らしを融合させる港湾の形成@�C自然にやさしい港湾の形成@�D浮体の多目的利用に対応する港湾の形成ｪ一廉難罐解離潔1雛の閥EWS醐εWS髄駐Ws　N匠W5一酬露睡轡聾尽馳轟、蕊“．3謹藁する取り組み、港湾に関する環境施策の充実等を主たる内容とする港湾法の改正が今国会で成立をみたところであることから、新世紀における我が国の経済社会の姿を展望しつつ、超長期的視点を含め新世紀に展開すべき港湾政策全般の方向（ビジョン〉について検討したものである。基本目標に「暮らしを海と世界に結ぶみなと」を掲げて市民生活を強調、港湾物流に関わる具体的目標として、�@ロジスティックス革命に応える皿を活かした海上ハイウェイネットワークの形成、�A暮らしと海の安全を支える港湾の拠点活動の強化、�B多様な産業の展開と効率的な物流を導く地域活性化に向けた港湾空間の再編成・創造、などを掲げた。［資料1参照］　なお、既報（本誌平成12年9月号P．13参照〉の通り、「新世紀港湾ビジョン懇談会」の下部組織として�@次世代港湾分野検討委員会（次世代型港湾のイメージの構築とその形成方策）�A交通・輸送分野検討委員会（海の利用を推進する港湾の交通・輸送機能の再構築方策）�B地域・環境分野検討委員会（港の特性に応じた港湾空間の再編方策）�C計画・事業システム分野検討委員会（新しい計画・事業システムのあり方）という4つの分野別委員会が設置され、そこでの議論を基に議論が進められてきた経緯がある。　一　また、全国の港湾管理者、地方自治体などの関係者と意見交換するための地方懇談会も開催されてきた。【資料2】　新世紀港湾ビジョン懇談会名簿　　　　　　　　　　　　　◎座長○座長代理　家田　　仁　東京大学大学院工学系研究科　　　　　　社会基盤工学専攻教授　稲村　　肇　東北大学大学院情報科学研究科教授　梅澤　忠雄　東京大学大学院工学系研究科　　　　　　社会基盤工学専攻客員教授　大井　紀子　日本テレビ放送網�梶@　　　　　コンデンス事業局プロデューサー　川勝　平太　国際日本文化研究センター教授　草柳　文恵　テレビ・ラジオキャスター　マリ・クリスティーヌ　異文化コミュニケーター○黒田　勝彦　神戸大学大学院自然科学研究科教授　今野　修平　大阪産業大学経済学部教授　澤田　正彦　日本政策投資銀行地域企画部審議役　塩畑英成�鞄�通総合研究所取締役　多賀谷一照　千葉大学法経学部総合政策学科教授北中端林　岡東盛◎森地矢田　俊文吉野源太郎渡井　康之渡辺　貴介．徹東洋大学経済学部国際経済学科教授信行　国立民族学博物館教授　正　�血o済団体連合会　　　環境・国土本部本部長恵子　東海大学短期大学部助教授　通　大阪大学大学院　　　工学研究科環境工学専攻教授　茂　東京大学大学院工学系研究科　　　社会基盤工学専攻教授　　　九州大学副学長・経済学部教授　　　日本経済新聞社論説委員　　　�且O菱総合研究所産業政策部部長　　　東京工業大学大学院　　　情報理工学研究科教授【資料3】懇談会の検討経緯平成12年5月1Q日　第1回新世紀港湾ビジョン懇談会　　○懇談会の趣旨、進め方について　　　　6月6目　第2回新世紀港湾ビジョン懇談会　　○有識者ヒアリング　　　意見発表者：清水市長　　　　�鞄�本港運協会・NPQ法入多摩川センター　　　　7月7日　第3回新世紀港湾ビジョン懇談会　　○有識者ヒアリング　　　意見発表者：科学技術庁科学技術政策研究所　　　　�鞄�本船主協会・�兼�本環境教育フォーラム　　　　8月1日　第4回新世紀港湾ビジョン懇談会　　○有識者ヒアリング　　　意見発表者二港湾技術研究所　　　　�兼�本荷主協会・働港湾空間高度化センター　　　　9月11日　第5回新世紀港湾ビジョン懇談会　　○地方懇談会、市民アンケートの結果報告　　○分野別検討委員会の検討状況報告　　　　lG月3日　第6回新世紀港湾ビジョン懇談会　　○とりまとめ方針案について　　　　11月7日　第7回新世紀港湾ビジョン懇談会　　○とりまとめ骨子案について　　　　工2月6日　第8回新世紀港湾ビジョン懇談会　　○とりまとめ案について16§｝せんきょうFの2001寄稿新世紀へのブレイクスルー華…響灘懸悪一日本とシンガポールの新時代における連携のための経済協定について一日本郵船経営企画グループ長井口寿人　日本・シンガポール新時代経済連携協定（1』eJapan−Singapore　Economic　Partnership　Agree−ment＝JSEPA）の締結に向けて両国間の交渉が1月に始まった。この協定は実現すれば日本にとって初めて二国間自由貿易協定（FrA）であり、政府としてもWTO体制を補完する今後の二国間協定のモデルケースとするべく意欲的に取り組んでいる。産業界も概ねこの動きには賛同しており、著者が参加した�褐o済団体連合会、自由化タスクフォースも今回の協定交渉で取り組むべき課題について提言を取りまとめている。　ここでは、日本と世界の貿易協定の歴史を整理しつつ、JSEPAが海運業に与える影響について考えてみたい。貿易協定の歴史　第二次世界大戦前、報復関税の相次ぐ引き上げが一つの原因となって世界経済の停滞が起きたことへの反省から戦後1948年にG笛（関税貿易一般協定）が誕生し、以降「自由・多角・無差別」の原則のもと8回にわたる一般関税交渉、ラウンド交渉が行われた。1986年から1994年まで行われた8回目の交渉〜GAH’ウルグアイラウンドの終了にあたって、合意された諸協定を実施・運営・管理をする国際機関としてWTO（世界貿易機関）が設立され、それまでG萬丁の担っていた機能がWTOに引き継がれた。WTO四切ではWTQの任務、組織、地位などが規定され、閣僚会議を少なくとも2年に1度は開催することや、物品・サービス・知的財産権等の貿易に関連する理事会、各種委員会を設けることがうたわれている。海運業に関連するものとしては、wro協定附属書の項目としてG1鵬（サービスの貿易に関する一般協定）がある。現在では139の国と地域がWTOに加盟しており、近々加盟が予定されている中国を始め、加盟国はこれからも増える予定である。　マルチからバイへ　WTQ体制下では自由・多角・無差別の原則の下、世界全体の立場から多角・包括的な自由化交渉が行われてきた。この多国間主義（Multi−lateralism）は一定の成果をあげてきたものの、近年では各国の意見の調整が困難を極め、合意に時間がかかりすぎる弊害が目立ってきている。実際、1999年シアトルで行われた第3回WTO閣僚会議はアンチダンピング措置の乱用防止などをめぐって各国間調整が難航し会議は決裂しており、また1996年のG蝿における海運分野の交渉も複含一貫輸送の取扱いで米国と意見の一致が出来ず、結果として何一つ合意が出来ていない状況となっている。†ナA」テ宰ようFクゐ2θ07蝕17　殊に米国は国益への配慮から、交渉において、しばしば硬直的な態度をとりWTOの多角的貿易自由化交渉に後ろ向きとなっていた。しかしグローバル化が急速に進む中では、より即効性、実効性のある自由化の取組みが求められる。そこで、多角的交渉の硬直的事態を打開する方策として利害対立の少ない部分を優先して自由化を実現する方法が模索され、二策問主義（Bl−lateralism）に基づく自由貿易協定（FrA）や地域経済協定（RrA）が各国の問で締結されはじめたのである。二区間・地域．協定の多くはWTOルールの範囲内で締結されており、協定のWTOへの通報もルール化されている。少数国問RfAによる経済のブロック化を懸念する意見はあるものの、WTOもバイラテラルなFTAあるいは�oが一足飛には難しい世界的自由協定への取組みを補完するものであるとの考え方を支持している。現在ではWTO加盟国の9割以上が何らかの二国聞・地域協定を締結しており、WTOに通報されているだけで120以上もの協定が存在するに至っている。盟Aの代表的なものとしては欧州連合（EU）、北米自由貿易協定（NAFrA）、南米南部共同市場（MER，COSUR）、アセアン自由貿易地域（AFEA）などの自由貿易圏があり、二国間FEAとしては第一号の米・イスラエルをはじめ豪州・ニュージーランド、現在交渉中の韓国・チリなどがある。　日本の方針転換　従来の日本の政策は、農業分野などで国内意見調整に問題を残しながらも、大方針はWTO体制のもと世界レベルの多角的交渉を優先するというもので、その意味で日本はWTOの優等生的存在であった。しかし前述の二国間・地域的FrAが興隆する中で、気がつけば主要国中FrAを締結していないのは日本、韓国、中国、【図1】　世界の主な自由貿易協定感潤一1寒・ル　　　トヘロベ　　　コ　　メ　轍7三山！・・　　　い．‘、サや・・1『F　　鰭・・講読・定　　　議Q　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FTAA’・、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／／　　　　　　　　　　米州自由貿易圏、＼　　　・蓑赫牝　毒熱　　＼　　　　　　　　　　鷺如酔吟．　　・・デ・共・体　　　　　　　　　　　講論・頭．’　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　脅亀交渉中く卜・・一レ豪・NZ　　　　韓国・チリ　　　　　　　▼■馬　　　　　　　　り　　し　　　　の　　　　　　　　　　　　り・、・画ERG9§ヂ＼　　　　　　　　　り・ノ＼　　�_’　　　、　　　　、、、　　　　　　　　　　　　．．・〆　　　　、　　　　　　　　　　　　　　τ　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　　、　　　　　　　’　　　　　　　’　　　　　　　’　　　　　　’MERCOSUR　，’南米南部共同市場　／　　　　　’）／　，，，’’”18§せんきょうF�S200エ台湾など非常に限られた国・地域のみ、という状況になっていた。国内の識者からも「グローバル化の中で一国の経済は小さすぎるが、世界経済は一体化するには大きすぎる。数力国という経済統合の単位が重要になってくる」などの意見が相次ぎ、交渉再開の目処が立たないWTO新ラウンドに代わる自由化への取組みとしてFTAが注目されるようになったのである。　日本・シンガポールFTA　前置きが長くなったが、日本・シンガポールFTAである。世界からの孤立化を危惧する日本にとって、1999年にシンガポールのゴー・チョクトン首相から小渕首相になされた二国間FTA検討の提案は渡りに船であった。日本にとってシンガポールとはどのような国であろうか。ASEAN諸国の中で在留邦人が最も多く（約2，4万人）、貿易相手先として輸出7位・輸入15位、直接投資では対外5位・対内11位と、深い関係がある。国民一人当たりGNPが日本5位に対して6位という類似性があり、なにより日本にとってセンシティブな農業分野での競合が少ないため、包括的自由化合意への障害が小さいという交渉上の利点が見込まれる。また、日本と対照的な民族・言語・宗教の多様性があり、世界でもトップレベルの先進性（国の競争力調査では日本が劣後）を持つ「存在感のある小国」であることも初の�oを締結する相手国として十分魅力的である。早速、政府の要請により両国の産・官・学の代表25名からなる共同検討会（日本・シンガポール共同検討会合）が結成された。経団連でも自由化タスク・フォースにより産業界の立場での検討が行われ、その提言内容も共同検討会合の議論に反映されている。【図2】　日本をめぐるF丁A締結の動き繭国四締結交渉へ　　　検討あるいは打診が　　　来ている国・・・…@議論され始めた国四・・瞳作業部会で検討　韓　国　　．　　　　oψo　　ロ　　　　　　　ゆ　　馴　　　　　　　　ψψ、　　　　　　　　　●　　　��　．旦1参．．　　“　　　　　　　　　　　奪　　．　　，　　　　　“　　　　　　　　　　　　リ　　　ロ　　　　　　　　　う　　　＝　　♂シンガポールカナダASEAN豪　州／（一米国一），メキシ＝］チ　リ最終的に検討会合報告書は2000年9月に政府に上申されたが、今年の交渉はこの報告書の内容に沿って行われ、年末までの協定締結を目指すこととなってている。　日・シ新時代経済連携協定（JSEPA）　共同検討会合報告書では二国間・地域経済協定が増加している現状を踏まえつつ、日本・シンガポール共にWTOの多角的貿易体制を重視していること、および両国が持つ共通の課題・目標を確認した上で、今回の協定で合意すべき内容を示している。ここで注目すべき点は従来の「自由貿易」協定ではなく「新時代経済連携」協定と名付けられたことに要約されている。関税引下げ・撤廃が中心の伝統的な自由貿易協定から、一歩踏み込んだ新しい時代の包括的経済連携の協定であるとの意味が込められているのである。IT革命とグローバリゼーションの中でコスト低減によりヒト・モノ・カネ・情報の自由な交流を実現する。また、継続的な協定の廿A、ラキ士「　配〃Aワρ！｝7臨1q見直しと改善によって環境変化にスピーディーに対応できる体制を作る。これらが世界から様々な投資を呼び込むダイナミズムを産み、両国の競争力の維持向上と同時にWTO多角的貿易体制の強化にも貢献する。このように財・サービスに留まらない入や情報まで含めた経済活動全般にわたる連携を強化する協定が、次代のモデルともなるべき「新時代経済連携協定」の目指すものなのである。交渉対象となる具体的内容は［資料］のとおりであるが、東京の銀座とシンガポールのオーチャードストリートの姉妹提携検討なども提案されている。　外航海運への影響　次にJSEPA締結によるビジネス環境への影響はあくまで交渉で決まる内容次第だが、外航海運業に関わるものについて見てみたい。　早くから国際競争にさらされてきた外航海運業界においては国際ルールが概ね確立しており、日・シとも海運政策の方針は「海運自由の原則」に則っている。そのため現状でも日・シ両国海渾業の自由化は非常に進んでいるといえる。　JSEPAにおけるサービス分野交渉はG1鵬での交渉経緯を踏まえることとなっているが、1996年GA聡海運分野交渉の際に日本船主協会が国内船社に行ったヒアリングではシンガポール側障壁として次のような問題が指摘された。　�@海運補助業務（カーゴハンドリング・タ　　グボートなど）への参入規制　�A海運補助業務参入における一部国（韓国　　・中国・ベトナム）に対する優先的措置の　　保留　�B政府調達貨物の自国回船社優先など　これらのうち、自由化障壁としての度合いが20§せんぎょう飽δ200エ比較的高いものは�A一部国優先であるが、これを除くと両国の方針に大きな隔たりは無い。ちなみに、日本は純粋な内航海運（カボタージュ）を交渉対象から除外することを主張しており、GA玲でも主要な国々から一定の理解を得ている。海運分野の自由化障壁はシンガポール同様日本側にも存在するが、日・シ双方の柔軟な交渉をもってすれば決して超えられない壁ではなさそうだ。現状の自由化度合いを考えあわせると、海運分野に対する固有の影響は最小限に留まるものと思われる。　ここではむしろ包括的な経済連携による人材・投資交流の活発化がもたらす分野横断的な効果に注目するべきであろう。金融や情報・通信分野での自由化や技能の相互認証（一方の国の資格などを相手国でも同様に認めること）などが進めば、日・シ各々の持つ得意分野を活かしたダイナミックな経済発展が期待できる。シンガポールが有する工T利用・法制度活用の先進性はコンテナ取扱量世界第2位を誇るPSAの運営に現れているし、日本が貿易立国としての豊富なビジネスノウハウを持っていることは日本商船隊が世界の総海上輸送の14％を担っている事実からも明らかである。これらが有機的に連携してシナジー効果が発揮されれば日・シ双方の海運業にとって大きな利益となるはずだ。IT活用に関して言えば、電子貿易文書交換システム（ETDES＞の創設なども交渉対象になっており貿易手続の簡素化が交易の拡大をもたらすことも期待される。　JSEPA交渉ではこのような分野横断的な効果の大きい金融、情報・通信、専門サービスなど先進的成長分野の自由化に力点を置くことが既に合意されている。　日本への期待　貿易自由化が、旧時代の政治・軍事力に代わる平和・繁栄実現の新しい枠組みであることは今や論をまたない。財・サービスの交易に支えられた世界的連携はこれからも益々強化されるであろう。世界の均衡ある発展のために海運の果たす役割も大きい。　日本経済はバブル崩壊後「失われた10年」の後遺症に苦しんでいるが、世界経済の重要な一角を占めていることは今でも変わりはない。世界の国々は日本が国内の問題を早期に解決し、本来の底力を発揮して世界に貢献することを期待している。今回交渉が開始されたシンガポールを始めとして、複数の国々からFLA・RrA締結の打診があることもその証左だ。真に開かれた国として他の国々と連携を深め、世界の貿易体制の中で求められる役割を担うことが、新世紀日本が歩むべき道であり、わが国にとって最初の二国問協定となるJSEPAが、それに向けたブレイクスルーとなることを期待したい。【資料】　日本・シンガポール経済連携の内容（1）　自由化・円滑化　（A）関税1関税の自由化の検討。　　　WTOルールを考慮しつつ、特定品目のセンシティビティに対応。　（B）原産地規則：必要性に合意。　　　第三国からの迂回貿易を防止するための原産地規則策定。　（c＞．貿易関連手続：税関手続きの簡素化・効率化、貿易手続きの電子化の検討等。　�求@相互承認：相互承認協定（MRA）の検討。　（E）サービスニサービスの自由化を協定に盛り込むことを支持。　　　WTOルールへの整合性確保のため幅広い分野を対象とすることに合意。　的　投資：他国のモデルとなる模範的な投資ルールの策定に合意。　（G）人の移動：専門家の移動及び熟練労働者の雇用及び訓練の円滑化の重要性を認識。　�梶@競争政策；必要性について合意。　　　反競争的行為に対処するための競争政策の枠組みを構築する。　その他、非関税措置、アンチダンピング・セーフガード、知的財産、政府調達等についての取組。（2）二国間協力　（A＞金融サービス：規制監督、資本市場の連携、第三国への技術協力等における協調について議論。　　これらの分野について通貨・金融当局間の議論が有意義であることに合意。　（B＞情報通信サービス：以下の分野の取り組みを進めることを勧告。　　・個人データ・プライバシー保護に関する協力　　・電子商取引関連法制　　・情報通信分野での競争確保のための規制協力　　・電子政府　等　◎　科学技術：生命科学及び環境技術の分野での連携の可能性を検討することに合意。（情報交換、　　共同研究等）　（D）貿易・投資促進：JETROとシンガポール貿易開発庁による、貿易・投資ミッションやビジネ　　スセミナーの共同開催、データベース共有等の協力の検討に合意。せんぎょう勲う2001§21　（E）ワーキング・ホリデー：ワーキング・ホリデーの検討に合意。　�戟@姉妹提携1銀座とオーチャード通りとの姉妹提携の可能性の検討。　その他、中小企業、人材養成、メディア・放送、観光、運輸等についての取組。（3）協議と紛争解決　（A）両国間の緊密な協調を確保するため、定期的・多頻度に協議を開催。　（B）また、同協議では、両国の事業環境を改善させるための措置をお互いに懲1濠。　（c）両国間の紛争解決手続の策定。　（D）裁判外紛争処理メカニズムの利用促進について合意。海洋環境シンポジウムの開催について　当協会では地球環境・海洋環境保護対策を重要な課題と捉え、環境ハンドブックの制作や環境憲章の策定など積極的な対応を進めておりますが、昨年度に引き続き海洋環境の重要性の理解の訴求と人類と海洋の共存に向けた世論育成を目的に、広く一般の方々から600名を無料招待し、「海洋環境シンポジウム〜人類と海洋の共生にむけて〜」を以下の通り開催することといたしました。　同シンポジウムにおいて、大勢の来場者と活発な議論の展開が期待されております。　　日　時　平成13年3月2日曝14．00開演　　　　場：イイノホール（千代田区内幸町）　　内　容　第1部　　　　　　記念講演会　　　　　　　テーマ「マゼラン海峡への旅」　　　　　　　出　演一　　　　　　　　講　　　師　　椎名　　誠　　　　　　　　　　　　　（作　　　　家）　　　　　　第2部　　　　　　パ不ルディスカッション　　　　　　　テーマ「海を科学する」　　　　　　　出演一コーディネーター石　　　　　　　　　　パネリスト　　須賀　　　　　　　　　　　　　　　　　立松　　　　　　　　　　　　　　　　　田辺O海洋環境シンポヨウムa　　　弘之（東京大学大学院教授）　　　潮美（水中リポーター）　　　和平（作　　　　　　家）　　　信介（愛媛大学教授）風呂田利夫（東邦大学教授）22§せんぎょうF功2001各種調査・報告書欄罫ミ野讐隅田置歌驚讐饗蹴・置’』’−@∵　�c　　乱ご警ミ欝灘襟轡・蝶燭冷燭賦＼欝ll・、当協会会員会社の1999年度−’lll　　設備資　陥入状況貯・　当協会では、毎年会員会社の設備資金（船舶関係〉借入状況を調査しているが、1999年度の借入状況についても会員全113社（2000年1D月現在）を調査対象とし、該当船舶を有するとの回答があった会社53社について集計を行った。【表1】合　　計　合計（表1）をみると、1999年度末借入残高は、前年度に比べ3．2％減の4，359億円となっている。このうち政府系金融機関は2，739億円（対前年比4．6％減）であり、市中金融機閃等は1，620億円（同0．7％減）となっている。借入先の構成（単位1千円）借入金1998年度末1999年度1999年度1999年度末借入残高対前年比借人残高構成比（％）借入先借入残高新規借入額返　済　額借入残高増減額増減率（％）1998年度末1999年度末政日本政策投資銀行273，016，50828，276，45839β59，652261，433，314△11，583，／94△　4．260．660．0府中小企業金融公庫160，900o19，100141，8DO△　　19，1DO△11．9o．oO．0金商　　工　　中　　金3，830，276533，10G732，3853，630，9訊△　199，2S5△　5，2D．9o．8融機そ　　　の　　　他1q145，50201，424，45881721，044△／，424，458△14．02．32．O関計287，153，18628，809，55842．0351595273，927，玉49△13，226，037△　4，663．862．8長期信用銀行45β76，5588，231，6229，621，04443，987，136△／，389，422△　3．上10．110．1日本興業銀行27β27，4196，770，20ア6，487，54627，610，D80282，6611．06．16．3市新　生　銀　行17，036，2751，461，4152，931，08615，566，6D4△1，469，671△　8，63．83．6日本債権信用銀行1，012，864o202，412810，452△　202，412△20．00．20．2中都　市　銀　行62β14，68519，986，96914，905，85767，395，7975，08Ll128．213．815．5金地　方　銀　行1，890，3405qOOO388，5201，551，820△　338．52Q△17．9Q．4Q．4融信　託　銀　行22，362，5051，832，2434，458，93919，735，8D9△2，626，696△ll．ア5．04．5生　　命　　保　　険19，466，3875β27，93921303，50222．990β243，524，43718．14．35．3機損　害　保　険398，00D0118，000280，000△　118，000△29．60．10．1関外　　国　資　本o00oo“0．00．0造　船　所　延　払QooooゴG．GG．o等そ　　　の　　　他11，395，926196，4495，549，4726，042，903△5，353，023△47．02．51．4計163，204，40136，125，22237β45，33416L984，289△L220，112△　0．736．237．2合　　　　　計亟50，35ア15S76瓜934，78079β80，929435，911，438△14，446，149△　3．2100．0100．0全体に占める割合（％）10α010α0100．O100．0一一一一（注）1．調査対象l13社のうち，該当船舶を有する報告会礼53社の集計である。　　2．四捨五入の関係で末尾が溢噛合わないところがある，　　3．△印は減少を示す。せんぎょう抽b2001愈23は、日本政策投資銀行からの借入が全体の60．0％を占め、次いで都市銀行および新生銀行（旧長期信用銀行）3行からの借入がそれぞれ全体の25．6％となっている。【表2】　日本政策投資銀行融資船（外航）　次に、外航船への日本政策投資銀行融資（表2）を見ると、1999年度末借入残高は、前年度末に比べ9．0％減の2，798億円であり、借入金全体に占める割合は64．2％と依然高いものとなつ（単位：千円）借入金1998年度末1999年度王999年度1999年度末借入残高目前年比借入残高構成比（％）借入先借入残高新規借入額返　済　額借入残高増減額増減率（％）1998年度末1999年度末政日本政策投資銀行221，555，52119，472，75036，763，5722Q4，264，699△17，290，822△　7，872．173．0府中小企業金融公庫0o00o一0．00．0金商　　工　　中　　金oooo0πo．oo．D融機そ　　　の　　　他0000o一0．O0．0関計221，555，52119，472，75036，763，572204，264，699△17，290，822△　7．872．173．0長期信用銀行31，652，8424，341，4066，630，94729，363，301△2，289，541△　7，210．310．5日本興業銀行17，253，9272，998，0254，128，64016，123，312△1，130，615△　6．65．65．8市新　生　銀　行13，386，0511β43，3812，299，895工2，429，537△　　956，514△　7．工4．44．4中日本債権信用銀行1，012，864o202，412810，452△　202，412△20．00．30．3都　市　銀　行31．963β314，053，0736，437，01129，579，393△2βS3，938△　7．510．410．6金地　方　銀　行11，19002，5208，670△　　　2，520△22．50．O0．0融信　託　銀　行11，187，7761，466，6692，649，64810，004，797△1，182，979△10．63．63．6生　命　保　険5β40，0000901，0004，939，000△　901，000△15．41．91．8機損　害　保　険0o000胃0．O0．0闘外　　国　資　本000o0一0．O0．0造　船　所　延　払00o00一o．o0．0等そ　　　の　　　他5，23L780o3，624，5801，607，200△3，624，580△69．31．70．6計85，886，9199β61，14820，245，70675，502，361△10β84，558△12．127．927．0合　　　　計307，442，44D29，333，89857．00912ア8279，767，060△27，675，380△　9．o100．O100．0全体に占める割合（％）68．345．271．8642一一一幽【表3】　日本政策投資銀行融資船（外航）以外の新造船（単位＝千円）借入金1998年度末1999年度1999年度1999年度末借入残高対前年比借入残高構成比（％）借入先借入残高新規借入額返　済　額借入残高増減額増減率（％）1998年度末1999年度末政日本政策投資銀行48．999β078，433，7082，065，20055β67，8156，368，50813．038．138．4府中小企業金融公庫000o0一0．O0．0金商　　工　　中　　金3，830，276533，100732β853，630，991△　199，285△　5，23．02．5融機そ　　　の　　　他10，145，50201，424，4588，721，D44△1，424，458△14．07．96．0関計62，975，0858，966，8084，222，04367，719，8504，744，7657．548．947．0長期信用銀行13，239，4363，890，2162，712，817工4，416，8351ほ77，3998．910．310．0日本興業銀行9，853，8223，772，1822」39，23611，486，7681，632，94615．57．7＆0市新　生　銀　行3β85，614118，134573，5812，930，067△　　455，547△13．52．62．0日本債権信用銀行0o000｝0．0O．0中都　市　銀　行27，350，65815β72，4967，705，38235，017，7727，667，11428．021．324．3金地　　方　　銀　　行1，897，15050，00D386，GOO1，543，150△　336，00D△17．91．51．1融信　託　銀　行11，015，019265，574L706，2819，574，312△1，440，7Q7△13．18．66．6生　命　保　険8，175，5375，477，439770，822工2，882，1544，706，61757．66．48．9機損　害　保　険398，0000118，000280，000△　118，DOO△29．60．30．2関外　国　資　本00Go0ゴ0．0α0造　船　所　延　払0Do0o一0．0O．0等そ　　　の　　　他3，654，9307G，OOO926，2902，798，640△　856，290△23．42．81．9計65，712，ア3025，125，72514，325，59276，512，86310βOOJ3316．451．153．O合　　　　　計128，687，S1534，092，533IS，547，635144，232，71315．544β9812．1100．0lOO．0全体に占める割合（％）28．652．523．433．15，845，88915．4曜一24�Jぜんぎょう飽∂2001ている。　また、上記以外の新造船融資（表3）を見ると、1999年度末借入残高は前年度に比べ12．1％増の1，442億円となっており、改装・買船等、そ【表4】その他（改装・買船）の他融資（表4）の1999年度末借入残高は、前年度に比べ16．3％減の119億円となっている。〔単位：千円）借入金1998年度末1999年度1999年度1999年度末借入残高対前年比借入残高構成比（％）借入先借入残高新規借入額返済　額借入残高増減額増減率（％）1998年度末1999年度宋政日本政策投資銀行2，461，680370，0001，030，8801，800，800△　660β80△26．817．315．1府中小企業金融公庫16G，9GOG19，1GG14L800△　　19，1GO一玉．1L2金商　　工　　中　　金00o00一0．00．0融機そ　　　の　　　他o0000一0．0G．0関計2，622，580370，0DO1，049，980L942，600△　679，980△25．918．416β長期信用銀行484，2800277，280207，000△　277，280△57．33．41．7日本興業銀行219，670o219，670o△　219，67D△100．0L5o．o市新　生　銀　行264，610057，610207，000△　　　57，610△2L81．91．7日本債権信用銀行o00．00曜0．OO．0中都　　市　　銀　　行3，00D，696561，400763，4642，798，632△　202，064△　6．721．123．5金地　方　銀　行00o00一O．GO．0融信　　託　　銀　　行159，710100，000103，010156，700△　　　3，010△　1．91．11．3生　命　保　険5，450，850350，59G63L6805，169，67G△　281，180△　5．233．343．4機損　　害　　保　　険00000”0．0o．o関外　　国　　資　　本00000一0．0D．o等造　船　所　延　払00000国0．O0．Oそ　　　の　　　他2，509，216126，449998，6021，637，0δ3△　872，153△34．817．613．7計11，604，752L138，3492，774，0369，969，065△1，635，687△14．181．683．7合　　　　　計14．227β321，508，3493．824101611，911，665△2，315，667△16．3100．0loo．o全体に占める割合（％）3．22．34．82．70幽一■せんぎょうF必2001�D25　．．ノ　．．．へ了」ドD　　　．　　　　．　　　　　．濫丁［9一一1一工｛一ハ⊃　し｝∫〜W▽　y　．．�_　　　　醍ノ多’�`．．P、9．．．　　1一一一．鼈黷ﾄこソ第107回米国議会における海運関連法案の行方　第107回米国議会（2001年、2002年）においても数多くの海運関連法案が提出されると予想されるが、米国海運業界にとって主要な問題については、次のような観測が支配的のようである、1，新規運航補助制度の更新　現行の新規運航補助制度（Maritime　SecurltyProgram＝MSP）は、国家安全保障の観点から軍事的有用性のある近代的で効率的な外航商船を平時と有事の両方において維持する目的の下、MSP対象船となる見返りに他国籍船より割高である米国籍船の運航コストを部分的に相殺する補助金を提供するものである。この制度は、2005年に期隈切れであるが、近時、国防総省が独自の貨物輸送船隊を拡充したので、同制度の更新について説得力がなくなっている。米国籍船を対象にしたMSPの更新に対する支持もAPL、域kes、　Sea−Land、　Crowley　American　Trallsport、Farrelの米国船社が外国船社に売却されてしまったことにより弱まってしまった。現行のMSP補助金の2／3は外国船社のために船舶を運航している米国船社に支給されている。この補助金の最大の受益者は米国の海員組合であり、同組合はMSPが2005年に期限切れとなってもMSPの代替としての新制度が導入されるものと考えているようである。こうした、MSPに取って代る制度案の提出に向けた活動が今年始まると見られる。2．海運税制改革　かつて、米国の会社は自社所有の外国籍の海運会社が得た収入が本国（米国）に送金されるまで、その収入に対する税金は繰り延べ払いが可能であったが、1986年の租税改革法（Tax　Re−form　Act）施行により繰り延べ払いが禁止されたため、外国籍の海運会社を所有する米国の会社は悪戦苦闘してきた。　米国はかって世界船隊の25％以上の船腹量を保有していたが、今では5％に落ち込んでしまった。米国海運会社が所有する外国籍の会社からの海運産業の税収は1975年以前の年間9000万ドル（現在の価値で2億5000万ドル）から1999年には5000万ドルに落ちてしまった。もし議会が米国の所有する外国籍の会社からの収入について税金の繰り延べ払いを認めていたならば、APLは逆にNOLを買収していたかもしれない。ブッシュ新大統領が減税を経済戦略の最重要課題にすると約束しているので、米国の海運産業は、長い間求めてきた税法の改正実現を主張し26§せんきょうF¢∂2001ていくことが予測される。　米国海運会社が望む税制については、�@特別償却制度が挙げられ、船主が船舶を建造した場合、その当該年度に船価の100％を償却可能を認めること。�A現行法では、米国同船の船主が所有船の保守、修繕を海外の造船所で行った場合、一定額の課徴金を政府に納入しなければならないが、この課徴金をCCF基金（Capital　Con−struction　Fund＝資本形成基金：1970年商船法に基づき創設された。この制度はピ定額の積立金について連邦税支払いの繰り延べを認める事により、船舶の建造、取得、修理を行うための資本を蓄積する上で船舶運航者を助成する制度である。）に積立て、将来の新規建造への充当を認めること。�B米国籍船に乗船中の米国人船員の所得に対する課税方法については、海外にある米国の会社に勤務する米国人給与所得者と同一の扱いである一定の年収までの所得は免税とする特別措置を適用すること等である。3．ジョーンズ法の改正　1990年代、共和党員で元FMC委員のロブ・クオーテル氏はユ920年ジョーンズ法（1920年米国商船法（The　Merchant　Madne　Act　of　l920）二国内の2地点間の貨物輸送を行う船舶は「米国建造」、「米国人船員配乗」、「米国人所有」との要件を定めたもの。）の廃止または修正を試みたが、海員組合、造船所、国防関係者、議会の反対に会い、成功しなかった。クオーテル氏は現在、Freight　desk．colnの社長をしており、運輸問題担当としてブッシュ政権移行チームの一員に指名されている。しかしながら、同氏の往年のジョーンズ法改革運動が復活するようなことはない模様である。4．独禁法適用除外制度の廃止問題　前下院ハイド司法委員長が船社問協定に対する独占禁止法適用除外の廃止を求める法案を再度提出することが予想されるが、誰もこのような法案が議会を通過するとは考えていないし、ブッシュ新政権が現行制度の変更を押し進めるようなことはない模様である。5．港湾維持税の代案　ブッシュ新政権が大幅な減税策を打ち出しており、今年中に減税法案が議会を通過し、この法案が現行の港湾維持税（Harbor　MaintenanceTax：HMT）を廃止する手段となる可能性がある。港湾維持税が廃止されても　（輸出貨物に対する税は既に廃止）、その財源が、直ちに国庫から補われるという方向に行くかどうかは、政権が変わった直後でもあり予断を許さないところである。一方、昨年までに港湾維持税の代案となるはずであった商船から料金を徴収する港湾サービス使用料（Harbor　Services　User　Fee）案（本誌平成11年5月号P．2参照）が再度浮上してくるかどうか不明であるが、可能性は非常に少ないようである。（北米地区事務局ワシントン連絡員　平山　修）せんきょうF肋2001§27鴎二品・ヴ傘ll凄藻．渥詮護：輔を命じました。　　　　　　　　　セ　’窮謹鷲・韓、v〆〆〆〆〆〆日本郵船船長（在ロンドン）清水眼葛溜驚購読製磨寵課贅　を生涯の使命として生まれてきた船でした。私は　既にこの年より5年前の陸上勤務中に船長の辞　令を会社よりもらっていて、「なんで船長で乗せてく　れないんだろう」と心中穏やかではありませんでし　た。永い陸上勤務中のブランクがあったにせよ、　「航海の天才」を自負している私としては早く船長　として乗船したくてたまりませんでした。　　乗船のためにくだんの日本海側の火力発電所　（岸壁はその前にある）へ赴いたときは辺り一面白量　々たる雪でシベリアからの季節風が吹き募って、港　外まで帰ってきた本船は強風とうねりのため入港　できず、私は2日間雪深い町のホテルで待機した　のでした。「まあ、いいか」という感じで。　　乗船した本船の船長は大先輩のH船長。山とお酒に目がなく、山の初心者である私とはよくお話をして頂き、金魚の糞よろしく私はH船長の後に従い、船長としての仕事の見習いをさせて貰いました。丁度ジェット機でパイロット副操縦士に試しに離着陸をさせるようにH船長は私にアンカーの打ち方やパイロットの拾い方、それに伴うエンジンの使い方などを実際にやらせてくれました。これがどんなにその後の船長としての私の糧となったことか。「H式操船術」を体得？した私は既に船長の気分でした。しかし、乗船前に配乗担当者からは「本船では一口で」ということを聞いていたので、「次の船からか」と観念していました。　ブリッジ後ろにあるテレックスが本店からのメッセージを打ち始めました。なんと、それは船長交代を命じる「交代電報」でした。電文を目を凝らしてよく読むと「H船長は揚地である火力発電所の岸壁で下船し、私が繰り上がって船長職をとれ」と書いてありました。季節も巡って雪国にも遅い初夏が訪れたので航海の難易度も低くなり、会社もひとつ私に船長をやらせてみようと考えたのでしょうか。兎も角、私は「よし、やろう」と勇んだのでした。てGrk．ぴσ．‘＼ミ．罵28�LせんきょうFθb2001ぞ一〆〆〆〆川船〆〆．〆〆〆〆』　一｣濃・＼＼＼、7つの海のこぼ1れ話∠．醜づ　無事に火力発電所の岸壁に到着し、H船長は未練を残しつつ本船を後にしました。　旨い酒、魚、人情豊かな雪国の町に思いを残しての下船であったと思います。　新船長となった私の周囲は「鉄壁のサポート」で守られていました。本船では0機関長1若いが有能。特にSMS（セイフティマネージメントシステム）に詳しい。英語のカラオケが得意。一儀海後にベテランのK機関長と交代。K一等航海士：私の後任Dベテラン。石炭荷役のプロ。英語のカラオケができる。1一等機関士：ベテラン。カラオケ「月月火水木金金」が得意。T通信長：超ベテラン。本船の顧問的存在。カラオケもシブイ。T司厨長・N司厨長：旨い日本食を作ってくれました。カラオケも上手い。フィリピンクリュー：仕事はまあまあ。カラオケはスゴイ。火力発電所の岸壁ではSバースマスター（調査役）：先輩船長（我が社より出向）。面倒をよく見てもらいました。代理店責任者A氏：我が社出身、苦労人で木目細かい世話を厭わずやる。船長は大助かり。　他にも本船の荷役を担当する会社に我が社甲板部出身の監督が数名おり、揚荷役は元より、本船の係船索の調整にも気を配ってくれました。パイコットK船長：我が社の先輩船長で長崎の出　　　　　　一一｝．『嵐一一・・X一．紙　　．織荊．嚇．撫一如一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ火力発電所内の理髪店Kさん：理知的美人の理　　L．羽髪師さん。毎航、入．港口に散髪をしてもらうのが楽であり、旨い魚が食べられる雪国の町は永い航海解き放った本船はKパイロットの響導のもと透き通峡へ向首しました。私はというと、取り敢えずビビル船長の仕事にもある程度慣れ、多少の困難もあっした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　＿．＿蛮2000年6月30日現在の日本籍外航船舶の船腹量について　当’協会は、毎年6月30日現在の日本国籍を有する100総トン以上の鋼船（漁船および雑船を除く）の実態調査を行っているが、2000年度における日本籍外航船舶の船腹量（2，000総トン以上）について、表の通り、取りまとめた。　隻数ベースでみると、99年度には154隻あったものが、20GO年度においては134隻で、20隻の減少となり、G／Tベースでは前年比1，184，762G／T減（同11．6％減）、D／Wベースでは同2，287，978D／W減（同13．8％減）となった。　船種別で見るとG／r、D／Wベース共、油送船の減少が最も著しく、それぞれ前年比973，944G／T減（同20．3％減）、同1，747，567D／W減（同20．7％減）で、減少船腹量全体に占める減少量はG〆Tベースで82．2％、D／Wベースで約76．3％となっている。　他の船種についても、押並べて減少傾向を見せている一方で、LNG船においては、前年比2隻増加し、G／Tベースで同222，292G�g、　D／Wベースで同144，680D／Wの増加となった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上2，000総トン以上の外航船船　　　種　　　別1元年2�o年増減隻数総トン重量トン臨隻数総トン　　　構成比d量トン　〔D／W@　　ベース）平均D齢隻数総トン　　　構成比d量トン　　（D／W@　　ベース）〔D油　　　送　　　船414．809β108，444，21210、3　333，835，3666．696β4546．59．7一8　−97ヨ．944一1フ47．567　−20．7�A鉱／油虫用船000o�B鉱／撒／油兼用船o00D�牛z　石　専　用　船88B4，2］21，732，24112．1　7787，0291，535．1501D，6］2．2一1　−97，183一197．091　一］1．4�牛z／炭兼用船6533，3291．0502649．36533，3291．050．264　7．210o　　　　oD　　　O（6〕鉱／撒兼用船7550，7281，072，91010．1651G，5651，007．203　　710．3一］　一40，163一65，707　−6．1〔7＞石　炭　専　用　船／5821，2641，385，6556．8147アD，3591．298．434　　97一1　−50．905一87、221一6．3（3｝ニッケル専用船0000�Hボーキサイト専用船o000�去T　　　積　　　船376，172129，451124g，183827ア00．54一1　−26、989一46，681一35．1�訣瀦ｨ　専　用　船Qoo�許ﾘ　材　専　用　船00o0�激`ップ専用船00o0�月ｩ動車／撒兼用船0000！�月ｩ動車専用船19423，33027Bβ5513．516381，351235，097i．6i3、5レ3一4L9ア9一43．258一15、5�O鋼　材　専　用　船0000＠セメント専用船D0o0�泣Rークス専用船D0o0�倹ﾎ灰石専用船o00o�S土　砂　運　搬　船o00D�距笂�・冷蔵運搬船1156，27760，6605．3842，80445，396D．36．6一3一13．4フ3一15．264一25．2圏化　学　薬　品　船0o0D岡L　P　G　船5221，648249β339、1　5221，648249，3331．79．6o00　　　0�記　N　　G　船、92．OB、　B41，325，100ヲ．92、2，254，1351，469，7aG10．27．62222292144、6BO　、O．9�泣tルコンテナ船18790，915789、93711．616712，508717，5844．9］2一2一78、4D7一72．353　−9．2�笈黶@般　貨　物　胎284，011157．516E．3�距ｷ　　　客　　　胎00o0�激t　　エ　　リ　一0o00�汲ｻの他特殊胎0000不　　　　　　明0o00合　　　　　　計154］1，283，D3916．675，634　　9．6　　13410，D98．2刀14，387，6561009．3−20一1，184，762一2．2B7．97日　一13．730�KせんきょうF功2001・訪惣船会社の仲閥たち噂6．箒�S．．　　　　　　モー，|・乏．．．．．�_ゾ肖回今回、登場して頂くのは　　悔．　　　　　国際エネルギー輸送（繍、長・船舶部主席海務監督　　　　　＝キース・ジョ｛ンぎライトボディさん（55歳）です。1，所属部署の業務は主にどの　ようなものなのでしょうか？　Iam　the　company’s　adviso「fDr　en「iohing　the　internatlonaleonfidence　in闘lnternational　En−ergy　Transpo「ゼ（IET），　and　myIob　description　encompassesall　aspects　of　Ship　Manage・ment　aboard　our　fleet　of　man・aged　ve＄sels，　with　special　em−Phasis　on　safety　and　auditing，lam　also　re＄ponslble　fDr　up−dating，　and　imProving　the　com−Panies　safety　managementsy＄tems．　This　year　l　start　a　new　Pro−iect　of　unlfylng　the　companle＄SMS　with　our　sister　ship　maD−agernent　comPa［y　in　Singa−pore、　　3．御社の自慢といえば？　　　lam　proUd　to　be　part　of　a　　＄hip　management　team　that　　is　highly　respeoted　by　oll　ma−　　lors，　and　has　had　the　fore−t　　＄ight　to　realise　that　for　sur一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　vlval　in　thi＄　very　oomPetltlve〜business　they　must　broaden　　thelr　outlook，　by　taking　on　an　　inte「natiOnaUmage、　fOCUSing　　on　quality，　and　cost　Gontrol．　　4．今後チャレンジしてみたい　　　仕事について教えて下さい。　　　My　lmmediate　ch臼Ilenges　　are　to　assist　IET　ln　broaden−　　ing　the｛r　horizOnS，　imprOve　　＄afety　on　board，　and　com一ミpiete　the　unificatlon　Process　　3uccessful［y，　albwlng　me　to　　progress　ln　this　field．2．これまでの会社生活の中で一番の思い出といえば…？　Being　the　orUy　European　lnthe　office　my　best　memorywas　the　day　l　realised　thatdespite　my　different　culture，　lhad　been　accepted　by　rnywo「k　oolleagues，　and　myviews　and　knowledge　hadbeen　recognised　at　a　com−pany　meeting．国際エネルギー輸送�鰍ﾌ事業概要　原油、メタノール、LPGなど各種タンカーの船舶管理に特化している。　特化・専門化した高品質の船舶管理技術を世界的に競争力あるコストで提供している。廿A，うキ上「　πρAウηn7魯て〜11　中央省庁の再編で運輸省、建設省、国土／庁、北海道開発庁の四省庁が統合し、国土6の総合的な整備や交通政策の推進を目指す日　新しい中央官庁、国土交通省が発足した。　海事政策分野では、海上交通局と海上技術　安全局が統合し、海事局となることで海運　　・造船・船員の各分野が関連する横断的な政　策課題を一元的に推進していくこととなる。10　国土交通省は・2000年の新造船建造許可日実績をまとめた。それによると331隻、1159　　万2千総トンで、前年にくらべ55隻増加、　　総トン数で19．5％増となった。15　国土交通省の「リサイクル輸送システム日の開発構築に関する調査樵倭員会」（委　　員長：長峰太郎　流通経済大学教授）は内　　航船による家電リサイクル品の輸送実証実　　験を開始した。今回の調査は、家電リサイ　　クル物流で、指定取引先場所からリサイク　　ル工場間の輸送をトラックから海上輸送に　　促すもので、運送コストや安全性などのデ　　ータを収集した。15　国土交通省海事局船員部は・ブイリピン日・マニラで日本人船長磯関長2名配乗の32��せんきょうFeわ20θ三　国際船舶に乗り込む外国人船員の第四回承　認試験を1月15〜19日に実施した。17　日本船舶輸出組合は・2000年1月から12日月の網船受注実績を発表した。それ1は　ると同実績は301隻、1456万1千総トンで、　前年同期に比べ64隻増加、総トン数は67％　増加した。23　国土交通省航空局は・第3回首都圏第3日空港調査検討会（座長沖村英夫武蔵工業　大学）を開催し、羽田空港に4本目の滑走　路を建設する羽田拡張案を明らかにした。　　同会合に特別メンバーとして参加した当協　　会生田会長は、空港整備の前提条件として　　船舶航行安全の確保が不可欠であるとの見　　解を示した。　　（P．2シッビングフラッシュ参照）24　当協会は・「日本船主協会環境憲章」を決日定した。　　（P．7シッビングフラッシュ）26　経済協力開発機構（OECD）は・1月24〜日26日にかけて海運委員会（MTC）と貨物責　　任制度に関するワークショップを開催した。　　（P．14海運ニュース国際会議レポート参　　照）29　国土交通省は・「今後の港湾の管理運営の日あり方に関する検討会（第2回）」を開催し、　　公社方式の課題や問題点を中心に議論を交　　した。29　92年国際油濁補償基金第5回臨時総会隔日が、1月29〜30日にロンドンで開催された。　　欧州油濁補償基金（COPE　Fund）に関する　　欧州委員会の提案について概要説明が行わ　　れ、3月開催のW．Gにおいて現行補償体　　制の見通しについて検討することが確認さ　　れた。　　　1月の定例理事会の模様　（1月24日、日本船主協会役員会議室にて開催）　　　　　　　会員異動○退　会　平成12年11月30日過　　平和汽船株式会社（京浜地区所属）　平成13年1月24日現在の会員数1ユ2社　（京浜地区73社、阪神34社、九州5社）　　　総務委員会関係報告事項1．当協会におけるIT化推進について2．平成ユ3年度海運講習会の開催について　当協会では、広報活動の一環として昭和32年より会員会社の陸上新入社員を対象に、社会人としての門出を祝すとともに、海運人として必要な心構えを育成する目的で海運講習会を実施している。　先に行った調査の結果、19社より総合職63名、一般職9名、合計72名の受講予定者があり、昨年同様、本年度も総合職と一般職合同で、来る3月26日�求A海運ビル2階大ホールにおいて開催することとし、講師および演題については次の通りとしている。　なお、咋年同様、本年度も受講料として、当協会会員は参加一人につき1，000円を、また、会員以外については従来通り3，000円を、各参加会社毎に徴収することとしている。〔海運講習会の予定〕日時：3月26日（月）09：00〜15：40場所：海運ビル2階　一次第概要一（敬称略）　　挨　　　拶　　　日本船主協会会長　生田　正治　　激励の言葉　　　東京大学大学院教授　石　　弘之　　9章　　　　　　’｛　　粥　　　　演　　　平野≠ルシ二六．条　ジョージフィールズ　　日本海運の現状と将来　　　目欝舟蟻協鯉誓嚴保英　　社会人としての心構え　　　写で『ス迄忍多上　三木　尚子　　船長雑感　　　夢�i麹鯵讐灘石田隆丸　　　政策委員会関係報告事項工．平成13年度海運関係税制改正および予算に　ついて　（本誌平成13年1月号P．2シッピングフラッ　シュ参照）2，国際船舶制度のその後の動きについて3，マリタイムジャパン研究会にについて4．ASFシッビング・エコノミックス・レビ　ュー・コミッティ（旧トレード安定化委員会）　第8回中間会合の開催について　題記委員会（委員長は生田正治当協会会長）は、これまでに7回の中問会合を毎年開催しているが、その第8回会合を2001年2月19日にイ廿A，唐士「　FoA　gr】r｝7蛋語｛しqンドネシァ・バリで開催することとなった。同会合では、世界経済の現状や今：後の見通し、定期船／不定期船／タンカートレードの状況などについて率直かつ建設的な意見交換を予定している。　　海務部委員会関係報告事項　　　（港湾物流委員会合同）1．首都圏第三空港問題について　（P．2シッビングフラッシュ参照）労務委員会関係報告事項1．ASF船員委員会の模様について　（本誌平成12年12月号P．16参照）2，ILO最低賃金問題（ILO　JMCへの対’応）に　ついて　（P．11海運ニュース国際会議レポート参照）3．船員職業紹介等研究会の模様について4．IMOホワイトリストの公表について　（本誌平成13年1月号P．11参照）5．船員保険をめぐる状況について　（本誌平成13年1月号P．14参照）近海内航部会関係報告事項1．近海内航に関連する最近の問題について　1月12日に開催された当部会において、平成13年度海運関係税制改正・予算、首都圏第3空港問題、船卸環境憲章、海洋環境シンポジウム、近海内航関連の調査等について検討を行った。　平成13年度海運関係税制については、大蔵省は船舶の特別償却制度、特定資産の買換特例（圧縮記帳制度）を廃止するとの、極めて厳しい内容の整理案を示したが、巻き返しの要望を強力に行い、内航関連では、船舶の特別償却制度に関し内航二重構造タンカーの償却率が／％減（19％→18％）となったものの、特定資産の買34§せんぎょうF帥2001換特例（圧縮記帳制度）が現行通り延長されるなど、概ね現状制度が維持された。また、海運関係予算は、内航海運暫定措置事業に係る運輸施設整備事業団の借入金に対する政府保証枠について前年度と同額の210億円が認められた等報告があった。　首都圏第3空港問題については、当協会が昨年12月に運輸省（現国土交通省）関係局長および海上保安庁長官に対し、新滑走路の候補地の選定にあたっては船舶航行の安全の確保を大前提として適切に対応願いたい旨の要望を行ったこと、また、内航総連も同様の要望を提出する予定であることを踏まえ、部会としても本問題の重要性を認識し、海運業．界として、まとまって対応していくことを確認した。　船協環境憲章については、環境対策特別幹事会にて決定された憲章案について検討を行うとともに、海洋環境シンポジウムについては、パネリスト等シンポジウム内容につき検討を行った。　近海内航船社を対象とし．、現下の経営環境や各社の抱える問題点、船協の活動に期待すること等について面談方式による調査を第三者機関に委託し、今後の近海内航部会の活動に資することにした。環境対策特別委員会関係報告事項1，環境憲章について　（P．7シッビングフラッシュ参照）2．海洋環境シンポジウムの開催について　（P．22囲み記事参照）3．環境対策特別委員会の今後の活動内容につ　いて外航労務部会関係報告事項1．部会について　　　国際会議の予定（3月）IMO第44回設計設備小委員会（DE44）　3月5〜9日　1コンドンIntemaUonal　Ballast　Water　Treatment　Sympo−sium＆WorkshoP　3月26〜30日　　ロンドン†＝トん宍よ「F〃Aクρ01愈qrτ008q∂ゴ⊆甲畢へ／再◎9ε’凡小八朔方�A島担当（ρ（ρr諄・lr〃く4科回目智�B。身丁コ標蟻丼壬一覧n・マ財4r1ム�@　（無）oセ8‘£か995119990客工8ゲτ6乙0乙0‘二ε08‘99正8‘王6正9‘ムτOI乞69ガ乙1I　IGO9Z96‘τ890‘0正10Zセεセε90ε1正‘セ9乙9‘z乙89‘τシ梶‘60乙εセ19‘6zτ969‘εZOε‘冨1乙可919998セ6王65609乙‘ε96rビ0ウ9‘91sε99乙r乙1H8孟8トz1乙rτ1孟90乙99Qε9ε‘ラε乙ゲラμ0‘ε乙9プH0乙9プττOI8工ε℃s乙r乞199IIIaε09τ6‘9乙ε9‘9εε9‘1客8セ‘ε工861．089‘ετ6廿9ε‘9999‘慨乙0ε0ε乙lz099r二966‘9ε9乙‘z61Z‘H91セεz‘II8199℃ラ6客‘ε19τ060Zzz0ε9‘セ6セ9℃OB696ε‘6991099」6乙εセ1‘ε9ε9しε1zセ10ε09S0OZτ‘セ9ε乙‘セ818‘τ98rlI08Z99プH9998‘909セ5∠1190ggs89989‘ラ99ラマ998‘モム9ラ℃0∠9セ‘69oo乙‘�n乙2工‘6工9死Qウ£9oe99r980uεLZ乙‘乙£G9‘Hラgz乙99‘uセ　Qooz189’6ε冗∠‘6セ1Z80‘160乙‘τラ乙ビ℃9ε960ε‘乙9ラ8r99999℃ε18ラ‘091ウ0ε51Izε‘τラ1666100乙5死ビ乙6‘9ε108乙し166ラ‘ビOO8‘ε9ε8セ66‘P910S℃98ε6‘正セ正Z9‘ラ81ビ1乙‘正乙61‘98186610死‘9セ89プ091ε6991ε‘乙協∠‘ε690‘工199‘99ビ6τ‘乙9z5ガ9セεεε‘ε61ε99℃966‘961二6619τ8℃Z199‘砂τ乙9乙τ09’9正gピε8686ε9‘99609‘69セ乙ε‘セ96乙6℃0客8乙プzゐ0セ℃09966正τ90‘6セ客085セ91ε08ウ2『9王ラ6’1gz9‘1Igz‘乙91乙ε‘z99乙乙‘8ラ1ε∠‘乙9τII6‘ラ9セ9Lz乙τ9661p叩。（1�I工印ゆ妾憾雛慰碓μ‘4z竺膨誓昆購諺墾　　罵累毎催　Mfl呂目　習）4磁く4禦罹綴4呈　弓型顕田縦｝鴨宙珊鰐彰図（」⊃／囚士　率｝寅）置｛≦￥k［頭剰�F讐F隼田目開臨ヨと立’ε　　。腹甲＝叫琴馨皆島景郵￥　（翼）99’6H98’εIIOr乙U目正毎100Z6’0♂z’8918OI8‘ε9ビ9‘ラ呂｛06’セII9プ0τ10♂’εHετε’何1’OI969乙89‘εε8ε‘セHgz’IH9r乙OI68’8011τ8’乙言ε9806998乙℃9乙ウ�hOI8τ’60正9∠9乙0τ9ε’8010τ6’919’6969‘1ε9ε5ε6乙9‘セ698’乙OI乙a’90工9乙’90τ6ε’819’ετ809969Lε90ε‘セ80プ60正9r90モ乙0’8018z’uz’zε00‘王OIε℃91ε‘セ乙09’60正ε6’90τD6’乙OI乙9’9τ8’696rI乙6♂s88セ‘か906’80正09’セOIεZ’9019γ6τε’8正89ε乙9‘ε998‘ε996’60199’901IIg8019sg88’8仲rIラεε‘ε8∠ε�hセ99’901OZ’セOI8セ’901廿∠’6τε’680rIε69℃ε0乙‘ヤεOZ’60τOε’90正τ乙’goτε1’H1’9τ6乙rI996‘Z9εrセ90ガIII9ε’乙OIラS’601乙6’OI8’王199066‘ビ正τ9‘ε目1毎000Z98’90正09’εOI9F90i目1右000呂8’9工プs死王‘工sセrεε捻‘セ冒乞功666王06’ラII09’乙0τ乙乙’乙0正00090’919’8正ラ乙℃1916℃セゐ99‘工9000Zoセ’9118a’HI16’SII666τO’ウ　▼王’9　▼ε9ε‘z正シ09‘9ε乙99‘却6661OO’乙ラ1X乙’1ε1ｳε’OH刀fセQIgz’シIIXε’IHX0’86Oε’0868’0£1Oσ’工Z王U乙’80τX0’セ6866τｳ66工X661X66τ9’0τ　▼wzモW’91W’ε　▼9’0　▽X’zX’6O’セII6‘εIy86‘6ｳ09‘乙O認℃1ε99‘9ε塔E9‘τsX98‘εεX80‘τε9セ9‘09Oes’昏�９ゲτラX96‘正ウ8661X66Tn66τr861OI℃91Qε’死118’仲τ066正Y　雛階　騨（JD）（ao且）射準喜畢障告軸構冒　毒（％）荊熊囲戸鱈陪臣碑田（▼）YY　雛盟　馳目　毎（旨目車殴亘晶≡購）多囲拳�F皆「目幸田〆1r｝1＊理’乙（囲卿OI：眠目）盤罫華�F下文紙障國』〔κと’L1ドル1融叫。。湾聯・ぺ・輔／欧米｝　　　　　　二塁脚／躰’北米西岸／躰’帰7／醐　　　柵期｝、L賜4035302520　｛’、ノ1ガルフ／日本ペルシャ湾／日本　　婚@　犯@　35P50@　30@　25zOD@　巳。@　監5T0ODo　4　’ノド’北米西岸／日本、〈、’　、！、　　〆〜^1、ヘへ！　　、P　　　　　，　　　Ψ、．　＼f！　1「、一@〕八　　／ペルシャ湾／欧米　　　、ノf「　　　　一＼ガルフ／西欧15P0T0田50o1996　〔年｝　　　　　　1997　　　　　　　　　19舗　　　　　　　　　「的9　　　　　　　　�o　　　　　　　　　即011996〔準）　　　　　　　】997　　　　　　　　999B　　　　　　　　　1的9　　　　　　　　2�o　　　　　　　　　20014．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシヤ湾／日本ペルシャ湾／欧米月次19992000200119992000200／最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　78910111267．50　60．75V2．50　59．50V0．00　51．00S5．00　35．00S2．50　37．75U2．50　45．00@　38．00S0．QQ　36，00T2．50　45．75T4．50　48．OGT2．00　44．00T6，GO　47．5065．00　48．00U5．00　54，00W2．50　62．00X5．00　78．00P11．25　93．75P12．50　96．50P12．5Q　98．00P52、5QU2、5QP50．OO　128．00P65．00113．50P77．50　164．50P60．◎G140．OG118．00　80．0062．50　51．00U5．Dσ　50．ODU2．50　42．50S0．00　33．50S7．5σ　33．5QT5．OO　37．50S5．OO　36．75S5．QO　36．OOT2，50　43．00T3．75　45．OOS5，00　40．00S6．25　4Q．GG50．00　40．00T5．00　45．OOV0．00　55．00W5．00　64．00X2．00　75．00X5．00　80．00P00．00　82．50P2Q．OQ　gQ．00P32．5Q　105．00P30．QQ　IG5．00P75，00125．00P42．50　125．00100，50　82．5Q（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�A単位はワールドスケールレート・�Bいずれも20万DバV以上の船舶によるもの。　�Cグラフの値はいずれも最高値。5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）　　　　　　　　　　　　　（単位：ドル）ガルフ／日本北米西岸／日当ガルフ／西欧月次200020012000200120002001最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低123456　78910111222．50　2よ，25Q2．50　20．00Q2．GO　2LOGQ2．75　22．00Q3．35　21，85@　23．00@　　Q4．25　23、45Q5．75　24，50Q5．25　24，50Q5．25　22、85Q2．50　20．8522．50　21．5Q　　＝@　＝@　＝@　一P6．13　／5．75@　＝@　＝一13．2Q　11．50P1．50　11．IQ@　13．2G@　12．50@　15．69@　15．68@　16．00@　16．OD@　16．80P4．50　14．40P9．00　13．25P2．60　12．25　（注〕�@a本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D／W以上8万D／W未満の船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。廿ん宍よヨ彫ゐ2ρρ’趣q7　　石炭いンブトンローズ／日本）・鉄鉱石〔ッバロン／日本・ッバロン／西欧1【ド」レ〕2520】51050石炭（ハンプトンローズ／日本）／鉄鉱石1（ツバロン／日本）／、・、�e／〆、！へ�`@　　し　〆一P、、〆’1＼／1’、〆ゴ、、へ　　ノ@〆^／＼鉄鉱石（ツバ巳ン／西欧）1996【年11997】993L9992000200聰1ドル125　400151D5鋤2502DO聖501QQ50D　　D運賃指数　　一ｪン7イr_ーティー卜、へ‘、　　践@　1�dn　、　　　　へ　　一ｪン7イーNリーン、、、〔へ＼’1　　　、f’　　、LLρn　ll’　1ノ　　A、hl撃撃戟e　醒f一　小型nハ@　、　　’再！、＿　，＼　　　v、ナ、　　’f�`ノ轣I　｝中型！　、　　、ノ�d、VLOO1995｛年｝19961997199巳19992QDDくpo�o細20D15D10050o6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単イ立　ドル）ハンプトンローズ／日本（石炭）ッバロン〆日本（鉄鉱石）ッバロン／西欧（鉄鉱石）月次200020002000最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低1一『』一6．25　　6．008．45　　7．20211．00一7．85　　5．003一11．758．204一一8．05　　7．255一一7．50　　6．906一11．507．60　　6．707一一8．42　　7．208一一8．7Q　　7．209一一8．55　　7．1310一一8．20　　8．0011一一9．65　　8．2512『一一（注）�@日本郵船調査グループ資料による。　�Aいずれも8万D〆w以上15万D〆W未満の船舶によるもの。　　　�Bグラフの値はいずれも最高値。（7．タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次199819992000VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型H・DH・C155．3110．4150．3140．7175．053．591．2116．8150．0王98．948．092．8126．2145．9148．4254．6104．8142．1工54．5171．458．795．8138．0161．2165．753．3107．8／41．1154．3169．9368．696．7132．9146．5175．562．292．1113．8164．3159．358．31／5．7163．7167．3189．4472．4106．1145．716σ．6161．948．893．9136．7167．5144．269．6134．9195．7185．6工96．8570．39！．8122．1156．6155．137．888．13128．2176．6158．381．4126．9177．4187．0205．3675．298．2119．8170．8152．O40．785．812！．4209．9157．395．8135．6174．1194．32工0．O7ア4．21Q4．8136．3167．4160．949．475．7124．0196．3164．5100．9153．1244．9261．3215．1875．399．6129．2168．0159．742．374．3112．9160．0159．1105．5196．5265．5243．4233．9960．388．9120．2165．4152．341．373．3108．1162．1147．9128．61go．9269．2229．5254．61047．279．2107．2158．3151．34．了．071．3109．8153．6151．3136．2165．1194．1217．3264．91154．082．4117．0146．7160．949．582．5110．9141．7150．1134．3204．7267．0240．9257．81248．688．2119．8133．3182．344．891．2lQ6．3146．9144．1平均63．ol95．9128．5155．7163．148．oI84．60118．9王65．8158．41（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。（シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年ll月に合併）�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bタンカー運賃　　　指数の5区分については、以下のとおり　�CVLCC：15万トン以上　◎中型：7万〜15万トン　◎小型；3万〜7万　　　トン　��H・D＝ハンディ・ダーティ；3万5000トン未満　器H・C＝ハンディ・クリーン：全船型。38§せんぎょうFgδ2001．｝．．｝．魑灘　層濫鰹　灘　　　竪　　、459卿蹴．醸賦．．。、用船桐指数話。、・…年・・は19掴。。）　貨物船定期用船料指数，（　　τ965．7〜1966．6電100−瓢』D挙．聯−．娘縢眼賦齪募闘無　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湾．45。C姻�o靭枷15D／へA　　�d亀一、v【A宝　　　＼」へ＾り　〜＿、＿！　＿，貨物船航海用船料指数〔1965・フ〜19S6．6・100｝　　、　　ノ　　　一！！’　」100σ1995軍｝1995監9978．貨物船用船料指数月次　　　　　　貨物舟123456　7　8　9　10　工1／2平均（注）1995234．．0227．0229．0243．0245．0239．0230．02工8．0220．0221．0198．0209．o〜26．11996207．0202．O192．0．ユ92．0196．0195．0合1997209．0197．0199．0ユ97．（）190．O184．0！998航海用笥．186，G　183．0189．0　　　196，ひ186．0　　　ユ90．D176．0　　　191，0188．0　　　189．021工．O　　　I86．0エ93，3　　　192、6　　含1998189．O玉86．OI71．0173．oユ73．D175．Oヨ999料指数167．0165．Oユ64．o．L65．0170．0168．0172．1ε聯。35D　日QO細250細喧σ鋤娚呪・・！一、職1999／66．0／70．0／69．0エ72．0ユ73，0176．0179，0178，0185．θ185．O195．O192．O／78．310020DD190．D191．D190．0191．0193．0202．0202．0203．0206．0207．0206．02DOo199δ【年1鵬997貨物船　墨ユ995358、0358、0366、0377．04G2．0390．〔）426．0391．0364，σ355．σ34．4．2374，7375．5！’、〜向、4　’　、、、　　@かη夘　！、，’貨物翔樵撫撫339．0289．0293．0294．0323．0323．0334．．91998合定1997347．0332．0341．0354．03喚2．03a6．　o338．0330．0327．03工6．0290．σ294．0328．ユ1999−職ミ　�d儘ハ�`ハ、20⊃0期用船料芋工998277，0254．0260．0262．0262．0292．0嶽ζ溺と縣鷺融和1吊環四幅繍隷磁ぽ1露篇、，．、司，。9　係船船腹量の推移　　　　　　　　　　　　　1999肱　貨物船　　タンカ＿　　　蝋千Gπ千脚蝋千G〆T刊〆W328　3，242　4，06D317　3，094　3，830312　3，248　4，135306　3，321　4，275303　3、114　3，949328　3，503　4，5357　　329　3，374　4，3458　　34／　3，407　4，37793443y　5ユ44，56010　　355　3，544　4，57611　　347　3，332　4，24812　　355　3，456　4，4．49睦）ロイズ・才ブ．翻以上；1：1；lli鶉1羅感泣蒸糊嬬謝鵜1議　　　　　　　　　　2000　　　貨物船　　タン．カ＿蝋チG／T刊卿勲千G／T千D／WDOOOOO5aO，＆aLa5・26Q1Q0Q2Q3Q3Q4口数199923工．0229．02ユ9．0221．0238．0238．O226．0233．0238．D241．0254．0237．0233．72DD］溜Boo50o輔200o2000222．0231．0231．0246．0252．0251．0264．02．67．D271．0290、0278，0・＿ユーズ・インターナショナ　　　　　　　　　定其冒用尋跨警甘旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001　　　　　　　　　　　　　　貨物船　　　　　タンカー　　　　　　　　　　　蜘千G／丁千脚勲千G肝脚ll｛一溜2652…4…754・78・1，・，，46　1｝エ92　2，22146　ユ，172　2，2574．3　　　914　1，69842　1．ユ27　2，ユ9410044444　1，140　2　201ワ】044ロンドンプレス発行のロイズ・マン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スリ圃リスドオブルイド・・プベ・セル．ズによる．865　／．，639813　／，552813　／，552　　　　ド877　／，644779　工，471廿A’宍よ「　島’，goρ7麟2q編．携禦難琴後脚．記．鱒き、．．こ．野き．輝，、・．．、悼期ミ｛輝、迦野で．．．｝　”「’　今回で編集後記は2回目となります。確か前回は小生にとって入社29年目の初めての異動が営業部から管理部で業態の違いによる戸惑い、趣味でもあるゴルフでhole　in　oneがでたこと、週末のかみさんとの散歩を日記風に書いてみましたが……。　ともかく異動後の！年半を振り返ってみると、仕事に関しては自分自身の明確な考えに基づき対応したというよりも、新会計制度導入という強力エンジンに引っ張られて、うまく船の流れに乗せるべく社内・グループ間の整合性・調整を取るのにやっきだったと云える。ゴルフはどうも進歩がない、保険付保金額を上げたが皆様に記念品をお配りするような機会に恵まれず（当然のことで何度もあるはずがない）、同伴者に喜ばれるゴルフでチョコレートばかり贈呈している。散歩、これだけは変わらず週末に天気が良ければかみさんと二人で四季の移り変わりを楽しんでいると言うところか。　ここ半年ばかりの小生の新たな変化と言えば：　新会計制度導入による決算も何とか軌道にのり、昨年秋以降の久方ぶりに船社に訪れたタンカー・不定期船の好況・円安の助けを借り、何とか確固たる見通しを得るべく社内・グループの舵取りを考える時間を与えられたと思っている。最近それは幸運な二度目のhole　in　oneをしたような気持ちになっているが、とは云え営40�QせんぎょうF助2001業を始めとして全社的な理解・強力なくしてはこのhole　in　oneをスコアカードに記載出来ないので、チョコレートですむなら何枚でも差し上げたいと思っている。まあ少しずつ管理部門の水に馴れて来たとも云えるかな？．週末に”おおこれはいいな”とはまり込んでいるのが近隣にある健康温泉巡り、と言っても自宅から車で30分以内に4ヶ所ある擬似温泉です（その内2ヶ所は冷泉を沸かしているようです一柏にもあるのです）。手軽に草津・箱根etcが楽しめます。特にはまり込んでいるのが薬草湯で38度位の低温でゆっくり何度も入るのです。効能は何々と書かれていますが何よりも気分転換には最高です。些か年寄りくさいと思われるかも知れませんが、見ていると若い人にも人気があるようです。是非皆様も如何ですか。　最後に3回目の編集後記を書くことになるかな？　その時に備えて時々は備忘録のページを書き足すことにしょうと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　飯野海運　　　　　　　　　　総務・企画グループリーダー　　　　　　　　　　　　　　　　　愛葉光彦せんきょう2月号　No487（Vo141　NQ．11）発行．：．平成13年2月20日創刊．．．昭和35年8月10日発行所．．．．1社団法人　日本船主協会〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4（海運ビル）TEL．（03）3264−7］81（総務部広報室）編集・発行人．．．…鈴木昭洋製作．1．．．株式会社タイヨーグラフィック定価．、40フ円〔消費税を含む。会員については会費に含めて購読料を　　　　徴収している〉、．T　「鯉『）．．日本船主協会環境憲章環境理念日本船主協会は、地球・海洋環境保全が最重要課題のひとつであるとの認識に立ち、海難事故や油濁による海洋汚染を防止するため船舶の安全運航を徹底するとともに、環境負荷の低減および資源の有効活用を推進します。さらに、海運があらゆる産業活動と市民生活を支える物流インフラストラクチャーであることを踏まえ、環境保全への一層の取り組みを図り、わが国ならびに世界経済の健全な発展に寄与することに努めます。行動指針日本船主協会は、環境保全に関する行動指針を次のとおり定め、環境対策の推進に努めるとともに会員会社の積極的な環境保全への取り組みを支援します。　　地球・海洋環境に関わる国内外の法規の遵守と自主的な環境方針の策定1，　　　による一層の環境保全　　　船舶の安全運航を確保するための管理システムの構築と徹底、安全運航2．　　　に寄与する機器の開発支援と導入促進　　　省エネルギー・輸送効率に優れた船舶および設備の採用、船舶の運航に3．　　　伴う環境負荷の低減、廃棄物の削減と適切な処理　　　海洋汚染事故の原因となるサブスタンダード船排除の積極的な推進と船4．　　　舶リサイクルの促進5．　船舶の運航技術の向上と地球・海洋環境保全のための適切な教育・訓練　　　海難事故および大規模災害等に備え、迅速な対応が取れる適切な6．　　　体制の維持・整備促進　　環境保全活動に関する積極的な情報の提供、環境問題への7．　　　意識向上と環境保全への日常的取り組みの強化　　　環境対策に関わる内外関係機関等との連携の強化および8．　　　内外フォーラム・会議への積極的な参加と貢献　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　恕　　．、．．T．．．．．．．．．．．．｝一．．．．一．．…．．　　　　　　　，｝ヒボ・磁経：だ　　　　　　　　　　　　　　　　．．．一．．．．一．．一．．．一一一．．．一．一．一．．謹∵一．一．．騰ぎ雛．�j　．〆／璽・、　　毫　　　　’璽瞭D＼L

